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２．重大事故等の拡大防止等（要旨） 





2.7 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対処（要旨） 



 

 

 



 

   (ｆ) 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対処 

   (イ) 重大事故等の同時発生 

   １） 同時発生が想定される重大事故等の種類と想定する条件 

重大事故等の同時発生の範囲を考慮すると，外的事象の「地震」，

「火山の影響」又は内的事象の「長時間の全交流動力電源の喪失」

を要因とした場合が最も多くの重大事故等の発生が想定され，ま

た，外的事象の「地震」が重大事故等の発生の要因として最も厳

しいことから，重大事故等の同時発生の有効性評価は，外的事象の

「地震」を代表事例として，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」，

「放射線分解により発生する水素による爆発」及び「使用済燃料

貯蔵槽における燃料損傷（想定事故２）」の同時発生を対象に実

施する。 

  



 

   ２） 重大事故等が同時発生した場合の有効性評価の範囲 

各重大事故等の重大事故等対策は，互いに異なる対策であり，各

重大事故等対策が競合することはない。また，各重大事故等対策に

使用する重大事故等対処設備は，重大事故等ごとに専用の設備を整

備する又は兼用する場合であっても重大事故等の同時発生を前提と

して必要な容量を有する設計としている。 

以上より，各重大事故等対策の有効性評価は，重大事故等が同時

発生した場合であっても，個別に評価することが可能であるが，各

重大事故等が発生した場合の事故環境が相互に与える影響を考慮す

る必要がある。 

重大事故等の発生防止対策の観点では，発生防止対策が講じられ

る時点では，事故影響が健在化しておらず，重大事故等が単独で発

生している状態と変わるものではないことから，重大事故等が同時

発生した場合の発生防止対策の有効性評価における評価条件及び評

価結果は，単独で重大事故等が発生した場合と同じである。 

重大事故等の拡大防止対策の観点では，事故影響が健在化してい

る状態となることから，同一の貯槽又は濃縮缶（以下ハ．(３) (ⅰ) (ｆ)

では「貯槽等」という。）において冷却機能の喪失による蒸発乾固

及び放射線分解により発生する水素による爆発の発生が想定される

場合には，相互に与える影響を考慮する必要がある。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固の拡大防止対策である貯槽等への

注水及び冷却コイル等への通水に着目した場合，水素爆発に伴い生

じるエネルギによる影響を考慮する必要があるが，そのエネルギは

数十ＭＪ程度であり，水素爆発により生じたエネルギが全て高レベ

ル廃液等に付加されることを仮定したとしても，溶解液，抽出廃



 

液，硝酸プルトニウム溶液及び高レベル廃液（以下ハ．(３) (ⅰ) (ｆ)

「高レベル廃液等」という。）の温度上昇は１℃未満であり，実

際の放熱による除熱効果を考慮すれば，その影響は無視できる程度

であることから，重大事故等が同時発生した場合の冷却機能の喪失

による蒸発乾固の拡大防止対策の有効性評価における評価条件及び

評価結果は，単独で重大事故等が発生した場合と同じである。 

放射線分解により発生する水素による爆発の拡大防止対策である

水素爆発の再発を防止するための圧縮空気の供給に着目した場合，

高レベル廃液等の沸騰の影響を考慮する必要がある。高レベル廃

液等の沸騰に伴う高レベル廃液等の対流は，高レベル廃液等内の水

素を気相部に追い出す効果となるため，沸騰により高レベル廃液等

の水素発生Ｇ値が増加し，水素発生量が増加するという特徴を有す

る。したがって，重大事故等が同時発生した場合の放射線分解によ

り発生する水素による爆発の拡大防止対策の有効性評価は，水素発

生量の増加に着目し有効性評価を実施する。 

使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷（想定事故２）の燃料損傷

防止対策に着目した場合，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射

線分解により発生する水素による爆発の事故影響が，貯槽等のバウ

ンダリを超えて使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設へ波及する

ことは想定されないことから，重大事故等が同時発生した場合の

使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷（想定事故２）の燃料損傷防

止対策の有効性評価における評価条件及び評価結果は，単独で重大

事故等が発生した場合と同じである。 

大気中への放射性物質の放出量に着目した場合，冷却機能の喪失

による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発が同



 

時に発生すると，大気中への放射性物質の放出量が増加することか

ら，重大事故等の同時発生の大気中への放射性物質の放出量を評価

する。 

  



 

   ３） 有効性評価 

   ⅰ） 有効性評価の考え方 

放射線分解により発生する水素による爆発の拡大防止対策である

水素爆発の再発を防止するための圧縮空気の供給に係る有効性につ

いては，貯槽等内の高レベル廃液等の沸騰による水素発生Ｇ値の上

昇に伴う水素発生量の増加を考慮しても，貯槽等内の水素濃度が未

然防止濃度に至るまでの時間よりも前に，水素爆発が続けて生じる

ことを防止するために必要な貯槽等への圧縮空気の供給の準備を完

了でき，圧縮空気を供給することで，貯槽等の気相部の水素濃度が

未然防止濃度に至らずに低下傾向を示し，可燃限界濃度未満で平衡

に達するかについて確認するため，貯槽等の気相部の水素濃度の推

移を評価する。 

また，放射性物質の放出量評価として，重大事故等が同時発生し

た際の拡大防止対策の実施状況を踏まえて，貯槽等から気相に移行

する放射性物質の量，放出経路における除染係数を考慮し，事態

収束までの大気中へ放出する放射性物質の放出量（セシウム－137

換算）を評価する。 

これらの評価における高レベル廃液等の水素発生量については，

高レベル廃液等が沸騰した際の水素発生Ｇ値等を用いた簡便な計算

で実施する。 

 

   ⅱ） 機能喪失の条件 

「ハ．(３) (ⅰ) (ｃ) 放射線分解により発生する水素による爆発への

対処」に記載した内容と同じである。 

 



 

   ⅲ） 事故の条件及び機器の条件 

「ハ．(３) (ⅰ) (ｃ) 放射線分解により発生する水素による爆発への

対処」に記載した内容と同じである。 

 

   ⅳ） 操作の条件 

「ハ．(３) (ⅰ) (ｃ) 放射線分解により発生する水素による爆発への

対処」に記載した内容と同じである。 

 

   ⅴ） 放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な展開 

「ハ．(３) (ⅰ) (ｂ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処」及び

「ハ．(３) (ⅰ) (ｃ) 放射線分解により発生する水素による爆発への対

処」に記載した内容と同じである。 

 

   ⅵ） 判断基準 

圧縮空気の供給により気相部の水素濃度が未然防止濃度に至らず，

対策により水素濃度が可燃限界濃度以上の場合は低下傾向を示し可

燃限界濃度未満で平衡値となること。 

放出量評価は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解に

より発生する水素による爆発の発生による放射性物質の放出量の合

計がセシウム－137換算で100ＴＢｑを十分下回るものであって，

かつ，実行可能な限り低いこと。  



 

   ４） 有効性評価の結果 

   ⅰ） 水素爆発の再発を防止するための圧縮空気の供給 

高レベル廃液等が沸騰に至った場合，水素発生Ｇ値は大きくなり，

水素の発生量は平常運転時より相当多くなるものの，発生防止対策

である機器圧縮空気自動供給ユニット，拡大防止対策である圧縮空

気手動供給ユニットによる水素掃気量は，水素の発生量に対してそ

れぞれ十分な流量を確保しており，水素濃度は最も高くなる精製建

屋のプルトニウム濃縮液一時貯槽の場合であっても，貯槽等内の水

素濃度は最大でドライ換算で約4.9ｖｏｌ％まで上昇するが，貯槽

等内の水素濃度は未然防止濃度に至ることはない。その後，可搬型

空気圧縮機から圧縮空気を供給することにより，水素濃度は低下傾

向を示し，貯槽等内の水素濃度を可燃限界濃度未満に維持できる。 

 

   ⅱ） 大気中への放射性物質の放出量 

重大事故ごとの大気中への放射性物質の放出量は，重大事故等が

同時発生した場合でも単独発生の場合と同じであり，全ての建屋の

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素

による爆発による放出量を合計した場合，合計で約２×10－３ＴＢ

ｑとなり，100ＴＢｑを十分下回るものであって，かつ，実行可能

な限り低い。 

 

   ⅲ） 不確かさの影響評価 

    ａ） 事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 

想定事象の違いが有効性評価結果に与える影響は，単独発生，

同時発生の想定に因らないことから，単独発生の場合と同様に評



 

価結果は変わらず，判断基準を満足することに変わりはない。 

高レベル廃液等の組成，濃度及び崩壊熱密度は，重大事故等

の同時発生を前提とした場合であっても，想定される最大値を設

定する等，厳しい結果を与える条件で評価をしており，最確条件

とした場合には，より安全余裕が確保されることから，判断基準

を満足することに変わりはない。 

事態の収束までの大気中への放射性物質の放出量（セシウム

－137換算）については，気相中に移行する放射性物質の移行割

合や放出経路における放射性物質の除染係数に不確かさがあるも

のの，その幅は，各パラメータにおいて１桁程度であり，100Ｔ

Ｂｑに対する事態が収束するまでの主排気筒を介した大気中へ

の放射性物質の放出量（セシウム－137換算）の寄与割合に与え

る影響が大きくないため，判断基準を満足することに変わりは無

い。 

 

    ｂ） 操作の条件の不確かさの影響 

水素爆発の再発を防止するための圧縮空気の供給の準備及び

大気中への放射性物質の放出を低減するための対処の準備は，安

全冷却水系の冷却機能の喪失及び水素掃気機能の喪失をもって着

手し，高レベル廃液等が沸騰に至るまでの時間に対し，十分な時

間余裕をもって完了させる。また，各作業の作業項目は，余裕を

確保して計画し，重大事故等が同時発生した場合であっても，必

要な時期までに操作できるよう体制を整えていることから判断基

準を満足していることに変わりはない。 

  



 

   ５） 必要な要員及び資源 

同時発生が想定される各重大事故等の必要な要員及び資源は，各

重大事故等における必要な要員及び資源に記載したとおりである。 

重大事故等対処に必要な要員及び燃料等の成立性については，そ

れぞれの対処で必要な数量を重ね合わせることに加え，重大事故等

の対処に付帯して実施されるその他の作業に必要な要員及び資源を

考慮して評価する必要があることから，「ハ．(３) (ⅰ) (ｇ) 必要な要

員及び資源の評価」において，関連する全ての作業を考慮した際の

要員及び資源の有効性を評価する。 

  



 

   (ロ) 重大事故等の連鎖 

連鎖して発生する重大事故等の整理は，起因となる重大事故等の

事故影響によって，他の重大事故等の発生を防止している安全機能

が喪失するか否か及び互いの重大事故等対策を阻害せず，有効に機

能することを事象毎に確認する。また，特定に当たっては，高レベ

ル廃液等の性状等の変化に伴って健在化する可能性のある現象に留

意する。想定する事故時の環境条件は，「温度」，「圧力」，「湿

度」，「放射線」，「物質（水素，蒸気，煤煙，放射性物質，その

他）及びエネルギの発生」，「転倒又は落下による荷重」及び「腐

食環境」を考慮する。 

 

   １） 臨界事故 

臨界事故の発生が想定される２建屋，６機器２貯槽の全てに対

して連鎖の検討を実施した。その結果，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ)臨界事故へ

の対処」において記載した通り，想定される事故時環境において，

臨界事故の発生が想定される機器に接続する安全機能を有する機器

が，損傷又は機能喪失することはなく，他の重大事故等が連鎖し

て発生することがないことを確認した。 

 

   ２） 冷却機能の喪失による蒸発乾固 

冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生が想定される５建屋，13機

器グループ，53貯槽の全てに対して連鎖の検討を実施した。その結

果，「ハ．(３) (ⅰ) (ｂ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処」に

おいて記載した通り，想定される事故時環境において，冷却機能の

喪失による蒸発乾固の発生が想定される貯槽等に接続する安全機能



 

を有する機器が，損傷又は機能喪失することはなく，他の重大事

故等が連鎖して発生することがないことを確認した。 

 

   ３） 放射線分解により発生する水素による爆発 

放射線分解により発生する水素による爆発が想定される５建屋，

５機器グループ，49貯槽の全てに対して連鎖の検討を実施した。そ

の結果，「ハ．(３) (ⅰ) (ｃ) 放射線分解により発生する水素による爆

発への対処」において記載した通り，想定される事故時環境におい

て，放射線分解により発生する水素による爆発の発生が想定される

貯槽等に接続する安全機能を有する機器が，損傷又は機能喪失す

ることはなく，他の重大事故等が連鎖して発生することがないこと

を確認した。 

 

   ４） 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応） 

有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応）が想定される１建屋，１機器に対して連鎖の検討を実施した。

その結果，「ハ．(３) (ⅰ) (ｄ) 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応）への対処」において記載した通り，

想定される事故時環境において，有機溶媒等による火災又は爆発

（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応）の発生が想定されるプルトニ

ウム濃縮缶に接続する安全機能を有する機器が，損傷又は機能喪

失することはなく，他の重大事故等が連鎖して発生することがな

いことを確認した。 

 



 

   ５） 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷 

使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷が想定されるが想定される 

１建屋，１機器に対して連鎖の検討を実施した。その結果，「ハ．

(３) (ⅰ) (ｅ) 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止に係る対処」に

おいて記載した通り，想定される事故時環境において，使用済燃料

貯蔵槽における燃料損傷の発生が想定される機器に接続する安全機

能を有する機器が，損傷又は機能喪失することはなく，他の重大

事故等が連鎖して発生することがないことを確認した。 

 

   ６） 分析結果 

重大事故等の発生が想定される貯槽等の全てに対して連鎖の検討

を実施した。上述の通り，いずれの重大事故等においても想定さ

れる事故時環境において，貯槽等に接続する安全機能を有する機器

が，損傷又は機能喪失することはなく，他の重大事故等が連鎖し

て発生することがないことを確認した。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処（要旨） 

 

  



 

 

 



 

   (ｂ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処 

   (イ) 事故の特徴 

   冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生が想定される冷却が必要

な溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液及び高レベル廃液

（以下ハ．(３) (ⅰ) (ｂ)では「高レベル廃液等」という。）を内包する

貯槽及び濃縮缶（以下ハ．(３) (ⅰ) (ｂ)では「貯槽等」という。）は，

崩壊熱を有するため，平常運転時には安全冷却水系により冷却を

行い，高レベル廃液等の沸騰を防止している。 

安全冷却水系は，貯槽等に内包する高レベル廃液等の崩壊熱を除

去する内部ループ及び内部ループによって除かれた熱を外部ループ

に伝える熱交換器並びに外部ループに移行した熱を最終ヒートシ

ンクである大気中へ逃がす冷却塔で構成される。 

貯槽等，貯槽等を収納するセル及びセルを取り囲む建屋は，それ

ぞれ塔槽類廃ガス処理設備，建屋換気設備のセルからの排気系（以

下ハ．(３) (ⅰ) (ｂ)では「セル排気系」という。），セル等以外の建屋

内の気体を排気する建屋換気設備（以下ハ．(３) (ⅰ) (ｂ)では「建屋排

気系」という。）により換気され，貯槽等，セル，建屋の順に圧力

を低くできる設計としている。 

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，高レベル廃液等の

温度が崩壊熱により上昇し，沸騰に至った場合には，液相中の気泡

が液面で消失する際に発生する飛まつが放射性エアロゾルとして蒸

気とともに気相中に移行することで，大気中へ放出される放射性物

質の量が増加する。 

さらに，ルテニウムを内包する高レベル廃液濃縮缶において蒸発

濃縮した廃液（以下ハ．(３) (ⅰ) (ｂ)では「高レベル濃縮廃液」とい



 

う。）については，沸騰の継続により硝酸濃度が約６規定以上でか

つ温度が120℃以上に至った場合に，ルテニウムが揮発性の化学形

態となり，気相中に移行する。さらに，高レベル廃液等の沸騰が継

続した場合には，乾燥し固化に至る。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固は，５建屋13機器グループ，合

計53の貯槽等で発生する。 

 

   (ロ) 対処の基本方針 

高レベル廃液等の沸騰を未然に防止するため，喪失した冷却機能

を代替する設備により，沸騰に至る前に高レベル廃液等の冷却を実

施する。以下，この対策を発生防止対策という。 

発生防止対策が機能せず，高レベル廃液等が沸騰に至った場合に

は，事故の特徴に記載したとおり，気相中へ移行する放射性物質の

量が増加する可能性がある。 

沸騰が継続した場合には，ルテニウムを内包する高レベル濃縮廃

液において揮発性のルテニウムが発生する可能性があり，さらに，

沸騰が継続することで乾燥し固化に至ることから，これらを防止す

るため，貯槽等内に注水する。 

さらに，事態を収束させるため，発生防止対策とは異なる位置か

ら貯槽等の冷却コイル又は冷却ジャケット（以下ハ．(３) (ⅰ) (ｂ)では

「冷却コイル等」という。）へ通水することにより，高レベル廃液

等を冷却し，未沸騰状態に導くとともにこれを維持する。以下，こ

れらの対策を拡大防止対策という。 

高レベル廃液等が沸騰に至ると，蒸気の影響により塔槽類廃ガス

処理設備の高性能粒子フィルタの処理能力が低下する可能性がある



 

ことから，気相中に移行した放射性物質の大気中への放出を防止す

るため塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断し，気相中に移行した放

射性物質をセルに導出する。この際，セル内の圧力上昇を抑制する

ため，貯槽等内で発生した蒸気を凝縮器で凝縮させるとともに，放

射性物質の低減のため，凝縮器の下流側に設置するセル導出ユニ

ットフィルタを経由してセルに導出する。 

さらに，セル排気系を代替する排気系（以下ハ．(３) (ⅰ) (ｂ)では

「代替セル排気系」という。）により放射性物質を低減した上で，

主排気筒を介して，大気中に放出する。  

 

   (ハ) 具体的対策 

   １)  発生防止対策 

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，可搬型中型移送ポ

ンプ，可搬型建屋外ホース，可搬型排水受槽，可搬型建屋内ホース，

弁等を敷設し，内部ループに水を供給するために可搬型建屋外ホー

ス及び可搬型中型移送ポンプを接続し，第１貯水槽から建屋へ水を

供給するための経路を構築する。また，可搬型建屋外ホース，可搬

型建屋内ホース及び内部ループの給水口を接続することで，建屋へ

供給された水を内部ループへ供給するための経路を構築する。 

冷却に使用した排水を第１貯水槽へ移送するため，内部ループの

排水口及び可搬型建屋内ホースを接続し，建屋近傍に設置した可搬

型排水受槽への排水経路を構築する。また，可搬型排水受槽，可搬

型建屋外ホース及び可搬型中型移送ポンプを接続し，可搬型排水受

槽から第１貯水槽への排水経路を構築する。 

給水側の可搬型中型移送ポンプを運転することで，第１貯水槽か



 

ら内部ループへ通水する。冷却に用いた水は可搬型排水受槽に一旦

貯留した後，排水側の可搬型中型移送ポンプを運転することで，敷

設した排水経路を経由して第１貯水槽に移送し，再び内部ループへ

の通水の水源として用いる。 

このため，可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，可搬型

建屋内ホース，弁，可搬型排水受槽等を可搬型重大事故対処設備

として配備する。第１貯水槽を常設重大事故等対処設備として設

置するとともに，内部ループを常設重大事故等対処設備として位置

づける。 

 

   ２)  拡大防止対策 

発生防止対策が機能しなかった場合に備え，発生防止対策で敷設

する可搬型中型移送ポンプの下流側に貯槽等内に注水するための可

搬型建屋内ホース，弁等を敷設し，可搬型建屋内ホースと機器注水

配管の接続口を接続する。 

高レベル廃液等が沸騰に至った場合には，液位低下及びこれによ

る濃縮の進行を防止するため，液位を一定範囲に維持するよう，第

１貯水槽の水を貯槽等内へ注水する。 

また，事態を収束させるため，発生防止対策で敷設する可搬型中

型移送ポンプの下流側に冷却コイル等への通水のための可搬型建屋

内ホース，弁等を敷設し，可搬型建屋内ホースと各貯槽等の冷却コ

イル等の接続口を接続した後，第１貯水槽の水を冷却コイル等へ通

水する。貯槽等内の高レベル廃液等の冷却に用いた水は，内部ルー

プへの通水と同じように排水経路を経由して第１貯水槽に移送し，

再び冷却コイル等への通水の水源として用いる。 



 

また，高レベル廃液等が沸騰に至る場合に備え，塔槽類廃ガス処

理設備の隔離弁を閉止することで，塔槽類廃ガス処理設備の流路を

遮断し，貯槽等からの排気をセルに導出するための常設重大事故等

対処設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットに

設置する弁を開く。本対応と並行して，当該排気経路に設置した凝

縮器へ通水するため，発生防止対策で敷設する可搬型中型移送ポン

プの下流側に凝縮器へ通水するための可搬型建屋内ホース，弁等を

敷設し，可搬型建屋内ホース及び凝縮器の接続口を接続し，第１貯

水槽の水を凝縮器に通水する。高レベル廃液等が沸騰に至った場合

には，排気をセルに導出する前に，排気経路上の凝縮器により排気

中の蒸気を凝縮し，発生する凝縮水は，回収先の漏えい液受皿等に

貯留する。また，凝縮器下流側に設置したセル導出ユニットフィ

ルタにより放射性物質を除去する。 

凝縮器の冷却に用いた水は，内部ループへの通水と同じように排

水経路を経由して第１貯水槽に移送し，再び凝縮器への通水の水源

として用いる。 

なお，凝縮器下流側に設置したセル導出ユニットフィルタの差

圧が，凝縮器通過後の排気の湿分により上昇する場合には，セル

導出ユニットフィルタをバイパスしてセルに導出する。 

貯槽等内においては，放射線分解により常に水素が発生している

ため，本重大事故等が発生した場合においても継続して水素掃気を

実施する必要がある。一方，本重大事故等発生時には，塔槽類廃ガ

ス処理設備の流路を遮断し，貯槽等からの排気をセルに導出する。

この際，セル排気系の排風機が機能喪失している場合，導出先セル

の圧力が上昇し，排気系統以外の場所から放射性物質を含む気体の



 

漏えいが生じる可能性があるが，高レベル廃液等が沸騰に至る前で

あれば，排気に含まれる放射性物質の濃度は平常運転時と同程度で

あり，セルへ導出する前にセル導出ユニットフィルタで除去する。 

また，前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の貯槽等につ

いては，気相部の体積が大きく，水素濃度の上昇が緩やかであるこ

とから，導出先のセル圧力上昇を抑制するため水素掃気用の圧縮空

気の供給を停止し，セル内の圧力上昇を防止する。 

セルへの放射性物質の導出後においては，セル排気系の高性能粒

子フィルタは一段であることから，代替セル排気系として，可搬

型排風機，可搬型発電機，可搬型ダクト及び可搬型フィルタを２段

敷設し，主排気筒へつながるよう，可搬型排風機，可搬型ダクト及

び可搬型フィルタを接続し，可搬型ダクトとセル排気系を接続した

後，可搬型排風機を運転することで，放射性エアロゾルを可搬型フ

ィルタで除去しつつ，主排気筒を介して，大気中に管理しながら放

出する。 

このため，可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，可搬型

建屋内ホース，弁，可搬型排水受槽，可搬型排風機，可搬型発電

機，可搬型ダクト，可搬型フィルタ等を可搬型重大事故等対処設備

として 配備 する。第１貯水槽，塔槽類廃ガス処理設備からセルに

導出するユニット ，凝縮器，凝縮下流の セル導出ユニットフィル

タ を常設重大事故等対処設備として設置するとともに，貯槽等の

冷却コイル，冷却ジャケット，建屋換気設備のダクト，主排気筒等

を常設重大事故等対処設備として位置づける。 

 

 



 

   (ニ) 有効性評価 

   １)  代表事例 

冷却機能が喪失する範囲及び環境条件を踏まえた対処内容を考慮

し，外的事象の「地震」を代表事象として選定する。 

 

   ２)  代表事例の選定理由 

冷却機能の喪失による蒸発乾固は，外的事象の「地震」において，

冷却水循環ポンプ，冷却塔等の動的機器の直接的な機能喪失及び全

交流動力電源喪失による間接的な機能喪失により，冷却機能が喪失

することで発生する。 

また，外的事象の「火山の影響」又は内的事象の「長時間の全

交流動力電源の喪失」において，動的機器の間接的な機能喪失によ

り冷却機能が喪失し，内的事象の「動的機器の多重故障」におい

て，一部の動的機器の直接的な機能喪失により冷却機能が喪失する

ことで発生する。 

外的事象の「地震」により発生する冷却機能の喪失の場合，動的

機器の機能喪失及び全交流動力電源喪失が同時に発生する等，喪失

する機器が多く，その範囲も広い。 

また，外的事象の「地震」は環境条件の悪化も想定されることか

ら，重大事故等対策としては厳しくなる。さらに，外的事象は「地

震」及び「火山の影響」が考えられるが，外的事象の「地震」の

方が環境条件が厳しくなることから，有効性評価の代表としては

外的事象の「地震」による冷却機能の喪失を選定する。 

 

   ３)  有効性評価の考え方 



 

発生防止対策に係る有効性は，高レベル廃液等の沸騰が未然に防

止できるかについて確認するために，高レベル廃液等の温度の推

移を評価する。 

拡大防止対策に係る有効性は，発生防止対策が有効に機能せず高

レベル廃液等が沸騰に至った場合に，貯槽等の液位を一定の範囲に

維持でき，また，冷却コイル等への通水により，高レベル廃液等の

温度が低下傾向を示すかについて確認するため，高レベル廃液等の

温度及び液位の推移を評価する。 

また，貯槽等からの排気をセルに導出する場合，凝縮器の機能が

継続的に維持できるかを確認するため，凝縮器で発生する凝縮水量

が回収先のセルの漏えい液受皿等の容量を下回ることを確認する。 

さらに，放射性物質の放出量評価として，拡大防止対策の実施状

況を踏まえて，貯槽等から気相中に移行する放射性物質の量，放出

経路における除染係数を考慮し，事態収束までの大気中へ放出す

る放射性物質の放出量（セシウム－137換算）を評価する。 

これらの評価における高レベル廃液等の温度，発熱量については，

水の定圧比熱等を用いた簡便な計算で実施する。 

 

   ４)  機能喪失の条件 

代表事例において，基準地震動の1.2倍の地震動を入力した場合

においても必要な機能を損なわない設計としていないものは，機能

喪失するものとし，動的機器については耐震性によらず機能喪失を

想定する。 

また，代表事例では，外部電源を含めた全交流動力電源の喪失を

想定しているため，追加での機能喪失は想定しない。 



 

 

   ５)  事故の条件及び機器の条件 

可搬型中型移送ポンプは１台あたり240ｍ３／ｈの容量を有し，

内部ループへの通水，貯槽等への注水，冷却コイル等への通水及び

凝縮器への通水に用いるものとし，前処理建屋で１台，分離建屋，

精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋で１台，高レベル

廃液ガラス固化建屋で１台を使用する。 

各貯槽等への供給流量は，内包する高レベル廃液等の崩壊熱を踏

まえて，設定した値に調整して，当該設定値以上で通水する。 

高レベル廃液等の核種組成は，再処理する使用済燃料の冷却期間

を15年として得られる使用済燃料の核種組成を基に設定し，高レベ

ル廃液等の濃度及び崩壊熱密度は，これを基準として，平常運転時

における再処理する使用済燃料の変動幅を考慮した最大値を設定す

る。 

貯槽等に内包する高レベル廃液等の液量は，貯槽等の公称容量と

する。高レベル廃液等の温度評価にあたっては，セルへの放熱を考

慮せず，貯槽等の熱容量を考慮し断熱として評価する。 

 

   ６)  操作の条件 

内部ループへの通水は，準備が整い次第実施するものとして，沸

騰までの時間が最も短い精製建屋において，沸騰に至るまでの時間

である11時間に対して８時間50分で内部ループへの通水を開始する。 

セルへの導出経路への切替操作は，沸騰までの時間が最も短い精

製建屋において，沸騰に至るまでの時間である11時間に対して２時

間25分で完了する。 



 

前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋における水素掃気用

の圧縮空気の停止操作は45分後に完了する。 

貯槽等の液位を監視しつつ，高レベル廃液等の液量が初期液量の

70％に減少する前までに貯槽等への直接注水を開始する。また凝縮

器への通水は，準備が完了次第実施し，沸騰までの時間が最も短い

精製建屋において，沸騰に至るまでの時間である11時間に対して８

時間30分で凝縮器への通水を開始する。 

冷却コイル等への通水は，準備が完了次第実施し，沸騰の継続

時間が最も長くなる精製建屋において，30時間40分で通水を開始す

る。 

代替セル排気系による排気は，準備が完了次第実施し，沸騰ま

での時間が最も短い精製建屋において，沸騰に至るまでの時間であ

る11時間に対して６時間40分で開始する。 

 

 

   ７)  放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な展開 

高レベル廃液等の放射性物質の組成，濃度，崩壊熱密度及び貯槽

等の液量は機器の条件と同様である。 

気相中への移行割合については，蒸発乾固を模擬した気相移行量

の測定の実験結果を参考に，沸騰開始から乾燥し固化するまでの移

行割合を５×10―５に設定し，沸騰継続時間を貯槽等に内包する高

レベル廃液等の液量と崩壊熱密度から高レベル廃液等の潜熱を考慮

して算出する。 

放出経路における放射性物質の除染係数については，可搬型フィ

ルタ２段による除染係数を10５，放出経路構造物への沈着による除



 

染係数を10，凝縮器の除染係数を10とする。なお，凝縮器下流に設

置するセル導出ユニットフィルタの除染係数については，蒸気に

よって劣化する可能性があるため，評価上考慮しない。 

また，継続して実施される水素掃気空気の供給により生じる平常

運転時の排気経路以外の経路からの放出に対しては，放出経路での

除染係数を見込むとともに，放出経路の空間における希釈効果を考

慮して評価する。 

放射性物質の放出量をセシウム－137換算した値については，Ｉ

ＡＥＡに示される換算係数を用いて着目する核種の比から算出する。

ただし，プルトニウム等の一部の核種については，それに加えて化

学形態による影響の違いを補正する係数を乗じる。 

 

   ８)  判断基準 

発生防止対策については，高レベル廃液等が沸騰に至らず，高

レベル廃液等の温度が低下傾向を示すこと。 

拡大防止対策については，高レベル廃液等が沸騰に至った場合に，

貯槽等への注水により液位を一定範囲に維持でき，冷却コイル等へ

の通水により高レベル廃液等の温度が沸点から低下傾向を示し，高

レベル廃液等が未沸騰状態を継続して維持できること。 

また，事態の収束までに発生する凝縮水の発生量が凝縮水の回収

先セルの漏えい液受皿等の容量を下回ること。 

放出量評価は，拡大防止対策としての冷却コイル等への通水によ

る事態の収束までの大気中への放射性物質の放出量が，セシウム－

137換算で100ＴＢｑを十分下回るものであって，かつ，実行可能

な限り低いこと。 



 

 

   (ホ) 有効性評価の結果 

   １)  発生防止対策 

安全冷却水系の冷却機能の喪失により高レベル廃液等の温度が上

昇し始め，沸騰に至るまでの時間の短い機器グループから優先的に

内部ループへの通水を開始する。その結果，全ての機器グループに

おいて沸騰に至る時間に対して余裕をもって低下傾向を示す。 

 

   ２)  拡大防止対策 

発生防止対策が機能しなかった場合，高レベル廃液等は沸騰に至

り液位が低下するが，液位を監視しつつ貯槽等への注水を適時実施

することにより，液量は，貯槽等の事故発生直前の初期液量の70％

を下回ることなく維持でき，液量を一定範囲に維持できる。また，

ルテニウムを含む貯槽等において高レベル廃液等の温度を120℃未

満に維持でき，揮発性のルテニウムが生成することはない。 

さらに，貯槽等への注水により液量及び温度を一定範囲に維持し

つつ，冷却コイル等への通水を開始した以降は，高レベル廃液等の

温度は沸点未満となり，低下傾向を示し，未沸騰状態を継続して

維持できる。また，事態の収束までに発生する凝縮水の量は，漏え

い液受皿等の容量に対して最も厳しくなる精製建屋において約３ｍ

３であり，凝縮水の発生量は回収先セルの漏えい液受皿等の容量を

十分下回る。 

セル導出経路の系統構成，凝縮器への通水，代替セル排気系に

よる排気等により，事態の収束までに大気中へ放出される放射性物

質の量（セシウム－137換算）は，前処理建屋において６×10－13Ｔ



 

Ｂｑ，分離建屋において５×10－７ＴＢｑ，精製建屋において５×

10－６ＴＢｑ，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋において３×10－

７ＴＢｑ及び高レベル廃液ガラス固化建屋において４×10－６ＴＢｑ

であり，これらを合わせても約１×10－５ＴＢｑであり，100ＴＢｑ

を十分下回るものであって，かつ，実行可能な限り低い。 

なお，継続して実施される水素掃気空気の供給により，導出先セ

ルの圧力が上昇し，平常運転時の排気経路以外の場所から放射性物

質を含む気体の漏えいのおそれがある。 

その時間は，最も長い分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋で約３時間程度であり，大気中への放出に至る建

屋内の移行経路を踏まえればその影響はわずかであるが，上記の放

出量はこの寄与分も含めた結果である。 

 

 

 

   ３)  不確かさの影響評価 

   ⅰ)  事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 

内的事象で発生する「動的機器の多重故障」による冷却機能喪失

の場合，対処が必要な設備，建屋の範囲が限定される。当該評価で

は，代表事例において，各建屋で並行して作業した場合の対策の成

立性を確認していることから，評価結果は変わらない。 

内的事象で発生する「長時間の全交流動力電源の喪失」及び外的

事象の「火山の影響」による冷却機能喪失の場合，初動対応での

状況確認やアクセスルート確保等の作業において，外的事象の「地

震」と比較して早い段階で重大事故等対策に着手できるため，対処



 

の時間余裕が大きくなることから，実施組織要員の操作の時間余裕

に与える影響はなく，判断基準を満足することに変わりはない。 

高レベル廃液等の核種組成，濃度及び崩壊熱密度は，想定される

最大値を設定しており，高レベル廃液等の温度評価では，セル雰囲

気への放熱を考慮しない等，厳しい結果を与える条件で評価をして

おり，安全余裕を排除したより現実的な条件とした場合には，対処

の時間余裕が大きくなることから，実施組織要員の操作の時間余裕

に与える影響はなく，判断基準を満足することに変わりはない。な

お，貯槽等からセル雰囲気への放熱の効果は，貯槽等に内包される

高レベル廃液等の崩壊熱及び貯槽等の表面積に依存し，崩壊熱に対

して放熱に寄与する貯槽等の面積の大きい溶解液，抽出廃液及びプ

ルトニウム溶液において30％を超え，放熱の効果を見込んだ場合に

は，これらの溶液を内包する貯槽等においてより時間余裕が増える

こととなるが，これらの貯槽等は元から時間余裕の大きい貯槽等で

あり，各貯槽等での沸騰に至るまでの時間が逆転することはないた

め，本重大事故等の対処の作業の優先順位に与える影響はない。 

事態の収束までの大気中への放射性物質の放出量（セシウム－

137換算）については，気相中に移行する放射性物質の移行割合や

放出経路における放射性物質の除染係数に不確かさがある。仮に移

行した放射性物質に気体状の放射性物質が含まれていた場合，放射

性物質の移行率に変動があった場合及び冷却コイル等への通水まで

の時間に変動があった場合，放出量が１桁程度増加する可能性があ

る。一方，放出量評価に用いた高レベル廃液等の核種組成や放出

経路上の除染係数を評価が厳しくなるよう設定しており，放出量

が小さくなることも想定される。このように不確かさを有するもの



 

の，これらを考慮した場合でも判断基準を満足することに変わりは

ない。 

 

   ⅱ)  操作の条件の不確かさの影響 

貯槽等への注水，凝縮器への通水等の準備は，安全冷却水系の冷

却機能の喪失をもって着手し，高レベル廃液等が沸騰に至るまでの

時間に対し時間余裕をもって完了させる。また，各作業の作業項目

は，余裕を確保して計画し，必要な時期までに操作できるよう体制

を整えていることから，実施組織要員の操作の時間余裕に与える影

響はなく，判断基準を満足していることに変わりはない。 

 

   (へ) 重大事故等の同時発生又は連鎖 

   １)  重大事故等の事象進展，事故規模の分析 

本重大事故等の事象進展，事故規模の分析により明らかとなった

平常運転時からの状態の変化等は，高レベル廃液等が沸騰すること

による高レベル廃液等の温度上昇，液位低下による高レベル廃液等

の放射性物質の濃度の上昇及び高レベル廃液等の硝酸濃度の上昇，

貯槽等への注水による高レベル廃液等の硝酸濃度の低下，貯槽等の

圧力上昇，蒸気の発生によるセル導出経路内や導出先セル内等の湿

度の上昇，線量の上昇である。具体的には，高レベル廃液等の温

度の上昇については，通常時は未沸騰状態であるが，事故時には沸

騰状態となり，最高で120℃程度（高レベル濃縮廃液の場合は110℃

程度），凝縮器下流のセル導出経路内や導出先セル内等では廃ガス

の温度は50℃程度となる。貯槽等の液量は，貯槽等への注水により

最低でも初期液量の70％に維持され，その際のプルトニウム濃度は



 

約360ｇＰｕ／Ｌとなる。高レベル廃液等の硝酸濃度は，最大でも

プルトニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）の約９規定であり，高レベ

ル濃縮廃液の場合，約３規定である。また，冷却コイル等への通水

が実施される時間が初期液量の70％に至るまでの時間より長いプル

トニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）は，貯槽等への注水により希釈

され，希釈後のプルトニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）の硝酸濃度

は，約５規定となる。これに伴い，プルトニウム濃縮液（250ｇＰ

ｕ／Ｌ）の水素発生Ｇ値が平常時の1.3倍程度となる。さらに，高

レベル廃液等の沸騰に伴い，水素発生Ｇ値が上昇し，水素の発生量

は平常運転時と比べて相当多くなる。貯槽等の圧力上昇については，

事故時においても平常時と変わらない。セル導出経路内や導出先セ

ル内等の湿度の上昇については，発生する蒸気により多湿環境とな

る。線量の上昇については，沸騰に至った場合には，放射性物質

が蒸気とともに気相中に移行するため貯槽等外の線量は上昇する

が，貯槽等内の線量は沸騰が生じても変わらない。 

これらの平常運転時からの状態の変化等を考慮した同時発生する

重大事故等の重大事故等対策に与える影響及び連鎖して発生する可

能性のある重大事故等は以下のとおりである。 

 

   ２)  重大事故等の同時発生 

重大事故等が同時に発生する場合については，同種の重大事故が

同時に発生する場合，異種の重大事故が同時に発生する場合及びそ

れらの重畳が考えられる。 

本重大事故等は，本重大事故等を想定する貯槽等にあるとおり，

５建屋13機器グループ53貯槽等で同時に発生する可能性があり，本



 

評価は同時発生するものとして評価した。 

本重大事故と同時発生する可能性のある異種の重大事故は，「ハ．

(３) (ⅰ) (ａ) 設計上定める条件より厳しい条件の設定及び重大事故の

想定箇所の特定」に示すとおり，外的事象の「地震」及び「火山

の影響」，内的事象の「長時間の全交流動力電源の喪失」により，

安全冷却水系，安全圧縮空気系，プール水冷却系及び補給水設備が

同時に機能を喪失することから，放射線分解により発生する水素に

よる爆発及び使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷である。 

同種と異種の重大事故の同時発生が重畳した場合の有効性評価は，

「ハ．(３) (ⅰ) (ｆ) 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対

処」において評価し，対処に必要な要員及び燃料等については，

「ハ．(３) (ⅰ) (ｇ) 必要な要員及び資源の評価」において評価してい

る。 

 

   ３)  重大事故等の連鎖 

臨界事故への連鎖については，高レベル廃液等の沸騰が発生する

貯槽等において講じられている臨界事故に係る安全機能は，全濃度

安全形状寸法管理及び濃度管理であるが，沸騰時の温度，圧力，沸

騰の継続による液位の低下に伴う核燃料物質の濃度の上昇，その他

のパラメータ変動を考慮しても，核的制限値を逸脱することはない

ため，臨界事故は生じない。 

放射線分解により発生する水素による爆発への連鎖については，

高レベル廃液等が沸騰に至った場合には，高レベル廃液等の水素発

生Ｇ値が上昇し，水素の発生量が平常運転時に比べて相当多くなる

ものの，水素掃気量は発生水素量に対して十分な余力を有しており，



 

貯槽等内の水素濃度は ドライ換算で８ｖｏｌ％に至ることはない。

また，プルトニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）は，貯槽等への注水

により希釈され，硝酸濃度が平常運転時より低下するが，硝酸濃度

の変動が水素発生Ｇ値に与える影響は小さい。以上より，放射線分

解により発生する水素による爆発は生じない。 

有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応）への連鎖については，分離建屋一時貯留処理設備の第１一

時貯留処理槽，第６一時貯留処理槽，第７一時貯留処理槽及び第８

一時貯留処理槽並びに精製建屋一時貯留処理設備の第１一時貯留処

理槽，第２一時貯留処理槽及び第３一時貯留処理槽において，有意

量のＴＢＰ等を受け入れる場合があるが，通常状態で受け入れる可

能性のある溶液の混合を考慮しても，総崩壊熱は最大でも１ｋＷ程

度であり，溶液の濃縮又は温度上昇が想定されず，有機溶媒等に

よる火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応）は生じない。 

上記以外の貯槽等においては，分離設備のＴＢＰ洗浄塔及びＴＢ

Ｐ洗浄器並びにプルトニウム精製設備のＴＢＰ洗浄器において，希

釈材により除去され，溶媒再生系（分離・分配系）及び溶媒再生系

（プルトニウム精製系）の第１洗浄器，第２洗浄器及び第３洗浄器

において，炭酸ナトリウム溶液等により洗浄及び再生されることか

ら，高レベル廃液等の沸騰が発生する貯槽等には，有意なＴＢＰ等

を含む使用済みの有機溶媒が含まれることはない。また，事故時に

おいても，沸騰が発生する貯槽等に接続する機器注水配管，冷却コ

イル等で構成されるバウンダリは，健全性を維持することから，Ｔ

ＢＰ等が混入することもないため，有機溶媒等による火災又は爆

発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応）は生じない。 



 

有機溶媒等による火災又は爆発（有機溶媒火災）については，

分離建屋一時貯留処理設備の第１一時貯留処理槽，第６一時貯留処

理槽，第７一時貯留処理槽及び第８一時貯留処理槽並びに精製建屋

一時貯留処理設備の第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽及び

第３一時貯留処理槽において，有意量の有機溶媒を受け入れる場合

があるが，通常状態で受け入れる可能性のある溶液の混合を考慮し

ても，総崩壊熱は最大でも１ｋＷ程度であり，溶液の濃縮又は温度

上昇が想定されず，有機溶媒等による火災又は爆発（有機溶媒火

災）は生じない 。 

上記以外の貯槽等においては，溶媒再生系（分離・分配系）及び

（プルトニウム精製系）の第１洗浄器，第２洗浄器及び第３洗浄器

において，炭酸ナトリウム溶液等により洗浄及び再生されることか

ら，高レベル廃液等の沸騰が発生する貯槽等には，有意な使用済み

の有機溶媒が含まれることはない。また，事故時においても，沸騰

が発生する貯槽等に接続する機器注水配管，冷却コイル等で構成さ

れるバウンダリは，健全性を維持することから，有機溶媒が混入す

ることもないため，有機溶媒等による火災又は爆発（有機溶媒火

災）は生じない 

使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への連鎖については，高レベ

ル廃液等の沸騰が発生する貯槽等と使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設は異なる建屋に位置していることから，高レベル廃液等の沸

騰による事故影響は，当該バウンダリを超えて波及することはない

ことから，使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷 は生じない 。 

放射性物質の漏えいへの連鎖については，沸騰が発生する貯槽等，

これに接続する機器注水配管，冷却コイル等，塔槽類廃ガス処理設



 

備からセルに導出するユニット及び凝縮器並びにその他の安全機能

を有する機器で構成されるバウンダリは，通常時からの状態の変化

等を踏まえても，健全性を維持することから，放射性物質の漏えい

の発生 は生じない 。 

 

   (ト) 必要な要員及び資源 

外的事象の「地震」及び「火山の影響」を要因として冷却機能

が喪失した場合には，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) 設計上定める条件より厳し

い条件の設定及び重大事故の想定箇所の特定」に示すとおり，「放

射線分解により発生する水素による爆発」及び「使用済燃料貯蔵槽

における燃料損傷」に対しても同時に対処することとなる。このた

め，重大事故等が同時発生した場合の重大事故等対処に必要な要

員及び燃料等の成立性については，それぞれの対処で必要な数量を

重ね合わせて評価する必要があり，「ハ．(３) (ⅰ) (ｇ) 必要な要員及

び資源の評価」において評価している。 

 

   １)  要員 

本重大事故における発生防止対策及び拡大防止対策に必要な要員

は，冷却機能の喪失を受けて，各建屋で並行して対応することとな

っており，外的事象の「地震」を要因とした場合，全建屋の合計で

147名である。なお，外的事象の「火山の影響」を要因とした場合

には，降灰予報を受けて建屋外での可搬型建屋外ホースの敷設等の

準備作業に入ることから，建屋外の作業に要する要員数が外的事象

の「地震」を要因とした場合を上回ることはなく，外的事象の「火

山の影響」を要因とした場合，全建屋の合計で146名で対応できる。 



 

また，内的事象を要因とした場合は，作業環境が外的事象の「地

震」を要因とした場合に想定される環境条件より悪化することが想

定されず，対処内容にも違いがないことから，必要な要員は外的事

象の「地震」を要因とした場合の必要な人数以下である。 

事業所内に常駐している実施組織要員は164名であり，必要な作

業対応が可能である。 

 

   ２)  水源 

冷却コイル等への通水を開始し，高レベル廃液等が未沸騰状態に

移行するまでに貯槽等への注水によって消費される水量は，合計で

約26ｍ３である。また，代替安全冷却水系と第１貯水槽間を循環さ

せるために必要な水量は，約3,000ｍ３である。 

水源として，第１貯水槽の一区画に約10,000ｍ３の水を保有して

おり，これにより，必要な水源は確保可能である。また内部ループ

への通水，凝縮器への通水及び冷却コイル等への通水は，水源であ

る第１貯水槽へ排水経路を構成して循環させることから，基本的に

水量に変化はなく，継続が可能である。 

また，すべての建屋の高レベル廃液等の総崩壊熱が第１貯水槽

に負荷された場合の１日あたりの第１貯水槽の温度上昇は，安全側

に断熱で評価した場合においても３℃程度であり，第１貯水槽を最

終ヒートシンクとして考慮することに問題はない。 

 

   ３)  電源 

電動の可搬型排風機への給電は，可搬型排風機の起動及び運転に

必要な容量を有する可搬型発電機を敷設するため，対応が可能であ



 

る。 

 

   ４)  燃料 

全ての建屋の冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生防止対策及び

拡大防止対策を７日間継続して実施するのに必要な軽油は合計で約

63ｍ３である。 

第１軽油貯槽から第８軽油貯槽にて約800ｍ３の軽油を確保して

いることから，外部支援を考慮しなくとも７日間の対処の継続が可

能である。 

 



2.5 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応） 

への対処（要旨） 



 

 

 



   (ｄ) 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応）への対処 

   (イ) 事象の特徴 

     ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応には，ＴＢＰ等の錯体の存在及

びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する温度に至るための加

熱源が必要であるため，ＴＢＰ等の供給源又は加熱源のいずれかを

除去することで，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生は防止で

きる。 

     プルトニウム濃縮缶には，硝酸プルトニウム及び硝酸が既に存在

するため，プルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶供給槽（以

下(ｄ)では「プルトニウム濃縮缶供給槽」という。）からプルトニウ

ム濃縮缶へ供給される溶液（以下(ｄ)では「供給液」という。）に含

まれるＴＢＰを除去することにより，ＴＢＰ等の錯体の形成を防止

することができる。 

     プルトニウム精製設備では，供給液にはＴＢＰが混入しないよう，

供給液からＴＢＰを除去する設計としている。 

     また，加熱源の除去として，プルトニウム濃縮缶を加熱する設備

に熱的制限値を設定するとともに，熱的制限値に達した場合に加熱

を停止するための設備を有する設計としている。 

     これらにより，プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応の発生を防止する設計としている。 

プルトニウム濃縮缶，プルトニウム濃縮缶等を収納するセル及び

セルを取り囲む建屋は，それぞれ精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（以下(ｄ)では「塔槽類廃ガ

ス処理系（プルトニウム系）」という。），精製建屋換気設備のセル



からの排気系（以下(ｄ)では「セル排気系」という。），セル等以外

の建屋内の気体を排気する精製建屋換気設備により換気され，プル

トニウム濃縮缶，セル，建屋の順に圧力を低くできる設計としてい

る。 

     動的機器の多重故障及び誤作動並びに運転員等の多重誤操作によ

り，希釈剤によるＴＢＰ等の除去機能が喪失し，供給液にＴＢＰが

多量に含まれる状況で供給液の供給が継続するとともに，プルトニ

ウム濃縮缶への加熱蒸気の制御にも異常が生じ，熱的制限値による

プルトニウム濃縮缶を加熱する設備の停止機能が喪失した状態で加

熱が継続することで，プルトニウム濃縮缶内の溶液の温度がＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応が発生する温度を超えた場合にＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応が発生する。 

     ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生に伴い，プルトニウム濃

縮缶内に存在しているＴＢＰ等から二酸化炭素，水，窒素及びりん

酸といった分解生成物が生成されるとともに熱が発生するため，プ

ルトニウム濃縮缶内及びプルトニウム濃縮缶に接続している精製建

屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

（以下(ｄ)では「塔槽類廃ガス処理設備」という。）の機器へ圧力波

が伝播することで，圧力及び温度が急激に上昇する。 

     その後，プルトニウム濃縮缶内の溶液中の飛まつが放射性エアロ

ゾルとして蒸気とともに気相中に移行することで，大気中へ放出さ

れる放射性物質の量が増加する。 

     ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生後，プルトニウム濃縮缶

へＴＢＰ等を含む供給液の供給及びプルトニウム濃縮缶の加熱が継

続され，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する温度を超えた



場合には，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が継続する。ここで，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が継続することを，以下(ｄ)では

「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発」という。 

     設計上定める条件より厳しい条件の設定及び重大事故の想定箇所

の特定において，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応はプルトニウム

濃縮缶で発生が想定される。 



   (ロ) 事故の特徴を踏まえた対策と考え方 

     ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を防止するためには，Ｔ

ＢＰ等の供給源又は加熱源のいずれかを除去する必要があることを

考慮し，この分解反応の再発を防止するため，ＴＢＰ等の供給源の

除去としてプルトニウム濃縮缶への供給液の供給を自動又は手動に

て停止するとともに加熱源の除去としてプルトニウム濃縮缶を加熱

するための蒸気発生器への一次蒸気の供給を手動にて停止する。 

気相中に移行した放射性物質の大気中への放出を防止するため，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生後，速やかに塔槽類廃ガス

処理設備の流路を遮断するとともに気相中に移行した放射性物質を

廃ガス貯留設備（精製建屋）の廃ガス貯留槽に導き放射性物質を廃

ガス貯留槽へ閉じ込める。 

また，廃ガス貯留槽が所定の圧力に達した場合，排気経路を塔槽

類廃ガス処理設備に切り替え，塔槽類廃ガス処理設備から主排気筒

を介して大気中へ放出する。 



   (ハ) 具体的対策 

     ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合は，プルトニウ

ム濃縮缶液相部温度計，プルトニウム濃縮缶圧力計及びプルトニウ

ム濃縮缶気相部温度計により異常を検知し，警報を発する。また，

論理回路がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定する。

また，論理回路は，上述の３つの検出器のうち同時に２台以上の検

出器においてプルトニウム濃縮缶の異常を検知した場合に，ＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定する。論理回路はＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定した場合に警報を発

報する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を検知した場合は，プル

トニウム濃縮缶への供給液の供給を自動で停止する又は緊急停止系

を手動にて作動させることで，プルトニウム濃縮缶への供給液の供

給を停止する。また，蒸気発生器へ一次蒸気を供給する系統の手動

弁を閉止することで，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する。 

プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止又はプルトニウム濃縮

缶の加熱の停止により，ＴＢＰ等の錯体の分解反応の再発を防止す

る。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定された場合に

は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により気相中に移行した放射

性物質の大気中への放出量を低減するため，廃ガス貯留設備（精製

建屋）の廃ガス貯留槽に放射性物質を導出する。そのため，廃ガス

貯留設備（精製建屋）の隔離弁を自動で開とするとともに廃ガス貯

留設備（精製建屋）の空気圧縮機を自動で起動する。同時に，塔槽

類廃ガス処理設備の流路を遮断するため，自動で塔槽類廃ガス処理



設備の隔離弁を閉止するとともに塔槽類廃ガス処理設備の排風機を

停止する。 

上記の導出操作は，廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力（0.7ＭＰ

ａ）に至るまで継続し，所定の圧力に達した場合は，排気経路を廃

ガス貯留設備（精製建屋）の廃ガス貯留槽から塔槽類廃ガス処理設

備に切り替える。 

この操作は中央制御室からの操作で，塔槽類廃ガス処理設備の隔

離弁を開とするとともに塔槽類廃ガス処理設備の排風機を起動する。

この際，廃ガス貯留設備（精製建屋）には逆止弁が設けられている

ため，廃ガス貯留設備（精製建屋）の廃ガス貯留槽に導出した放射

性物質が塔槽類廃ガス処理設備へ逆流することはない。その後，中

央制御室からの操作で廃ガス貯留設備（精製建屋）の隔離弁を閉止

するとともに，廃ガス貯留設備（精製建屋）の空気圧縮機を停止す

る。 

これらの操作により，放射性物質を塔槽類廃ガス処理設備から主

排気筒を介して大気中へ放出する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生によって分解生成物及び

熱が発生することから，塔槽類廃ガス処理設備系統内の雰囲気が圧

縮されることにより，一時的に一部の平常運転時に気相中に移行し

た放射性物質が塔槽類廃ガス処理設備の廃ガスポットからセルへ導

出される。セルへ導出された放射性物質は，精製建屋換気設備から

主排気筒を介して大気中へ放出する。 

このため，手動弁，配管，隔離弁，逆止弁，空気圧縮機，廃ガス

貯留槽，圧力計，流量計及び緊急停止系を常設重大事故等対処設備

として設置する。 



また，プルトニウム精製設備，計測制御設備，安全保護系，制御

室，塔槽類廃ガス処理設備，建屋換気設備，主排気筒，低レベル廃

液処理設備，試料分析関係設備，放射線監視設備，環境管理設備，

電気設備，圧縮空気設備の安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系，冷

却水設備等を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 



   (ニ) 有効性評価 

   １) 代表事例 

     ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生が想定される機器は，プ

ルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を代表

事例とする。 

 

   ２) 代表事例の選定理由 

     ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応については，重大事故等が発生

する機器がプルトニウム濃縮缶のみであることから，プルトニウム

濃縮缶を代表事例として選定した。 

 

   ３) 有効性評価の考え方 

     拡大防止対策に係る有効性評価は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生後，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止又はプル

トニウム濃縮缶の加熱を停止することで，ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応の再発を速やかに防止できることを評価する。 

     廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に係る有効性評価は，大

気中への放射性物質の放出量を算出し，これをセシウム－137 換算

した値（以下(ｄ)では「大気中への放射性物質の放出量（セシウム

－137 換算）」という。）を評価する。大気中への放射性物質の放

出量は，廃ガスポットからセルへ導出され，主排気筒を介して大気

中へ放出される放射性物質及び廃ガス貯留設備による放射性物質の

貯留完了時にプルトニウム濃縮缶に残留しており，塔槽類廃ガス処

理設備による換気の再開に伴って大気中に放出される放射性物質を

評価対象とする。 



     この評価においては，機器に内包する溶液の放射性物質量，事故

時の放射性物質の移行率，塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィ

ルタ及び放出経路構造物による除染係数並びに廃ガス貯留設備によ

る放射性物質の貯留の効果により期待される放出低減効果を考慮す

る。 

     大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）の算出に

おいて用いる塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタの除染係

数は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による塔槽類廃ガス処理設

備の高性能粒子フィルタの圧力及び温度について，解析コードＦｌ

ｕｅｎｔを用いて解析した結果に基づき設定する。 

     廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の有効性評価においては，

解析コードは用いず，簡便な計算に基づき評価する。 

 

   ４) 機能喪失の条件 

     内的事象を要因とした安全機能の喪失の想定では，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応の発生の起因となる異常の発生防止に係る安全

機能及び異常の拡大防止に係る安全機能が喪失することを想定し，

それ以外の安全機能の喪失は想定しない。 

 

   ５) 事故の条件及び機器の条件 

     プルトニウム濃縮缶内の硝酸プルトニウム溶液の核種組成，濃度，

崩壊熱密度は，再処理する使用済み燃料の冷却期間を 15 年とし，

これを基に算出される放射性物質の核種組成を基準に，濃度及び崩

壊熱密度の 大値を設定した上で，さらにＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応が発生する温度が硝酸プルトニウム溶液の沸点となる濃縮



倍率を考慮した値とする。 

     プルトニウム濃縮缶に内包する硝酸プルトニウム溶液の液量は，

プルトニウム濃縮缶の公称容量とする。 

     ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する際のプルトニウム濃

縮缶内のＴＢＰ量は 208ｇとし，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

発生後からプルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止までに供給さ

れたＴＢＰ量は約１ｇとする。 

     論理回路がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定し，Ｔ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応の検知から１分以内にプルトニウム

濃縮缶供給槽ゲデオンを自動停止する又はＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応の発生を知らせる警報の発報により，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応の検知から１分以内に緊急停止系により手動にて停止

する。 

     蒸気発生器へ一次蒸気を供給する系統の手動弁を閉止することに

より，プルトニウム濃縮缶の加熱が停止する。 

     廃ガス貯留設備（精製建屋）は，論理回路がＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応の発生を判定した場合に，廃ガス貯留槽への経路が自

動で確立され，廃ガス貯留槽への放射性物質の導出が自動で開始さ

れる。 

     プルトニウム濃縮缶へ供給される安全圧縮空気系及び一般圧縮空

気系からの圧縮空気は，それぞれ約 0.4ｍ３／ｈ，約 0.05ｍ３／ｈ

とする。 

     内的事象によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生すること

を想定する。 

     事故の起因と関連性のない安全機能を有する施設については，そ



の安全機能の喪失を想定しない。 

 

   ６) 操作の条件 

     プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止において必要となる緊

急停止系による移送停止操作は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

の検知から１分以内で操作を完了する。 

     プルトニウム濃縮缶の加熱の停止において必要となる蒸気発生器

へ一次蒸気を供給する系統の手動弁の閉止操作は，プルトニウム濃

縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生してから速や

かに開始し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検知してから 25

分以内で作業を完了する。 

     廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留において必要となる，プ

ルトニウム濃縮缶からの排気経路を，廃ガス貯留設備（精製建屋）

から平常運転時の塔槽類廃ガス処理設備に切り替える操作は，中央

制御室から行う操作で，廃ガス貯留設備（精製建屋）の廃ガス貯留

槽への放射性物質を含む気体の導出完了から，塔槽類廃ガス処理設

備の排風機の再起動完了まで３分で完了し，その後，廃ガス貯留設

備（精製建屋）の空気圧縮機を停止する操作を，塔槽類廃ガス処理

設備の排風機の起動操作後，５分で完了する。 

 

   ７) 放出量評価の条件 

     主排気筒を介して大気中へ放出される放射性物質の放出量の評価

は，廃ガスポットからセルへ導出され，セル排気系から主排気筒を

介して大気中へ放出される放射性物質の放出量評価（以下(ｄ)では

「セル排気系からの放射性物質の放出量評価」という。）及びプル



トニウム濃縮缶内に残留し，廃ガス貯留設備（精製建屋）への放射

性物質の導出完了後に塔槽類廃ガス処理設備から主排気筒を介して

大気中へ放出される放射性物質の放出量評価（以下(ｄ)では「塔槽

類廃ガス処理設備からの放射性物質の放出量評価」という。）に分

けられる。 

     有効性評価における大気中への放射性物質の放出量のうち，セル

排気系からの放射性物質の放出量評価は，セルへ導出されるプルト

ニウム濃縮缶から廃ガスポットまでの放射性物質量に対して，大気

中への放出経路における除染係数の逆数を乗じて算出する。また，

塔槽類廃ガス処理設備からの放射性物質の放出量評価は，プルトニ

ウム濃縮缶に内包する放射性物質量に対して，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応により影響を受ける割合，濃縮運転に伴い気相中に移

行する放射性物質の割合及び大気中への放出経路における除染係数

の逆数を乗じて算出する。 

     また，算出した大気中への放射性物質の放出量にセシウム－137

への換算係数を乗じて，大気中へ放出された放射性物質の放出量

（セシウム－137 換算）を算出する。セシウム－137 への換算係数

は，ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤＯＣ－1162 に示される，地表沈着した放

射性物質からのガンマ線による外部被ばく及び再浮遊した放射性物

質の吸入摂取による内部被ばくに係る実効線量への換算係数を用い

て，セシウム－137 と着目核種との比から算出する。ただし，プル

トニウム等一部の核種は，化学形態による影響の違いを補正する係

数を乗じて算出する。 

   ⅰ) セル排気系からの放射性物質の放出量評価 

     プルトニウム濃縮缶気相部から塔槽類廃ガス処理設備の廃ガスポ



ットまでの放射性物質の全量がセルへ導出されたことを想定し，セ

ル排気系から大気中への放射性物質の放出量を評価する。 

     平常運転時に塔槽類廃ガス処理設備へ移行する放射性物質の割合

は，空気１ｍ３当たり10ｍｇが移行することとし，１×10－８とする。 

     放出経路構造物への沈着による放射性エアロゾルの除染係数は

10 とする。 

     セル排気フィルタユニットの高性能粒子フィルタは１段で，セル

排気フィルタユニットの高性能粒子フィルタの放射性エアロゾルの

除染係数を 10３とする。 

   ⅱ) 塔槽類廃ガス処理設備からの放射性物質の放出量評価 

     廃ガス貯留槽への導出が完了した後に，塔槽類廃ガス処理設備を

起動することで，プルトニウム濃縮缶内の気相部に残留している放

射性物質は，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）から主排気筒

を介して大気中へ放出される。 

プルトニウム濃縮缶に内包する硝酸プルトニウム溶液の放射性物

質の組成，濃度，崩壊熱密度及び液量は，事故の条件及び機器の条

件と同様である。 

     ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時における放射性物質の気

相中への移行率は，爆発事象を想定した実験結果を整理した式のう

ち も厳しい結果を与えるｕｐｐｅｒ ｂｏｕｎｄとされる計算式

から算出した値である約４×10－３及び爆発事象を想定した実験結

果を整理した式の 0.35ＭＰａ未満における値である５×10－５を用

いる。 

     セルへ導出される放射性物質に対する放出経路における放射性物

質の除染係数について，放出経路構造物への沈着による放射性エア



ロゾルの除染係数は 10，セル排気フィルタユニットの高性能粒子

フィルタの除染係数は 10３とする。 

     塔槽類廃ガス処理設備から放出される又は廃ガス貯留槽へ導出さ

れる放射性物質に対する放出経路における放射性物質の除染係数に

ついて，放出経路構造物への沈着による放射性エアロゾルの除染係

数は 10，塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタの除染係数

は，解析コードＦｌｕｅｎｔにより塔槽類廃ガス処理設備の高性能

粒子フィルタの健全性を維持できることを確認したため，１段目を

10３，２段目を 10２とする。 

     ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い大気中へ放出される放射

性物質のうち廃ガス貯留設備（精製建屋）の廃ガス貯留槽へ貯留さ

れずプルトニウム濃縮缶内に残留する放射性物質の割合は，約４％

とする。 

 

   ８) 判断基準 

     ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策の判断基準は，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を速やかに防止できること。 

     セルへ導出され，セル排気系から放出される放射性物質の放出量

及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止し，廃ガス貯留

槽での貯留が完了した上で，塔槽類廃ガス処理設備を起動して平常

運転時の放出経路に復旧した状況下での大気中へ放出される放射性

物質の放出量がセシウム－137 換算で 100ＴＢｑを十分下回るもの

であって，かつ，実行可能な限り低いこと。 



   (ホ) 有効性評価の結果 

   １) 拡大防止対策 

     ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止するために必要な

プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止又はプルトニウム濃縮缶

の加熱の停止は，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給をＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応発生の判定後１分以内に自動又は手動にて

停止できるため，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を速やか

に防止できる。また，プルトニウム濃縮缶の加熱をＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応の発生後 25 分以内に停止できるため，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応の再発を防止できる。プルトニウム濃縮缶

への供給液の供給停止及びプルトニウム濃縮缶の加熱の停止の状態

を維持することで，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発防止は

維持できる。 

     セルへ導出され，セル排気系から放出される放射性物質の放出量

及び廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留後に，塔槽類廃ガス処

理設備の起動によって，プルトニウム濃縮缶内の気相部に残存して

いる放射性物質が放出された場合の放出量（セシウム－137 換算）

は，約３×10－５ＴＢｑであり，100ＴＢｑを十分に下回る。 

     また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応で発生した放射性物質に

ついては，廃ガス貯留設備（精製建屋）により，可能な限り外部に

放出されないよう措置することから，大気中への放射性物質の放出

量（セシウム－137 換算）は，実行可能な限り低くなっている。 

 

   ２) 不確かさの影響評価 

   ⅰ) 解析コードの不確かさの影響 



     解析コードによる高性能粒子フィルタの健全性確認の解析結果に

おいては，系統を断熱とし，蒸気の凝縮，塔槽類廃ガス処理設備を

介した他機器への廃ガスの流出経路及び機器の内部構造物を考慮し

ないことで，塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタに対し，

圧力及び温度が影響を及ぼしやすいモデルとしており，より厳しい

結果を与える条件を設定していることから，解析コードの不確かさ

が高性能粒子フィルタの健全性評価の結果に与える影響はない。 

   ⅱ) 事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 

     ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時におけるプルトニウム濃

縮缶の気相中への放射性物質の移行率には引用した文献の条件によ

る不確実性があることから，大気中への放射性物質の放出量は小さ

くなることが想定される。 

     一方，移行率の計算に使用するＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

による発熱量及びＴＢＰの水への溶解度の幅を考慮すると，条件に

よって大気中への放射性物質の放出量は１桁程度の増加となる可能

性がある。 

     プルトニウム濃縮缶から塔槽類廃ガス処理設備の排風機までの経

路上のプルトニウム精製設備及び塔槽類廃ガス処理設備の配管は，

曲がり部が多く，数十ｍ以上の長い配管及び複数の機器で構成され

ることから，放射性物質を大気中へ押し出すエネルギの減衰や放射

性エアロゾルの沈着による除去が期待できるため，大気中への放射

性物質の放出量は小さくなることが想定される。 

     このように不確かさを有するものの，これらを考慮した場合でも

判断基準を満足することに変わりはない。 

 



   ⅲ) 操作の条件の不確かさの影響 

     プルトニウム濃縮缶の加熱の停止操作については，蒸気発生器へ

一次蒸気を供給する系統の手動弁の閉止操作が想定よりも時間を要

した場合においても，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給が停止

することから，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発に与える影

響はない。 

     このように不確かさを有するものの，判断基準を満足することに

変わりはない。 

  



   (ヘ) 重大事故等の同時発生又は連鎖 

   １) 重大事故等の事象進展，事故規模の分析 

     本重大事故等の事象進展，事故規模の分析により明らかとなった

平常運転時からの状態の変化等は，プルトニウム濃縮缶内のプルト

ニウム濃度の上昇，供給液に溶存分としてＴＢＰ等が多量に存在す

ること，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応によるプルトニウム濃縮

缶気相部及び塔槽類廃ガス処理設備の温度及び圧力上昇，塔槽類廃

ガス処理設備の湿度上昇及びプルトニウム濃縮缶内のプルトニウム

溶液の濃度上昇による線量率の上昇がある。 

     具体的には，Ｆｌｕｅｎｔ解析の結果より，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応の発生により，プルトニウム濃縮缶内の気相部温度は

瞬間的に約 370℃まで上昇し，気相部圧力も平常運転時の圧力に対

して瞬間的に約 0.9ＭＰａ上昇するが，プルトニウム濃縮缶は変形

及び損傷することはない。プルトニウム濃縮缶気相部の廃ガスは，

塔槽類廃ガス処理設備へ速やかに移行することから，プルトニウム

濃縮缶気相部の温度及び圧力は速やかに低下し，ＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応が発生する前の温度及び圧力に戻る。その後，プル

トニウム濃縮缶への供給液の供給が継続している場合，ＴＢＰ等の

錯体の分解反応が再発しても，ＴＢＰ等の量が少ないため分解反応

により発生する分解生成物は少なく，エネルギは小さいため，気相

部の圧力はほぼ一定であり，平常運転時と同程度である。 

     塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタの温度は約 50℃，

差圧の上昇は約４ｋＰａであり，塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒

子フィルタの健全性を損なうことはない。 

     ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により塔槽類廃ガス処理設備の



系統内の圧力が増加することから，一時的に塔槽類廃ガス処理設備

の高性能粒子フィルタへ到達する水ミスト量が増加するが，高性能

粒子フィルタは水ミストにより健全性を損なうことはない。 

     プルトニウム濃縮缶内の硝酸プルトニウム溶液の濃度が平常運転

時よりも高い状態であることから，水素発生量は平常運転時よりも

増加し，線量率も増加する。 

     これらの平常運転時からの状態の変化等を考慮した同時発生する

重大事故等の重大事故等対策に与える影響及び連鎖して発生する可

能性のある重大事故等は以下のとおりである。 

 

   ２) 重大事故等の同時発生 

     重大事故等が同時に発生する場合については，同種の重大事故等

が同時に発生する場合，異種の重大事故等が同時に発生する場合及

びそれらの重畳が考えられる。 

     ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応については，動的機器の多重故

障及び誤作動並びに運転員等の多重誤操作を要因とした複数の発生

防止機能の喪失により発生するものであり，その具体的な発生の条

件は同種の重大事故等及び異種の重大事故等の要因となる安全機能

の喪失に当たらないことから，重大事故等が同時に発生することは

想定されない。 

 

   ３) 重大事故等の連鎖 

     臨界事故への連鎖については，プルトニウム濃縮缶内の硝酸プル

トニウム溶液は約 800ｇＰｕ／Ｌと平常運転時（250ｇＰｕ／Ｌ）

と比べてプルトニウム濃度が高い状態であるが，プルトニウム濃縮



缶は全濃度安全形状寸法管理により臨界事故の発生を防止している

こと，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により，硝酸プルトニウム

溶液が析出する又は酸化プルトニウムが生成しないことから，臨界

は発生しない。 

     蒸発乾固への連鎖については，安全機能として冷却機能はなく，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応によるエネルギを全て溶液に与え

たとしても，溶液の性状が変化するような温度変化は生じないこと，

硝酸プルトニウム溶液の崩壊熱が平常時よりも高いものの崩壊熱の

みでは放熱により沸騰しないこと，また，プルトニウム濃縮缶の加

熱の停止により硝酸プルトニウム溶液の沸騰は停止することから，

蒸発乾固は発生しない。 

     水素爆発への連鎖については，プルトニウム濃縮缶内の硝酸プル

トニウム溶液の濃度が平常運転時よりも高く水素発生量が多くなる

ものの，プルトニウム濃縮缶において講じられている安全圧縮空気

系による水素掃気流量は十分な余裕が確保されていることから，放

射線分解により発生する水素による爆発は生じない。 

     使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への連鎖については，プルト

ニウム濃縮缶と使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は異なる建屋

に位置し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による事故影響が，プ

ルトニウム濃縮缶のバウンダリを超えて波及することは想定されな

いことから，使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷（想定事故２）の

発生は考えられない。 

     放射性物質の漏えいへの連鎖については，プルトニウム濃縮缶，

これに接続する塔槽類廃ガス処理設備配管及びその他の安全機能を

有する機器で構成されるバウンダリは，通常時からの状態の変化等



を踏まえても，健全性を維持することから，放射性物質の漏えいの

発生は考えられない。 

 

  



   (ト) 必要な要員及び資源 

   １) 要  員 

     ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対する拡大防止対策として実

施するプルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止，プルトニウム濃

縮缶の加熱の停止，廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に必要

な要員は８人（実施責任者を含む）である。さらに，重大事故等の

発生時に実施する大気中への放出状況監視等及び電源の確保に必要

な要員は 14 人（実施責任者を除く）である。 

     上記より，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策に要

する実施組織要員数は 22 人である。 

これに対し実施組織要員は 41 人であるため，実施組織要員の要

員数は，必要な要員数を上回っており，必要な作業が可能である。 

 

   ２) 必要な資源 

   ⅰ) 電  源 

     ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処に必要な負荷は， 小

余裕約 110ｋＶＡに対し 大でも廃ガス貯留設備（精製建屋）の空

気圧縮機の約 40ｋＶＡである。また，空気圧縮機の起動時を考慮

しても約 80ｋＶＡであり 小余裕に対して余裕があることから，

必要電源容量を確保できる。 

   ⅱ) 圧縮空気 

     ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処として水素掃気，圧力

及び液位の測定に圧縮空気が必要になる。これらの圧縮空気は，平

常運転時においても継続的に常設重大事故等対処設備に供給されて

いるものであり，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処におい



ても平常運転時と同様に使用可能である。 

   ⅲ) 冷却水 

     冷却水については，平常運転時においても継続的に常設重大事故

等対処設備に供給されているものであり，ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応への対処においても平常運転時と同様に使用可能である。 
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7. 冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処



 

 

 



 
 

7.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処 

 (１) 冷却機能の喪失による蒸発乾固の特徴 

   冷却機能の喪失による蒸発乾固（以下7.2では「蒸発乾固」という。）

の発生が想定される冷却が必要な溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウ

ム溶液及び高レベル廃液（以下7.2では「高レベル廃液等」という。）

を内包する貯槽及び濃縮缶（以下7.2では「貯槽等」という。）は，崩

壊熱を有するため，平常運転時には，その他再処理設備の附属施設の

給水施設の冷却水設備の再処理設備本体用の安全冷却水系（以下7.2で

は「安全冷却水系」という。）により冷却を行い，高レベル廃液等の

沸騰を防止している。 

   安全冷却水系は，貯槽等に内包する高レベル廃液等の崩壊熱を除去す

る内部ループ及び内部ループによって除かれた熱を外部ループに伝え

る熱交換器並びに外部ループに移行した熱を最終ヒートシンクである

大気中へ逃がす冷却塔で構成される。 

   貯槽等，貯槽等を収納するセル及びセルを取り囲む建屋は，それぞれ

塔槽類廃ガス処理設備，建屋換気設備のセルからの排気系（以下7.2で

は「セル排気系」という。），セル等以外の建屋内の気体を排気する

建屋換気設備（以下7.2では「建屋排気系」という。）により換気され，

貯槽等，セル，建屋の順に圧力を低くできる設計としている。 

   安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，高レベル廃液等の温度

が崩壊熱により上昇し，沸騰に至った場合には，液相中の気泡が液面

で消失する際に発生する飛まつが放射性エアロゾルとして蒸気ととも

に気相中に移行することで，大気中へ放出される放射性物質の量が増

加する。 

   さらに，ルテニウムを内包する高レベル廃液濃縮缶において蒸発濃縮



 
 

した廃液（以下7.2では「高レベル濃縮廃液」という。）は，沸騰の継

続により硝酸濃度が約６規定以上でかつ温度が120℃以上に至った場合

に，ルテニウムが揮発性の化学形態となり気相中に移行する。さらに，

高レベル廃液等は，沸騰が継続した場合には，乾燥し固化に至る。 

蒸発乾固は５建屋13機器グループ，合計53の貯槽等で発生する。 

冷却機能喪失の状態が継続した場合，高レベル廃液等が沸騰に至る

までの最短の時間は，前処理建屋の溶解液を内包する貯槽等において

約140時間，分離建屋の高レベル濃縮廃液を内包する貯槽等において約

15時間，精製建屋のプルトニウム濃縮缶で濃縮された後の硝酸プルト

ニウム溶液（以下7.2では「プルトニウム濃縮液」という。）を内包す

る貯槽等において約11時間，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋のプ

ルトニウム濃縮液を内包する貯槽等において約19時間及び高レベル廃

液ガラス固化建屋の高レベル濃縮廃液を内包する貯槽等において約23

時間である。 

また，乾燥し固化に至るまでの最短の時間は，前処理建屋の溶解液

を内包する貯槽等において約1,000時間，分離建屋の高レベル濃縮廃液

を内包する貯槽等において約110時間，精製建屋のプルトニウム濃縮液

を内包する貯槽等において約59時間，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋のプルトニウム濃縮液を内包する貯槽等において約65時間及び高

レベル廃液ガラス固化建屋の高レベル濃縮廃液を内包する貯槽等にお

いて約180時間である。 

 (２) 蒸発乾固への対処の基本方針 

蒸発乾固への対処として，再処理施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則の第二十八条及び第三十五条に規定される要求を満足す

る蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策を整備する。 



 
 

蒸発乾固の発生防止対策として，高レベル廃液等の沸騰を未然に防

止するため，喪失した冷却機能を代替する設備により，沸騰に至る前

に高レベル廃液等の冷却を実施するための対策を整備する。 

蒸発乾固の発生防止対策が機能せず，高レベル廃液等が沸騰に至っ

た場合には，「7.2 (１) 蒸発乾固の特徴」に記載したとおり，気相中

へ移行する放射性物質の量が増加する可能性があり，沸騰が継続した

場合には，ルテニウムを内包する高レベル濃縮廃液において揮発性の

ルテニウムが発生する可能性があること，さらに，沸騰が継続するこ

とで乾燥し固化に至る可能性がある。 

以上を考慮し，蒸発乾固の拡大防止対策として，沸騰が継続し，高

レベル廃液等の濃縮を防止するための貯槽等への注水を実施するため

の対策を整備する。 

さらに，事態を収束させるため，蒸発乾固の発生防止対策とは異な

る位置から貯槽等の冷却コイル又は冷却ジャケットへ通水することに

より，高レベル廃液等を冷却し，未沸騰状態に導くとともに，これを

維持するための対策を整備する。 

高レベル廃液等が沸騰に至ると，蒸気の影響によって塔槽類廃ガス

処理設備の高性能粒子フィルタの処理能力が低下する可能性があるこ

とから，気相中に移行した放射性物質の大気中への放出を防止するた

め，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断し，気相中に移行した放射性

物質をセルに導出するための対策を整備する。この際，セル内の圧力

上昇を抑制するため，貯槽等内で発生した蒸気を凝縮器で凝縮し，発

生する凝縮水は，セル又は貯槽に回収し貯留する。また，放出される

放射性物質量の低減のため，凝縮器の下流側に設置する高性能粒子フ

ィルタを経由してセルに導出するための対策を整備する。 



 
 

さらに，セル排気系を代替する排気系（以下7.2では「代替セル排気

系」という。）により，放射性物質を低減した上で，主排気筒を介し

て，大気中に放出するための対策を整備する。 

蒸発乾固の発生を想定する貯槽等を第7.2－１表に，各対策の概要図

を第7.2－１図から第7.2－４図に示す。また，各対策の基本方針の詳

細を以下に示す。 

 ａ．蒸発乾固の発生防止対策 

   安全冷却水系の機器が損傷し冷却機能が喪失した場合には，高レベル

廃液等の沸騰を未然に防止するため，安全冷却水系の内部ループに通

水し，蒸発乾固を想定する貯槽等に内包する高レベル廃液等を冷却す

る。 

   本対策は，高レベル廃液等が沸騰に至る前までに対策を完了させる。 

 ｂ．蒸発乾固の拡大防止対策 

内部ループへの通水が機能せず，貯槽等に内包する高レベル廃液等

が沸騰に至る場合には，貯槽等に注水することにより，高レベル濃縮

廃液において揮発性のルテニウムが発生することを防止し，高レベル

廃液等が乾燥し固化に至ることを防止する。 

さらに，蒸発乾固への対策に使用する常設重大事故等対処設備の配

管以外に，貯槽等に接続しているその他の配管を活用した貯槽等への

注水手順書を整備することにより，貯槽等への注水を確実なものとす

る。 

本対策は，高レベル廃液等が沸騰に至る前までに対策の準備を完了

させる。 

また，貯槽等に内包する高レベル廃液等の沸騰開始後の事態の収束

の観点から，冷却コイル又は冷却ジャケット（以下7.2では「冷却コイ



 
 

ル等」という。）への通水を実施し，貯槽等に内包する高レベル廃液

等を冷却することで未沸騰状態に導くとともに，これを維持する。冷

却コイル等への通水の準備は，対策の準備に要する作業が多く，他の

拡大防止対策と同時に準備作業を実施した場合，大気中への放射性物

質の放出を抑制できる状態を整備する前に高レベル廃液等が沸騰する

可能性があることから，貯槽等への注水，貯槽等において沸騰に伴い

気相中へ移行した放射性物質のセルへの導出，凝縮器による発生した

蒸気及び放射性物質の除去並びに放射性物質の放出経路及び可搬型フ

ィルタによる放射性エアロゾルの除去に関する対処を優先して実施し，

大気中への放射性物質の異常放出に至る可能性のある事態を防止した

後に実施することを基本とする。 

外的事象の「地震」を要因とした場合，動的機器が全て機能喪失す

るとともに，全交流動力電源も喪失し，安全冷却水系の冷却機能以外

にも塔槽類廃ガス処理設備の浄化機能及び排気機能が喪失する。 

したがって，貯槽等に内包する高レベル廃液等が沸騰に至り，貯槽

等に接続する塔槽類廃ガス処理設備内の圧力が上昇する場合には，塔

槽類廃ガス処理設備の配管の流路を遮断し，放射性物質をセルに導出

するための経路を構築することで，塔槽類廃ガス処理設備内の圧力を

導出先セルに開放するとともに，放射性物質を導出先セルに導出する。 

また，冷却機能が喪失している状況において，高レベル廃液等が未

沸騰状態であっても水素掃気用の圧縮空気が継続して供給されること

に伴い，貯槽等の気相部の放射性物質は，水素掃気用の圧縮空気に同

伴し，冷却機能が喪失した貯槽等に接続する塔槽類廃ガス処理設備の

配管に設置されている水封安全器からセル等へ移行した後，平常運転

時の排気経路以外の経路から漏えいする可能性がある。 



 
 

このため，気相中に移行した放射性物質の大気中への放出を可能な

限り低減するため，放射線分解により発生する水素による爆発を想定

する貯槽等内の水素濃度がドライ換算８ｖｏｌ％に至る時間が長い建

屋への水素掃気用の圧縮空気の供給を停止し，放射性物質の移行を停

止するとともに，各建屋の塔槽類廃ガス処理設備から導出先セルに導

出する経路を速やかに構築する。 

導出先セルへ放射性物質を導出した場合，塔槽類廃ガス処理設備の

浄化機能を期待できないため，塔槽類廃ガス処理設備における放射性

物質の除去効率に相当する代替換気設備を設置及び配置し，放射性物

質を可能な限り除去する。 

具体的には，高レベル廃液等が未沸騰状態で貯槽等の気相中へ移行

し，水素掃気用の圧縮空気により同伴された放射性物質については，

セルへの導出経路である塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユ

ニット上に設置したセル導出ユニットフィルタにより放射性エアロゾ

ルを除去し，高レベル廃液等の沸騰に伴い発生した蒸気及び放射性物

質は，導出先セルに導出する前に，凝縮器により沸騰に伴い発生する

蒸気を凝縮し，蒸気に同伴する放射性物質を凝縮水として回収し貯留

する。 

また，放射性物質を導出先セルへ導出した後は，平常運転時の排気

経路以外の経路からの大気中への放射性物質の放出を防止するため，

可搬型排風機を運転し，可搬型フィルタにより放射性エアロゾルを除

去することで大気中へ放出される放射性物質量を低減し，主排気筒を

介して，大気中へ管理しながら放出する。 

本対策は，高レベル廃液等が沸騰に至る前までに対策を実施する。 

 



 
 

7.2.1 蒸発乾固の発生防止対策 

7.2.1.1 蒸発乾固の発生防止対策の具体的内容 

安全冷却水系の冷却機能の喪失に対して，貯槽等に内包する高レベル

廃液等が沸騰に至ることを防止するため，可搬型中型移送ポンプ，可搬型

建屋外ホース，可搬型排水受槽，可搬型建屋内ホース，弁等を敷設し，内

部ループに水を供給するために可搬型建屋外ホースと可搬型中型移送ポン

プを接続し，第１貯水槽から建屋へ水を供給するための経路を構築する。 

また，可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホースと内部ループの給水

口を接続することで，建屋へ供給された水を内部ループへ供給するための

経路を構築する。 

冷却に使用した排水を第１貯水槽へ移送するため，内部ループの排水

口と可搬型建屋内ホースを接続し，建屋近傍に敷設した可搬型排水受槽

への排水経路を構築する。 

また，可搬型排水受槽，可搬型建屋外ホースと可搬型中型移送ポンプ

を接続し，可搬型排水受槽から第１貯水槽への排水経路を構築する。 

給水側の可搬型中型移送ポンプを運転することで，第１貯水槽から内

部ループへ通水する。冷却に用いた水は，可搬型排水受槽に一旦貯留した

後，排水側の可搬型中型移送ポンプを運転することで，排水経路を経由し

て第１貯水槽に移送し，再び，内部ループへの通水の水源として用いる。 

本対策は，貯槽等に内包する高レベル廃液等が沸騰に至るまでの時間

が短い機器グループを優先して実施する。 

また，可搬型漏えい液受皿液位計を設置し，貯槽等の損傷による安全

冷却水及び貯槽等に内包する高レベル廃液等の漏えいの発生の有無を確認

する。 

各建屋の対策の概要を以下に示す。また，対策の系統概要図を第7.2－



 
 

５図に，対策の手順の概要を第7.2－６図に，また，各建屋の対策におけ

る手順及び設備の関係を第7.2－２表に，必要な要員及び作業項目を第7. 

2－７図及び第7. 2－８図に示す。 

 (１) 内部ループへの通水の着手判断 

   安全冷却水系の冷却塔，外部ループの冷却水循環ポンプ若しくは内部

ループの冷却水を循環させるためのポンプが多重故障し，安全冷却水

系の冷却機能が喪失した場合，又は，外部電源が喪失し，第２非常用

ディーゼル発電機を運転できない場合は，内部ループへの通水の着手

を判断し，以下の(２)及び(３)に移行する。 

 (２) 建屋外の水の給排水経路の構築 

第１貯水槽から各建屋に水を供給するために，可搬型中型移送ポン

プを第１貯水槽近傍に敷設する。 

可搬型中型移送ポンプに可搬型屋外ホースを接続し，第１貯水槽か

ら各建屋まで水を供給するための経路を構築する。 

また，可搬型建屋供給冷却水流量計を可搬型建屋外ホースの経路上

に設置する。 

冷却に使用した水を第１貯水槽へ移送するために，可搬型排水受槽

及び可搬型中型移送ポンプを各建屋近傍に敷設する。 

可搬型中型移送ポンプ及び可搬型排水受槽に可搬型建屋外ホースを

接続し，各建屋から第１貯水槽まで水を移送するための経路を構築す

る。 

外的事象の「火山の影響」を要因として冷却機能が喪失した場合に

は，降灰により可搬型中型移送ポンプが機能喪失することを防止する

ため，給水用及び排水用の可搬型移送ポンプを保管庫内に敷設し，給

排水経路を構築する。 



 
 

可搬型中型移送ポンプは可搬型中型移送ポンプ運搬車，可搬型建屋

外ホースはホース展張車及び運搬車，可搬型排水受槽及び可搬型建屋

供給冷却水流量計は運搬車により運搬する。 

 (３) 内部ループへの通水による冷却の準備 

常設重大事故等対処設備により貯槽等の温度を計測できない場合は，

第7.2－１表に示す貯槽等へ可搬型貯槽温度計を設置し，高レベル廃液

等の温度を計測する。 

また，膨張槽に可搬型膨張槽液位計を設置し，第7.2－１表に示す機

器グループの内部ループの損傷の有無を膨張槽の液位により確認する。 

ただし，分離建屋内部ループ１の内部ループの損傷の有無は，当該

内部ループが高レベル廃液濃縮缶の加熱運転時の加熱蒸気の供給経路

を兼ねており，当該内部ループには膨張槽がないことから，第１貯水

槽から安全冷却水系の内部ループへ水を供給するための経路を構築後，

可搬型冷却コイル圧力計を可搬型建屋内ホースの経路上に設置し，可

搬型中型移送ポンプにより安全冷却水系の内部ループを加圧すること

で，可搬型冷却コイル圧力計の指示値から確認する。 

建屋内の通水経路を構築するために，可搬型建屋内ホースを敷設し，

可搬型冷却水流量計を可搬型建屋内ホースの経路上に設置する。 

可搬型建屋内ホースを安全冷却水系の内部ループの給水側の接続口

に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建屋外ホースを接続すること

で，第１貯水槽から各建屋の内部ループに通水するための経路を構築

する。 

冷却に使用した水を可搬型排水受槽へ移送するために，可搬型建屋

内ホースを敷設する。 

可搬型建屋内ホースを安全冷却水系の内部ループの排水側の接続口



 
 

に接続し，可搬型建屋内ホースと可搬型建屋外ホースを接続すること

で，冷却に使用した水を可搬型排水受槽に排水するための経路を構築

する。 

   また，高レベル廃液ガラス固化建屋においては，水の給排水経路とし

て冷却水給排水系も用いる。 

 (４) 内部ループへの通水の実施判断 

   安全冷却水系の内部ループへの通水の準備が完了後直ちに，安全冷却

水系の内部ループへの通水の実施を判断し，以下の(５)へ移行する。  

 (５) 内部ループへの通水の実施 

   可搬型中型移送ポンプを運転し第１貯水槽の水を安全冷却水系の内部

ループに通水する。通水流量は，可搬型冷却水流量計の指示値を基に

調整する。 

   内部ループへの通水に使用した水は，可搬型冷却水排水線量計を用い

て汚染の有無を監視する。 

また，可搬型排水受槽に回収し，可搬型放射能測定装置を用いて汚

染の有無を確認した上で，第１貯水槽へ移送する。 

   安全冷却水系の内部ループへの通水時に必要な監視項目は，内部ル

ープ通水流量，第7.2－１表に示す貯槽等の貯槽等温度，建屋給水流量

及び排水線量である。 

 (６) 内部ループへの通水の成否判断 

   第7.2－１表に示す貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が85℃以

下で安定していることを確認することにより，安全冷却水系の内部ル

ープへの通水による冷却機能が維持されていることを判断する。 

   冷却機能が維持されていることを判断するために必要な監視項目は，

第7.2－１表に示す貯槽等の貯槽等温度である。 



 
 

7.2.1.2 蒸発乾固の発生防止対策の有効性評価 

7.2.1.2.1 有効性評価 

 (１) 代表事例 

   蒸発乾固の発生の 前提となる 要因は，「6.1 設計上定める条件より

厳しい条件の設定及び重大事故の想定箇所の特定」で示したとおり，

外的事象の「地震」及び「火山 の影響 」並びに内的事象の「動的機器

の多重故障」及び「長時間の全交流動力電源の喪失」である。 

   これらの要因において，安全冷却水系の冷却機能の喪失の範囲，重大

事故等への対処の種類及び重大事故等への対処時に想定される作業環

境の苛酷さを考慮すると，外的事象の「地震」を要因とした場合が厳

しい結果を与えることから，外的事象の「地震」を代表として有効性

評価を実施する。 

   外的事象の「地震」を代表として有効性評価を実施するのは，蒸発乾

固の拡大防止対策も同様である。 

 (２) 代表事例の選定理由 

 ａ．安全冷却水系の冷却機能の喪失の範囲 

   蒸発乾固の発生の 前提となる 要因は，「6.1 設計上定める条件より

厳しい条件の設定及び重大事故の想定箇所の特定」において，フォー

ルトツリー分析により明らかにした。安全冷却水系の冷却機能の喪失

を頂上事象とした場合のフォールトツリーを第 7.2－９図に示す。また，

安全冷却水系の系統概要図を第 7.2－10図に示す。 

   フォールトツリー分析において明らかにしたとおり，安全冷却水系の

冷却機能の喪失は，外的事象の「地震」において，冷却塔，外部ルー

プの冷却水循環ポンプ，内部ループの冷却水循環ポンプ，外部電源及

び非常用ディーゼル発電機の動的機器の直接的な機能喪失並びに全交



 
 

流動力電源の喪失による動的機器の間接的な機能喪失により発生する。 

   また，外的事象の「火山 の影響 」及び内的事象の「長時間の全交流

動力電源の喪失」において，全交流動力電源の喪失による動的機器の

間接的な機能喪失により，安全冷却水系の冷却機能が喪失する。内的

事象の「動的機器の多重故障」において，同一機能を有する動的機器

のいずれか１種類の動的機器における直接的な機能喪失により冷却機

能が喪失する。 

以上より，機能喪失の範囲の観点では，外的事象の「地震」を要因

とした場合が，動的機器の機能喪失及び全交流動力電源の喪失が同時

に発生し，機能喪失する機器が多く，その範囲も広い。 

  本観点の分析は，蒸発乾固の拡大防止対策でも同様である。 

 ｂ．重大事故等対策の種類 

   重大事故等対策は，冷却塔，外部ループの冷却水循環ポンプ等の動的

機器及び動的機器を起動させるために必要な電気設備等，多岐の設備

故障に対応でき，かつ，複数の設備故障が発生した場合においても対

処が可能となるような対策を選定している。 

   重大事故等対策がカバーする機能喪失の範囲は，第 7.2－９図のフォ

ールトツリーに示すとおりである。 

   整備した重大事故等対策が，外的事象の「地震」を含む全ての要因で

想定される機能喪失をカバーできており，重大事故等への対処の種類

の観点から，外的事象の「地震」以外の要因に着目する必要性はない。 

   本観点の分析は，蒸発乾固の拡大防止対策でも同様である。 

 ｃ．重大事故等への対処時の環境条件の観点 

   重大事故等への対処時の環境条件に着目すると，外的事象の「地震」

を要因とした場合には，基準地震動を1.2 倍にした地震動を考慮する



 
 

設計とした設備以外の設備の損傷及び動的機器の動的な機能の喪失が

想定され，建屋内では，溢水，化学薬品漏えい及び内部火災のハザー

ドが発生する可能性があり，また，全交流動力電源の喪失により換気

空調が停止し，照明が喪失する。一方，建屋外では，不等沈下及び屋

外構築物の倒壊による環境悪化が想定される。 

   外的事象の「火山の影響」を要因とした場合には，建屋内では，全

交流動力電源の喪失に伴い換気空調が停止し，照明が喪失するものの，

外的事象の「地震」の場合のように，溢水，化学薬品漏えい及び内部

火災のハザードの発生は想定されない。一方，建屋外では，降灰によ

る環境悪化が想定される。 

内的事象の「長時間の全交流動力電源の喪失」において建屋内の換

気空調が停止し，照明が喪失するものの，外的事象の「地震」の場合

のように溢水，化学薬品漏えい及び内部火災のハザードの発生は想定

されず，また，内的事象の「動的機器の多重故障」を要因とした場合

には，建屋内の環境条件が有意に悪化することはない。 

また，これらを要因とした場合に，建屋外の環境条件が悪化するこ

とはない。 

   以上より，外的事象の「地震」が建屋内外の作業環境を最も悪化させ

る可能性があるものの，建屋外の環境条件では外的事象の「地震」及

び「火山 の影響 」において想定される環境悪化要因の特徴が異なるこ

とを考慮し，これらの特徴の違いが重大事故等対策の有効性に与える

影響を不確かさとして分析する。 

   本観点の分析は，蒸発乾固の拡大防止対策でも同様である。 

 (３) 有効性評価の考え方 

高レベル廃液等の沸騰が未然に防止できるかについて確認するため



 
 

に，高レベル廃液等の温度の推移を評価する。 

高レベル廃液等の温度の推移は，貯槽等からセルへの放熱を考慮せ

ず，断熱として評価する。 

沸騰に至るまでの時間算出の前提となる高レベル廃液等の沸点は，

沸騰に至るまでの時間を安全側に評価するため，溶質によるモル沸点

上昇を考慮せず，高レベル廃液等の硝酸濃度のみを考慮することとし，

溶解液及び抽出廃液では103℃，プルトニウム溶液（約24ｇＰｕ／Ｌ）

では101℃，プルトニウム濃縮液（約250ｇＰｕ／Ｌ）では109℃，プル

トニウム濃縮液（約154ｇＰｕ／Ｌ）では105℃，高レベル濃縮廃液で

は102℃とし，高レベル廃液等が沸騰に至るまでの時間は，貯槽等の熱

容量を考慮して評価する。 

高レベル廃液等の温度の推移の評価は，解析コードを用いず，水の

定圧比熱等を用いた簡便な計算に基づき算出する。 

 (４) 有効性評価の評価単位 

蒸発乾固は，高レベル廃液等が沸騰に至るまでの時間及び講ずる対

処が機器グループ及び建屋単位で整理されることを考慮し，有効性評

価は機器グループ及び建屋単位で整理し，重大事故等対策ごとに実施

する。蒸発乾固の発生が想定される貯槽等の機器グループを第7.2－１

表に，機器グループの概要を第7.2－11図から第7.2－15図に示す。 

   有効性評価の評価単位の考え方は，蒸発乾固の拡大防止対策でも同様

である。 

 (５) 機能喪失の条件 

外的事象の「地震」を要因とした場合の安全機能の喪失の想定は，

基準地震動の1.2倍の地震動を入力した場合においても必要な機能を損

なわない設計とした設備以外の設備は全て機能喪失するものとし，ま



 
 

た，全ての動的機能の喪失を前提として，外部電源も含めた全ての電

源喪失も想定していることから，更なる安全機能の喪失は想定しない。 

機能喪失の条件の設定の考え方は，蒸発乾固の拡大防止対策でも同

様である。 

 (６) 事故の条件及び機器の条件 

高レベル廃液等の温度上昇の推移の評価条件を第7.2－３表から第

7.2－７表に示す。 

蒸発乾固の発生防止対策に使用する機器を第7.2－８表に示す。また，

主要な機器の条件を以下に示す。 

 ａ．可搬型中型移送ポンプ 

可搬型中型移送ポンプは，１台当たり約240ｍ３／ｈの容量を有し，

安全冷却水系の内部ループへの通水を実施する場合には，前処理建屋

における蒸発乾固の発生防止対策の実施に対して１台，分離建屋，精

製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における蒸発乾固の発

生防止対策の実施に対して１台を兼用し，高レベル廃液ガラス固化建

屋における蒸発乾固の発生防止対策の実施に対して１台を使用し，各

機器グループに属する貯槽等の冷却に必要な水を供給できる設計とし

ていることから，各機器グループへの水の供給流量は，内包する高レ

ベル廃液等の崩壊熱を踏まえて調整し，以下に示す設定値以上で通水

する。また，「7.2.2 蒸発乾固の拡大防止対策」に示す貯槽等への注

水，冷却コイル等への通水及び凝縮器への通水の実施に必要な水の供

給は，同じ可搬型中型移送ポンプを用いて実施する。 

前処理建屋内部ループ１     13ｍ３／ｈ 

前処理建屋内部ループ２     16ｍ３／ｈ 

分離建屋内部ループ１     14ｍ３／ｈ 



 
 

分離建屋内部ループ２     8.8ｍ３／ｈ 

分離建屋内部ループ３     10ｍ３／ｈ 

精製建屋内部ループ１     2.9ｍ３／ｈ 

精製建屋内部ループ２     1.2ｍ３／ｈ 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋内部ループ 1.3ｍ３／ｈ 

高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ１  17ｍ３／ｈ 

高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ２  14ｍ３／ｈ 

高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ３  13ｍ３／ｈ 

高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ４  13ｍ３／ｈ 

高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ５  13ｍ３／ｈ 

 ｂ．高レベル廃液等の核種組成，濃度及び崩壊熱密度 

「6.5.2.1 使用済燃料の冷却期間」に記載したとおり，高レベル廃

液等の核種組成は，再処理する使用済燃料の冷却期間を15年として得

られる使用済燃料の核種組成を基に設定し，高レベル廃液等の濃度及

び崩壊熱密度は，これを基準として，平常運転時における再処理する

使用済燃料の変動幅を考慮した最大値を設定する。 

 ｃ．高レベル廃液等の液量 

「6.5.2.9 機器に内包する溶液，廃液，有機溶媒の液量」に記載し

たとおり，貯槽等に内包する高レベル廃液等の液量は，貯槽等の公称

容量とする。 

 (７) 操作の条件 

内部ループへの通水は，安全冷却水系の冷却機能の喪失から高レベ

ル廃液等が沸騰に至る前までに準備が整い次第開始し，沸騰に至るま

での時間が最も短い精製建屋において，沸騰に至るまでの時間である

11時間に対して８時間50分後までに内部ループへの通水を開始する。  



 
 

内部ループへの通水の準備作業及び実施時に想定される作業環境を

考慮した内部ループへの通水に必要な作業と所要時間を，精製建屋を

例として第7.2－７図及び第7.2－８図に示す。また，安全冷却水系の

冷却機能の喪失から第7.2－１表に示す貯槽等に内包する高レベル廃液

等が沸騰に至るまでの時間を第7.2－９表，第7.2－12表，第7.2－15表，

第7.2－18表及び第7.2－21表に示す。 

 (８) 判断基準 

蒸発乾固の発生防止対策の有効性評価の判断基準は以下のとおりと

する。 

 ａ．内部ループへの通水 

   蒸発乾固の発生を未然に防止できること。 

具体的には，高レベル廃液等が崩壊熱により温度上昇し，沸騰に至

る前に，第１貯水槽から内部ループに水を通水することで，高レベル

廃液等の温度が沸点に至らずに低下傾向を示すこと。  

 

7.2.1.2.2 有効性評価の結果 

 (１) 有効性評価の結果 

   建屋内及び建屋外における内部ループへの通水準備作業の完了を確認

した上で，可搬型中型移送ポンプによる安全冷却水系の内部ループへ

の通水を開始する。 

可搬型中型移送ポンプによる精製建屋内部ループ１及び精製建屋内

部ループ２の安全冷却水系の内部ループへの通水は，安全冷却水系の

冷却機能の喪失から59人にて８時間50分で作業を完了するため，安全

冷却水系の冷却機能の喪失から沸騰に至るまでの時間である11時間以

内に内部ループへの通水が可能である。内部ループへの通水開始時の



 
 

高レベル廃液等の温度は，沸騰までの時間が最も短い精製建屋内部ル

ープ１のプルトニウム濃縮液一時貯槽において約96℃であり，また，

内部ループへの通水実施後は，プルトニウム濃縮液一時貯槽に内包す

るプルトニウム濃縮液の温度が低下傾向を示し，プルトニウム濃縮液

一時貯槽おいてプルトニウム濃縮液の温度が約59℃で平衡に至る。 

内部ループへの通水開始時の高レベル廃液等の温度と高レベル廃液

等の沸点の温度差が最も小さくなるウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋内部ループの硝酸プルトニウム貯槽の場合，内部ループへの通水実

施開始時のプルトニウム濃縮液の温度は約102℃であり，また，内部ル

ープへの通水実施後は，硝酸プルトニウム貯槽に内包するプルトニウ

ム濃縮液の温度が低下傾向を示し，硝酸プルトニウム貯槽おいてプル

トニウム濃縮液の温度が約56℃で平衡に至る。 

以上の有効性評価の結果を第7.2－９表から第7.2－23表に，対策実

施時のパラメータの推移を第7.2－16図から第7.2－20図に示す。 

 (２) 不確かさの影響評価 

 ａ．事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 

 (ａ) 想定事象の違い 

   内的事象の「動的機器の多重故障」を要因として安全冷却水系の冷却

機能が喪失した場合，重大事故等への対処が必要な建屋，設備の範囲

が限定される。当該有効性評価では，外的事象の「地震」を要因とし

て，安全冷却水系の冷却機能の喪失が５つの建屋で同時に発生するこ

とを前提に，各建屋で並行して作業した場合の対策の成立性を確認し

ていることから，有効性評価の結果は変わらない。 

   外的事象の「火山の影響」及び内的事象の「長時間の全動力電源の

喪失」を要因として安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合，現場状



 
 

況確認のための初動対応及びアクセスルート確保のための作業におい

て，外的事象の「地震」を要因とした場合と比較して，早い段階で重

大事故等対策に着手できることから，実施組織要員の操作の時間余裕

に与える影響はない。 

   外的事象の「火山の影響」を想定した場合の準備作業及び実施時に

想定される作業環境を考慮した蒸発乾固への対処に必要な作業と所要

時間を，精製建屋を例として第7.2－８図に示す。 

 (ｂ) 実際の熱条件の影響 

沸騰に至るまでの時間余裕の算出では，水及び高レベル廃液等の物

性値の変動が影響を与えると考えられるものの，より厳しい結果を与

えるように，高レベル廃液等の崩壊熱密度は，冷却期間15年を基に算

出した平常運転時の最大値を設定した上で，貯槽等に内包する高レベ

ル廃液等の液量は貯槽等の公称容量とし，貯槽等からセル雰囲気への

放熱を考慮せず断熱評価で実施している。 

これらのうち，高レベル廃液等の崩壊熱密度の最大値が有する安全

余裕は，高レベル廃液等の崩壊熱密度の中央値に対して1.0倍から約

1.2倍となる。 

貯槽等に内包する高レベル廃液等の液量に着目すると，実際の運転

時には，全ての貯槽等が公称容量の高レベル廃液等を内包しているわ

けではなく，公称容量よりも少ない液量を内包している状態が想定さ

れるが，この場合，高レベル廃液等の崩壊熱は小さくなり，沸騰に至

るまでの時間が延びることになる。 

また，貯槽等の表面からセル雰囲気への放熱の効果は，貯槽等の表

面温度及びセル雰囲気の温度差に依存し，温度差が20℃から80℃の範

囲において鉛直平板を仮定した場合，貯槽等の表面及びセル雰囲気間



 
 

の熱伝達率は約1.8Ｗ／（ｍ２・Ｋ）から約3.3Ｗ／（ｍ２・Ｋ）となる。

放熱の効果は，高レベル廃液等の崩壊熱密度に高レベル廃液等の体積

を乗じて算出された崩壊熱を，放熱に寄与する貯槽等の表面積で除し

て算出される値に依存し，この値が大きい高レベル濃縮廃液及びプル

トニウム濃縮液に対する放熱効果は，温度差を20℃と仮定した場合，

数％となる。一方，高レベル廃液等の崩壊熱を放熱に寄与する貯槽等

の表面積で除して算出される値が小さくなる溶解液，抽出廃液及びプ

ルトニウム溶液に対する放熱効果は，温度差を20℃と仮定した場合，

溶解液に対して約30％，抽出廃液に対して約40％，プルトニウム溶液

に対して100％となる。 

高レベル廃液等の崩壊熱を放熱に寄与する貯槽等の表面積で除して

算出される値が大きい高レベル濃縮廃液及びプルトニウム濃縮液を内

包する貯槽等は，沸騰に至るまでの時間が短いという特徴を有してお

り，高レベル廃液等の崩壊熱を放熱に寄与する貯槽等の表面積で除し

て算出される値が小さい溶解液，抽出廃液及びプルトニウム溶液を内

包する貯槽等は，沸騰に至るまでの時間が長いという特徴を有してい

ることから，断熱条件においても沸騰に至るまでの時間が長い溶解液，

抽出廃液及びプルトニウム溶液を内包する貯槽等が沸騰に至るまでの

時間は，断熱条件においても沸騰に至るまでの時間が短い高レベル濃

縮廃液及びプルトニウム濃縮液を内包する貯槽等に比べて沸騰に至る

までの時間がより長くなることになる。 

以上より，実際の熱条件の下では，評価結果に示す沸騰に至るまで

の時間は，全ての高レベル廃液等においてより長い時間となる可能性

があるが，その効果は崩壊熱の小さな高レベル廃液等ほど顕著であり，

高レベル廃液等の沸騰までの時間が逆転することはないことから，蒸



 
 

発乾固への対処の作業の優先順位及び実施組織要員の操作の時間余裕

に与える影響はない。 

 (ｃ) 内部ループへの通水開始タイミングが高レベル廃液等の平衡温度に

与える影響 

内部ループへの通水時の高レベル廃液等の温度は，内部ループへの

通水の開始時間及び通水流量に応じて変動する。内部ループへの通水

は，通水の準備が完了した内部ループから順次通水を開始するため，

内部ループへの通水開始初期において，複数系統ある内部ループのう

ち，特定の内部ループへ集中して通水する時間帯が生じる。 

この場合，計画している流量以上が通水されることにより，当該内

部ループによって冷却されている貯槽等に内包する高レベル廃液等の

温度の低下速度が速まるものの，その他の内部ループへの通水が開始

された後の定常状態では，高レベル廃液等の平衡温度は評価値と同じ

値となり，通水初期の流量が高レベル廃液等の平衡温度に影響を与え

ることはない。 

 ｂ．操作の条件の不確かさの影響 

 (ａ) 実施組織要員の操作 

   「認知」，「要員配置」，「移動」，「操作所要時間」，「他の並列

操作有無」及び「操作の確実さ」が実施組織要員の操作の時間余裕に

与える影響を考慮し，重大事故等対策の実施に必要な準備作業は，安

全冷却水系の冷却機能の喪失をもって着手し，対処の制限時間である

高レベル廃液等が沸騰に至るまでの時間に対して，時間余裕を確保し

て完了できるよう計画することで，これら要因による影響を低減した。 

   作業計画の整備は，作業項目ごとに余裕を確保して整備しており，必

要な時期までに操作できるよう体制を整えていることから，実際の重



 
 

大事故等への対処では，より早く作業を完了することができる。また，

可搬型中型移送ポンプ等の可搬型重大事故等対処設備の設置等の対処

に時間を要した場合や，予備の可搬型重大事故等対処設備による対処

を想定したとしても，確保した余裕の範囲で対処を再開することがで

きる。 

 (ｂ) 作業環境 

   沸騰開始までは放射性物質の放出による有意な作業環境の悪化はなく，

内部ループへの通水の準備及び実施は沸騰開始前までに実施すること

から，作業環境が実施組織要員の操作の時間余裕に影響を与えること

はない。 

   また，外的事象の「火山の影響」を要因とした場合であっても，建

屋外における重大事故等対策に係る作業は降灰予報（「やや多量」以上）

を受けて作業に着手することから，降灰の影響を受けることはない。 

降灰発生後は，対策の維持に必要な燃料の運搬が継続して実施され

るが，除灰作業を並行して実施することを前提に作業計画を整備して

おり，重大事故等対策を維持することが可能である。 

 

7.2.1.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 

(１) 重大事故等の事象進展，事故規模の分析 

内部ループへの通水実施時の事故時環境は，平常運転時と大きく変

わるものではなく，また，高レベル廃液等の状態も平常運転時と大き

く変わるものではない。 

 

 ａ．温度 

   内部ループへの通水開始時の温度は，最大でも約 102℃であり，安全



 
 

機能を有する機器の材質の強度が有意に低下することはなく，貯槽等

に接続する安全機能を有する機器が損傷又は機能が喪失することはな

い。 

 ｂ．圧力 

   高レベル廃液等が未沸騰状態であり，蒸気の発生もないことから，有

意な圧力上昇はなく，安全機能を有する機器が損傷又は機能が喪失す

ることはない。 

 ｃ．湿度 

   高レベル廃液等の温度上昇に伴い多湿環境下となるが，貯槽等自体及

び貯槽等に接続する安全機能を有する機器が損傷又は機能が喪失する

ことはなく，また，湿度の影響が貯槽等のバウンダリを超えて波及す

ることはない。 

 ｄ．放射線 

   貯槽等内の放射線環境は平常運転時の環境下から変化することはなく，

安全機能を有する機器が損傷又は機能が喪失することはない。 

 ｅ．物質（水素，蒸気，煤煙，放射性物質及びその他）及びエネルギの発生 

   新たな物質及びエネルギが発生することはなく，安全機能を有する機

器が損傷又は機能が喪失することはない。 

 ｆ．落下又は転倒による荷重 

   高レベル廃液等の温度が上昇したとしても，貯槽等の材質の強度が有

意に低下することはなく，貯槽等が落下又は転倒することはない。 

 ｇ．腐食環境 

   (ｃ)と同様である。 

 (２) 重大事故等の同時発生 

重大事故等が同時に発生する場合については，同種の重大事故等が



 
 

同時に発生する場合，異種の重大事故等が同時に発生する場合及びそ

れらの重畳が考えられる。 

蒸発乾固は，蒸発乾固の発生を想定する貯槽等にあるとおり，５建

屋13機器グループ53貯槽等で同時に発生する可能性があり，本評価は

同時発生するものとして評価した。 

蒸発乾固と同時発生する可能性のある異種の重大事故等は，「6.1 

設計上定める条件より厳しい条件の設定及び重大事故の想定箇所の特

定」に示すとおり，外的事象の「地震」及び「火山の影響」並びに内

的事象の「長時間の全交流動力電源の喪失」により，安全冷却水系，

安全圧縮空気系，プール水冷却系及び補給水設備が同時に機能を喪失

することから，これらの機能喪失により発生する放射線分解により発

生する水素による爆発及び使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷である。 

異なる種類の重大事故等の同時発生に対する重大事故等対策の有効

性については，「7.6 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の

対処」にまとめる。 

 (３) 重大事故等の連鎖 

  「7.2.1.2.3(１) 重大事故等の事象進展，事故規模の分析」に記載し

たとおり，内部ループへの通水実施時の事故時環境は，平常運転時と

大きく変わるものではなく，また，高レベル廃液等の状態も平常運転

時と大きく変わるものではないため，他の重大事故等が連鎖して発生

することはない。 

 

 

7.2.1.2.4 判断基準への適合性の検討 

  蒸発乾固の発生を未然に防止することを目的として，内部ループへの通



 
 

水手段を整備しており，これらの対策について，外的事象の「地震」を要

因として有効性評価を行った。 

  内部ループへの通水は，沸騰開始前までに内部ループへの通水に係る準

備作業を完了し，沸騰開始前に内部ループへ通水することで高レベル廃液

等の温度を沸点未満に維持し，高レベル廃液等が沸騰に至ることを防止し

ている。 

  評価条件の不確かさについて確認した結果，実施組織要員の操作時間に

与える影響及び評価結果に与える影響がないことを確認した。 

  また，外的事象の「地震」とは異なる特徴を有する外的事象の「火山

の影響 」を要因とした場合に有効性評価へ与える影響を分析した。 

  外的事象の「火山 の影響 」を要因とした場合には，建屋外における内

部ループへの通水の準備に要する時間に与える影響及び内部ループへの通

水の維持に与える影響を分析し，降灰予報（「やや多量」以上）を受けて

建屋外作業に着手すること及び除灰作業を織り込んだ作業計画を整備して

いる ことから ，内部ループへの通水の有効性へ与える影響が排除されて

いることを確認した。 

  以上の 有効性評価は ，蒸発乾固の発生が想定される５建屋 13 機器グル

ープ，53 貯槽等の全てにおいて重大事故等が同時発生することを前提と

して評価を実施し，上述のとおり重大事故等対策が有効であることを確認

した。また，想定される高レベル廃液等の状態において他の重大事故等が

連鎖して発生することがないことを確認し，想定される事故時環境におい

て，蒸発乾固の発生が想定される貯槽等に接続する安全機能を有する機器

が損傷又は機能喪失することはなく，他の重大事故等が連鎖して発生する

ことがないことを確認した。 



 
 

  以上のことから，内部ループへの通水により蒸発乾固の発生を未然に防

止できる。 

  以上より，「7.2.1.2.1(８) 判断基準」を満足する。 

  



 
 

7.2.2 蒸発乾固の拡大防止対策 

7.2.2.1 蒸発乾固の拡大防止対策の具体的内容 

7.2.2.1.1 貯槽等への注水及び冷却コイル等への通水 

内部ループへの通水が機能しなかった場合に備え，蒸発乾固の発生防

止対策で敷設する可搬型中型移送ポンプの下流側に，貯槽等内に注水す

るための可搬型建屋内ホース，弁等を敷設し，可搬型建屋内ホースと機器

注水配管の接続口を接続する。 

高レベル廃液等が沸騰に至った場合には，液位低下及びこれによる濃縮

の進行を防止するため，液位を一定範囲に維持するよう，第１貯水槽の

水を貯槽等内へ注水する。 

貯槽等への注水は，間欠注水を前提として実施するため，余裕のある注

水の作業時間を確保した上で，ルテニウムを内包する高レベル濃縮廃液

からのルテニウムの揮発が発生することがないよう，濃縮した状態であ

っても，高レベル濃縮廃液の温度が115℃以下であって，硝酸濃度が４規

定以下に収まる液量として，初期液量の70％に至る前までに貯槽等への

注水を開始する。 

また，事態を収束させるため，貯槽等への注水により高レベル廃液等の

濃縮の進行を防止しながら，蒸発乾固の発生防止対策で敷設する可搬型

中型移送ポンプの下流側に，冷却コイル等への通水のための可搬型建屋

内ホース，弁等を敷設し，可搬型建屋内ホースと各貯槽等の冷却コイル

等の接続口を接続した後，第１貯水槽の水を冷却コイル等へ通水する。

冷却に用いた水は可搬型排水受槽に一旦貯留した後，排水側の可搬型中

型移送ポンプを運転することで，敷設した排水経路を経由して第１貯水

槽に移送し，再び，冷却コイル等への通水の水源として用いる。 

各建屋の対策の概要を以下に示す。また，対策の系統概要図を第7.2－



 
 

５図に，対策の手順の概要を第7.2－６図に，各建屋の対策における手順

及び設備の関係を第7.2－24表及び第7.2－25表に，必要な要員及び作業

項目を第7.2－21図に示す。 

 

7.2.2.1.1.1 貯槽等への注水 

 (１) 貯槽等への注水の着手判断 

「7.2.1.1(１) 内部ループへの通水の着手判断」と同様である。 

貯槽等への注水の実施のための準備作業として以下の(２)及び(３)へ移

行する。 

 (２)  建屋外の水の給排水経路の構築 

「7.2.1.1(２) 建屋外の水供給経路の構築」と同様である。 

 (３) 貯槽等への注水の準備 

建屋内の注水経路を構築するために，給水用の可搬型中型移送ポン

プの下流側に可搬型建屋内ホースを敷設し，可搬型機器注水流量計を

可搬型建屋内ホースの経路上に設置する。 

可搬型建屋内ホースと機器注水配管を接続し，可搬型建屋内ホース

と可搬型建屋外ホースを接続することで，第１貯水槽から第7.2－１表

に示す貯槽等に注水するための経路を構築する。また，高レベル廃液

ガラス固化建屋においては，水の注水経路として冷却水注水配管も用

いる。 

常設重大事故等対処設備により貯槽等の液位を計測できない場合は，

第7.2－１表に示す貯槽等に可搬型貯槽液位計を設置し，第7.2－１表

に示す貯槽等に内包する高レベル廃液等の液位を計測する。また，第

7.2－１表に示す貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度の監視を継続

する。 



 
 

 (４) 貯槽等への注水の実施判断 

高レベル廃液等が沸騰に至り，高レベル廃液等の液量が初期液量の

70％まで減少する前に貯槽等への注水開始を判断し，以下の(５)へ移行

する。 

第7.2－１表に示す貯槽等への注水の実施を判断するために必要な監

視項目は，第7.2－１表に示す貯槽等の貯槽等液位及び貯槽等温度であ

る。 

 (５) 貯槽等への注水の実施 

第7.2－１表に示す貯槽等の可搬型貯槽液位計の指示値から貯槽等の

液位を算出し，貯槽等への注水量を決定した上で，可搬型中型移送ポ

ンプを運転し第１貯水槽の水を第7.2－１表に示す貯槽等に注水する。

注水流量は，可搬型機器注水流量計の指示値を基に調整する。 

決定した注水量の注水が完了した場合は，注水作業を停止し，第7.2

－１表に示す貯槽等の液位及び温度の監視を継続する。貯槽等の温度

の監視により沸騰が継続していることを確認し，かつ，貯槽等の液位

の監視により，貯槽等の液位が低下している場合には，高レベル廃液

等の初期液量の70％に相当する液位に至る前までに，第7.2－１表に示

す貯槽等への注水を再開する。 

貯槽等への注水時に確認が必要な監視項目は，貯槽等注水流量，第

7.2－１表に示す貯槽等の貯槽等液位及び貯槽等温度である。 

 (６) 貯槽等への注水の成否判断 

第7.2－１表に示す貯槽等の液位から，第7.2－１表に示す貯槽等に

注水されていることを確認することで，蒸発乾固の進行が防止されて

いることを判断する。 

蒸発乾固の進行が防止されていることを判断するために必要な監視



 
 

項目は，第7.2－１表に示す貯槽等の貯槽等液位である。 

 

 

7.2.2.1.1.2 冷却コイル等への通水 

 (１) 冷却コイル等への通水による冷却の着手判断 

   内部ループへの通水が機能しないことをもって冷却コイル等への通水

による冷却のための準備に着手することを判断する。 

冷却コイル等への通水による冷却のための準備の着手を判断するた

めに必要な監視項目は，第7.2－１表に示す貯槽等の貯槽等温度である。 

 (２)  建屋外の水の給排水経路の構築 

「7.2.1.1(２) 建屋外の水供給経路の構築」と同様である。 

 (３) 冷却コイル等への通水による冷却の準備 

   第7.2－１表に示す機器グループの内部ループへの通水が機能しない

場合には，冷却コイル等の損傷の有無を確認するため，給水用の可搬

型中型移送ポンプの下流側に，内部ループへの通水のために敷設した

可搬型建屋内ホースの他に，冷却コイル等への通水のために必要な可

搬型建屋内ホースを敷設し，可搬型冷却コイル圧力計及び可搬型冷却

コイル通水流量計を可搬型建屋内ホースの経路上に設置する。 

   可搬型建屋内ホースを冷却コイル等の給水側の接続口に接続し，冷却

コイル等の排水側の接続口の弁を閉め切った状態で，可搬型中型移送

ポンプにより第１貯水槽から送水し，通水経路を加圧することで，可

搬型冷却コイル圧力計の指示値から冷却コイル等の健全性を確認する。 

冷却に使用した水を可搬型排水受槽へ移送するために，可搬型建屋

内ホースを敷設する。 

可搬型建屋内ホースを冷却コイル等の排水側の接続口に接続し，可



 
 

搬型建屋内ホースと可搬型建屋外ホースを接続することで，冷却に使

用した水を可搬型排水受槽に排水するための経路を構築する。 

   また，高レベル廃液ガラス固化建屋においては，水の給排水経路とし

て冷却水給排水系も用いる。 

本対応は，貯槽等に内包する高レベル廃液等が沸騰に至るまでの時

間が短い貯槽等を優先して実施する。 

冷却コイル等への通水の準備は，準備作業及び実施に要する作業が

多く，他の拡大防止対策と同時に準備作業を実施した場合，大気中へ

の放射性物質の放出を抑制できる状態を整備する前に高レベル廃液等

が沸騰する可能性があることから，貯槽等への注水，凝縮器による発

生した蒸気及び放射性物質の除去，塔槽類廃ガス処理設備からセルへ

の導出経路の構築並びに可搬型フィルタ及び可搬型排風機を用いた代

替セル排気系による対応を優先して実施し，大気中への放射性物質の

放出を抑制できる状態を整備してから実施する。 

 (４) 冷却コイル等への通水による冷却の実施判断 

冷却コイル等への通水の準備が完了後直ちに，冷却コイル等への通

水の実施を判断し，以下の(５)へ移行する。 

 (５) 冷却コイル等への通水による冷却の実施 

可搬型中型移送ポンプを運転し第１貯水槽の水を健全性が確認され

た冷却コイル等に通水する。 

通水流量は，可搬型冷却コイル通水流量計の指示値を基に調整する。 

冷却コイル等への通水に使用した水は，可搬型冷却水排水線量計を

用いて汚染の有無を監視する。 

また，可搬型排水受槽に回収し，可搬型放射能測定装置を用いて汚

染の有無を確認した上で，第１貯水槽へ移送する。 



 
 

冷却コイル等への通水に必要な監視項目は，建屋給水流量，冷却コ

イル通水流量，第7.2－１表に示す貯槽等の貯槽等温度及び排水線量で

ある。 

 (６) 冷却コイル等への通水の成否判断 

第7.2－１表に示す貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度が沸点か

ら低下傾向を示していることを確認することにより，冷却コイル等へ

の通水による冷却機能が維持されていることを判断する。 

冷却機能が維持されていることを判断するために必要な監視項目は，

第7.2－１表に示す貯槽等の貯槽等温度である。 

 

7.2.2.1.2 セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 

高レベル廃液等が沸騰に至る場合に備え，セル導出設備の隔離弁を閉

止することで，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断し，貯槽等からの排気

をセルに導出するための常設重大事故等対処設備の塔槽類廃ガス処理設備

からセルに導出するユニットを開放する。 

本対応と並行して，当該排気経路に設置した凝縮器へ通水するため，

蒸発乾固の発生防止対策で敷設する可搬型中型移送ポンプの下流側に，

凝縮器へ通水するための可搬型建屋内ホース，弁等を敷設し，可搬型建屋

内ホースと凝縮器の接続口を接続し，第１貯水槽の水を凝縮器に通水する。 

高レベル廃液等が沸騰に至った場合には，排気をセルに導出する前に，

排気経路上の凝縮器により排気中の蒸気を凝縮させるとともに，凝縮器下

流側に設置したセル導出ユニットフィルタにより放射性物質を除去する。 

また，凝縮器で蒸気を凝縮させることにより発生する凝縮水は，セル

又は貯槽に回収し貯留する。 

回収先のセル又は貯槽の液位及び凝縮器下流側に設置している凝縮器



 
 

出口温度を確認することにより凝縮器が稼働していることを確認する。 

凝縮器の冷却に用いた水は，内部ループへの通水と同じ様に排水経路

を経由して第１貯水槽に移送し，再び，凝縮器への通水の水源として用い

る。 

凝縮器下流側に設置したセル導出ユニットフィルタの差圧が，凝縮器

通過後の排気の湿分により上昇する場合には，セル導出ユニットフィル

タをバイパスしてセルに導出する。 

貯槽等内においては，放射線分解により常に水素が発生しているため，

蒸発乾固が発生した場合においても，継続して水素掃気を実施する必要が

ある。一方，蒸発乾固発生時には，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断し，

貯槽等からの排気をセルに導出する。 

この際，セル排気系の排風機が機能喪失している場合，導出先セルの

圧力が上昇し，排気系統以外の場所から，放射性物質を含む気体の漏えい

が生じる可能性があるが，高レベル廃液等が沸騰に至る前であれば，排気

に含まれる放射性物質の濃度は平常運転時と同程度であり，セルへ導出す

る前に，セル導出ユニットフィルタで除去する。 

また，前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の貯槽等について

は，気相部の体積が大きく，水素濃度の上昇が緩やかであることから，導

出先セルの圧力上昇を抑制するため水素掃気用の圧縮空気の供給を停止し，

セル内の圧力上昇を防止する。 

セルへの放射性物質の導出後においては，セル排気系の高性能粒子フ

ィルタは１段であることから，代替セル排気系として，可搬型排風機，

可搬型発電機，可搬型ダクト及び可搬型フィルタを２段敷設し，主排気筒

へつながるよう，可搬型排風機，可搬型ダクトと可搬型フィルタを接続し，

可搬型ダクトとセル排気系を接続した後，可搬型排風機を運転することで



 
 

放射性エアロゾルを可搬型フィルタで除去しつつ，主排気筒を介して，大

気中に管理しながら放出する。 

各建屋の対策の概要を以下に示す。また，対策の系統概要図を第7.2－

５図に，対策の手順の概要を第7.2－６図に，各建屋の対策における手順

及び設備の関係を第7.2－26表に，必要な要員及び作業項目を第7.2－21

図に示す。 

 (１) セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応のための着

手判断 

「7.2.1.1(１) 内部ループへの通水の着手判断」と同様である。 

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応のための準

備作業として以下の(２)，(３)及び(４)へ移行する。 

 (２) 建屋外の水供給経路の構築 

「7.2.1.1(２) 建屋外の水供給経路の構築」と同様である。 

 (３) セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応のための準

備 

   前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋において，塔槽類廃ガス

処理設備の排風機が停止している場合には，水素掃気用の圧縮空気の

供給継続による大気中への放射性物質の放出を低減するため，貯槽等

へ水素掃気用の圧縮空気を供給する水素掃気用安全圧縮空気系の手動

弁を閉止する。 

   第7.2－１表に示す貯槽等に内包する高レベル廃液等の沸騰に伴い発

生する蒸気を凝縮し，放射性物質を除去するために，可搬型中型移送

ポンプの下流側に，凝縮器へ通水するための可搬型建屋内ホースを敷

設し，可搬型建屋内ホース及び凝縮器を接続する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋においては，凝縮器への水の供給経路



 
 

として凝縮器冷却水給排水系を用いるとともに，凝縮器通過後の排気

の排気経路として気液分離器も用いる。 

前処理建屋においては，凝縮器からの凝縮水の排水経路を構築する

ため，可搬型建屋内ホースも用いる。 

可搬型凝縮器通水流量計を可搬型建屋内ホースの経路上に設置する。 

常設重大事故等対処設備を用いて凝縮水回収セル等の液位を計測で

きない場合は，第7.2－27表に示す凝縮水回収セル等に可搬型漏えい液

受皿液位計及び可搬型凝縮水槽液位計を設置する。 

可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースを接続することにより，

第１貯水槽から凝縮器に水を通水するための経路を構築する。また，

可搬型凝縮器出口排気温度計を塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出

するユニットに設置する。 

セル排気系，可搬型フィルタ，可搬型ダクトと可搬型排風機を接続

する。また，可搬型フィルタ差圧計を可搬型フィルタに設置する。 

前処理建屋においては，排気経路を構築するため，主排気筒へ排出

するユニットを用いる。高レベル廃液ガラス固化建屋においては，蒸

気量が多いため，排気経路上に可搬型デミスタを設置する。  

可搬型排風機，各建屋の重大事故対処用母線（常設分電盤及び常設

電源ケーブル），可搬型分電盤，可搬型電源ケーブル及び各建屋の可

搬型発電機を接続する。 

常設重大事故等対処設備を用いて塔槽類廃ガス処理設備の圧力を計

測できない場合は，塔槽類廃ガス処理設備内の圧力を監視するため，

可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計を塔槽類廃ガス処理設備に設置する。 

また，常設重大事故等対処設備を用いて導出先セルの圧力を計測で

きない場合は，第7.2－28表に示す導出先セルの圧力を監視するため，



 
 

可搬型導出先セル圧力計を第7.2－28表に示す導出先セルに設置する。 

セル導出ユニットフィルタの差圧を監視するため，可搬型セル導出

ユニットフィルタ差圧計をセル導出ユニットフィルタに設置する。 

外的事象の「火山の影響」を要因として冷却機能が喪失した場合に

は，降灰により可搬型発電機が機能喪失することを防止するため，運

搬車を用いて可搬型発電機を各建屋内に敷設する。 

 (４) 塔槽類廃ガス処理設備からセルに導くための作業の実施判断 

塔槽類廃ガス処理設備の排風機が停止している場合には，沸騰に伴

い気相中へ移行する放射性物質又は水素掃気用の圧縮空気の供給継続

により移行する放射性物質を塔槽類廃ガス処理設備からセルに導くた

めの作業の実施を判断し，以下の(５)へ移行する。 

   塔槽類廃ガス処理設備の排風機が運転状態を維持している場合には，

水素掃気用の圧縮空気の供給継続により移行する放射性物質の大気中

への放出量を低減するため，塔槽類廃ガス処理設備の排風機の運転を

継続し，第7.2－１表に示す貯槽等に内包する高レベル廃液等の温度の

監視を継続する。温度の監視により，第7.2－１表に示すいずれかの貯

槽等に内包する高レベル廃液等の温度が85℃に至り，かつ，温度の上

昇傾向が続く場合には，その貯槽等が設置されている建屋について，

沸騰に伴い気相中へ移行する放射性物質又は水素掃気用の圧縮空気の

供給継続により移行する放射性物質を塔槽類廃ガス処理設備からセル

に導くための作業の実施を判断し，以下の(５)へ移行する。 

これらの実施を判断するために必要な監視項目は，第7.2－１表に示

す貯槽等の貯槽等温度である。 

 (５) セル導出設備の隔離弁の閉止及び塔槽類廃ガス処理設備からセルに

導出するユニットの開放 



 
 

   塔槽類廃ガス処理設備から第7.2－28表に示す導出先セルに放射性物

質を導出するため，セル導出設備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処

理設備と第7.2－28表に示す導出先セルを接続している塔槽類廃ガス処

理設備からセルに導出するユニットの手動弁及びセル導出設備の手動

弁を開放する。 

これにより，水素掃気用の圧縮空気に同伴する放射性物質が塔槽類

廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを経由して第7.2－28表に

示す導出先セルに導出される。 

また，沸騰に伴い塔槽類廃ガス処理設備の配管内の内圧が上昇した

場合，発生した放射性物質は，塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出

するユニットを経由して第7.2－28表に示す導出先セルに導出される。 

 (６) 凝縮器への冷却水の通水の実施判断 

凝縮器への通水の準備が完了後直ちに，凝縮器への通水の実施を判

断し，以下の(７)へ移行する。 

 

 (７) 凝縮器への冷却水の通水 

可搬型中型移送ポンプにより，第１貯水槽から凝縮器に通水する。

通水流量は，可搬型凝縮器通水流量計の指示値を基に調整する。 

凝縮器への通水に使用した水は，可搬型冷却水排水線量計を用いて

汚染の有無を監視する。また，可搬型排水受槽に回収した後，可搬型

放射能測定装置を用いて汚染の有無を確認した上で，第１貯水槽へ移

送する。 

凝縮器から発生する凝縮水は，第7.2－27表に示す凝縮水回収セル等

に回収し貯留する。 

凝縮器への通水時に必要な監視項目は，建屋給水流量，凝縮器通水



 
 

流量，凝縮水回収セル液位，凝縮水槽液位，凝縮器出口排気温度及び

排水線量である。 

 (８) セル導出ユニットフィルタの隔離 

   第7.2－１表に示す貯槽等に内包する高レベル廃液等が沸騰した後，

可搬型セル導出ユニットフィルタ差圧計により，セル導出ユニットフ

ィルタの差圧を監視し，セル導出ユニットフィルタの差圧が上昇傾向

を示した場合，セル導出ユニットフィルタを隔離し，バイパスライン

へ切り替える。 

これらの実施を判断するために必要な監視項目は，セル導出ユニッ

トフィルタ差圧である。 

 (９) 可搬型排風機の起動の判断 

可搬型排風機の運転の準備完了後，可搬型排風機の起動を判断する。 

 (10) 可搬型排風機の運転 

可搬型排風機を運転することで，平常運転時の排気経路以外の経路

からの大気中への放射性物質の放出を抑制し，セル内の圧力上昇を緩

和しつつ，可搬型フィルタにより放射性エアロゾルを除去し，主排気

筒を介して，大気中へ管理しながら放出する。 

また，可搬型フィルタ差圧計により，可搬型フィルタの差圧を監視

する。 

 (11) 大気中への放射性物質の放出の状態監視 

排気モニタリング設備により，主排気筒を介した大気中への放射性

物質の放出状況を監視する。 

排気モニタリング設備が機能喪失した場合は，可搬型排気モニタリ

ング設備により，主排気筒を介した大気中への放射性物質の放出状況

を監視する。 



 
 

 

7.2.2.2 蒸発乾固の拡大防止対策の有効性評価 

7.2.2.2.1 有効性評価 

 (１) 代表事例 

   「7.2.1.2.1(１) 代表事例」に示したとおりである。 

 (２) 代表事例の選定理由 

   「7.2.1.2.1(２) 代表事例の選定理由」に示したとおりである。 

 (３) 有効性評価の考え方 

   内部ループへの通水が有効に機能せず，高レベル廃液等が沸騰に至っ

た場合に，貯槽等への注水により貯槽等の液位を一定の範囲に維持で

き，また，冷却コイル等への通水により高レベル廃液等の温度が低下

傾向を示すかについて確認するため，高レベル廃液等の温度及び液位

の推移を評価する。 

   高レベル廃液等の温度の推移は，セルへの放熱を考慮せず断熱として

評価し，解析コードを用いず，水の定圧比熱等を用いた簡便な計算に

基づき算出する。また，高レベル廃液等の液位の推移の評価にあたっ

ては，高レベル廃液等が濃縮する過程において沸点が上昇するため，

崩壊熱の一部は顕熱として消費され，見かけ上，蒸発に寄与する崩壊

熱が減少することで蒸発速度が減少するが，評価上は顕熱としての消

費を考慮せず，全ての崩壊熱が蒸発に寄与するものとする。 

   また，貯槽等からの蒸気をセルに導出する際，凝縮器の機能が継続的

に維持できているか確認するため，凝縮器で発生する凝縮水量が回収

先のセルの漏えい液受皿等の容量を下回ることを確認する。 

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応に係る有効

性評価は，大気中への放射性物質の放出量を算出し，これをセシウム



 
 

－137換算した値（以下7.2では「大気中への放射性物質の放出量（セ

シウム－137換算）」という。）を評価する。 

この評価においては，貯槽等への注水及び冷却コイル等への通水の

実施状況を踏まえて，貯槽等に内包する高レベル廃液等の放射性物質

量，事故時の放射性物質の移行率，可搬型フィルタ，凝縮器及び放出

経路構造物による除染係数を考慮する。 

塔槽類廃ガス処理設備からセルへの導出経路の構築，凝縮器による

発生した蒸気及び放射性物質の除去，可搬型フィルタ及び可搬型排風

機を用いた代替セル排気系による対応に係る有効性評価においては，

解析コードを用いず，簡便な計算に基づき評価する。 

 (４) 有効性評価の評価単位 

   「7.2.1.2.1(４) 有効性評価の評価単位」に示したとおりである。 

 (５) 機能喪失の条件 

   「7.2.1.2.1(５) 機能喪失の条件」に示したとおりである。 

 (６) 事故の条件及び機器の条件 

   「高レベル廃液等の核種組成，濃度，崩壊熱密度」及び「高レベル廃

液等の液量」設定の考え方は，「7.2.1.2.1(６) 事故の条件及び機器の

条件」に記載したとおりである。 

高レベル廃液等の温度及び液位の推移の評価条件を第7.2－３表から

第7.2－７表に示す。 

蒸発乾固の拡大防止対策に使用する機器を第7.2－８表に示す。また，

主要な機器の条件を以下に示す。 

 ａ．可搬型中型移送ポンプ 

可搬型中型移送ポンプは，１台当たり約240ｍ３／ｈの容量を有し，

貯槽等への注水，冷却コイル等への通水及び凝縮器への通水を実施す



 
 

る場合には，前処理建屋における蒸発乾固の拡大防止対策の実施に対

して１台，分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋における蒸発乾固の拡大防止対策の実施に対して１台を兼用し，高

レベル廃液ガラス固化建屋における蒸発乾固の拡大防止対策の実施に

対して１台を使用し，貯槽等への注水，冷却コイル等への通水及び凝

縮器への通水を実施するのに必要な水を供給できる設計としているこ

とから，各貯槽等への水の供給流量は，内包する高レベル廃液等の崩

壊熱を踏まえて調整し，以下に示す設定値以上で通水する。 

また，「7.2.1 蒸発乾固の発生防止対策」に示す内部ループへの通

水の実施に必要な水の供給は，同じ可搬型中型移送ポンプを用いて実

施する。 

 (ａ) 蒸発速度の３倍の流量を想定した場合の貯槽等への注水流量 

前処理建屋 3.3×10－１ｍ３／ｈ 

分離建屋 6.1×10－１ｍ３／ｈ 

精製建屋 4.0×10－１ｍ３／ｈ 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 9.3×10－２ｍ３／ｈ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 5.5ｍ３／ｈ 

 (ｂ) 冷却コイル等への通水流量 

前処理建屋 2.3ｍ３／ｈ 

分離建屋 5.2ｍ３／ｈ 

精製建屋 2.8ｍ３／ｈ 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 1.0ｍ３／ｈ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 51ｍ３／ｈ 

 (ｃ) 凝縮器への通水流量 

前処理建屋 10ｍ３／ｈ 



 
 

分離建屋 30ｍ３／ｈ 

精製建屋 6.0ｍ３／ｈ 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 6.0ｍ３／ｈ 

高レベル廃液ガラス固化建屋 45ｍ３／ｈ 

 ｂ．セル導出設備の隔離弁 

セル導出設備の隔離弁を閉止することにより，塔槽類廃ガス処理設

備の配管の流路を遮断する。 

 ｃ．塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット 

塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを開放すること

により，塔槽類廃ガス処理設備の放射性物質を塔槽類廃ガス処理設備

から凝縮器及び塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット

（フィルタ）を経由して放射性物質の導出先セルに導出する。 

 ｄ．可搬型発電機 

可搬型発電機は１台当たり約80ｋＶＡの容量を有し，前処理建屋の

可搬型排風機の運転に対して１台，分離建屋の可搬型排風機の運転に

対して１台，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可搬

型排風機の運転に対して１台を兼用し，高レベル廃液ガラス固化建屋

の可搬型排風機の運転に対して１台を使用することで，可搬型排風機

を起動し，運転するのに必要な電力を供給できる設計としていること

から，以下に示す必要な電力を供給できる。 

前処理建屋の可搬型排風機 約5.2ｋＶＡ（起動時 約32ｋＶＡ） 

分離建屋の可搬型排風機 約5.2ｋＶＡ（起動時 約32ｋＶＡ） 

精製建屋の可搬型排風機 約5.2ｋＶＡ（起動時 約32ｋＶＡ） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可搬型排風機 

 約5.2ｋＶＡ（起動時 約32ｋＶＡ） 



 
 

高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型排風機 

 約5.2ｋＶＡ（起動時 約32ｋＶＡ） 

 ｅ．凝縮器 

凝縮器は貯槽等からの蒸気を凝縮させるために必要な除熱能力を有

する。 

 ｆ．凝縮水回収先セルの漏えい液受皿等 

前処理建屋の凝縮水回収先セルである放射性配管分岐第１セルの漏

えい液受皿の容量は約20ｍ３，分離建屋の凝縮水回収先貯槽である第１

供給槽及び第２供給槽の容量は合計で約27ｍ３，分離建屋の凝縮水回収

先セルである放射性配管分岐第１セルの漏えい液受皿の容量は約22ｍ３，

精製建屋の凝縮水回収先セルである精製建屋一時貯留処理槽第１セル

の漏えい液受皿の容量は約5.3ｍ３，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋の凝縮水回収先セルである凝縮廃液受槽Ａセル，凝縮廃液受槽Ｂセ

ル及び凝縮廃液貯槽セルの漏えい液受皿の容量は合計で約17ｍ３であり，

これらを凝縮水受入可能量として確保する。また，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋の凝縮水回収先セルである固化セルは，固化セル内がステ

ンレス鋼の内張りが施されていることを考慮し，セル貫通部高さまで

の容量として約1,300ｍ３を凝縮水受入れ可能量として確保する。 

 (３) 操作の条件 

貯槽等への注水に係る準備作業は，安全冷却水系の冷却機能の喪失

から高レベル廃液等が沸騰に至る前までに開始し，沸騰に至るまでの

時間が最も短い精製建屋では９時間後までに準備作業を完了する。ま

た，貯槽等の液位を監視しつつ，高レベル廃液等の液量が初期液量の

70％に減少する前までに貯槽等への直接注水を開始する。 

冷却コイル等への通水に係る準備作業については，貯槽等への注水



 
 

により沸騰継続による高レベル廃液等の濃縮を防止することから，冷

却コイル等への通水実施に対する制限時間はないが，事態の収束のた

め速やかに準備作業を完了する。冷却コイル等への通水の実施は準備

作業が完了次第開始し，沸騰の継続時間が最も長くなる精製建屋にお

いても安全冷却水系の冷却機能の喪失から30時間40分後までに冷却コ

イル等への通水を開始する。 

貯槽等への注水の準備作業時に想定される作業環境を考慮した貯槽

等への注水に必要な作業と所要時間及び冷却コイル等への通水に必要

な作業と所要時間を，精製建屋を例として第7.2－21図に示す。 

沸騰に伴い気相中に移行する放射性物質を放射性物質の導出先セル

に導くための塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットへの

切替操作は，安全冷却水系の冷却機能の喪失から高レベル廃液等が沸

騰に至る前までに準備が整い次第開始し，沸騰に至るまでの時間が最

も短い精製建屋では２時間25分後までに作業を完了する。 

前処理建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋における水素掃気用の

圧縮空気の停止操作は45分後までに完了する。 

凝縮器への通水は，安全冷却水系の冷却機能の喪失から高レベル廃

液等が沸騰に至る前までに準備作業が完了次第開始し，沸騰に至るま

での時間が最も短い精製建屋では８時間30分後までに凝縮器への通水

を開始する。 

代替セル排気系による排気は，安全冷却水系の冷却機能の喪失から

高レベル廃液等が沸騰に至る前までに準備が整い次第開始し，沸騰ま

での時間が最も短い精製建屋では６時間40分後までに開始する。 

精製建屋を例として，これらの対策の準備及び実施時に想定される

作業環境を考慮した必要な作業と所要時間を第7.2－21図に示す。また，



 
 

安全冷却水系の冷却機能の喪失から第7.2－１表に示す貯槽等に内包す

る高レベル廃液等が沸騰に至るまでの時間を第7.2－９表，第7.2－12

表，第7.2－15表，第7.2－18表及び第7.2－21表に示す。 

 (４) 放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な展開 

   「高レベル廃液等の核種組成，濃度，崩壊熱密度」及び「高レベル廃

液等の保有量」設定の考え方は，「7.2.1.2.1(６) 事故の条件及び機器

の条件」に記載したとおりである。 

主排気筒を介した大気中への放射性物質の放出量の評価は，高レベ

ル廃液等の沸騰前の水素掃気用の圧縮空気に同伴する放射性物質の放

出量評価及び高レベル廃液等の沸騰後の冷却コイル等への通水の実施

により事態が収束するまでの主排気筒を介した大気中への放射性物質

の放出量評価に分けられる。 

有効性評価における大気中への放射性物質の放出量は，重大事故等

が発生する貯槽等に内包する放射性物質量に対して，高レベル廃液等

が沸騰を開始してから乾燥し固化に至るまでの期間のうち，放射性物

質の放出に寄与する時間割合，高レベル廃液等の沸騰に伴い気相中に

移行する放射性物質の割合，大気中への放出経路における除染係数の

逆数を乗じて算出する。 

また，算出した大気中への放射性物質の放出量にセシウム－137への

換算係数を乗じて，大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137換

算）を算出する。セシウム－137への換算係数は，ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤ

ＯＣ－1162
（ １ ）

に示される，地表沈着した放射性物質からのガンマ線によ

る外部被ばく及び再浮遊した放射性物質の吸入摂取による内部被ばく

に係る実効線量への換算係数
（ １ ）

を用いて，セシウム－137と着目核種との

比から算出する。ただし，プルトニウム等の一部の核種は，化学形態



 
 

による影響の違いを補正する 係 数
（１）（２）

を乗じて算出する。 

 ａ．高レベル廃液等の沸騰前の水素掃気用の圧縮空気に同伴する放射性

物質の放出量評価 

   高レベル廃液等の沸騰前の水素掃気用の圧縮空気に同伴する放射性物

質の放出量評価の評価条件については，「7.3.2.2 水素爆発の拡大防

止対策の有効性評価」の「(４) 放出量評価に関連する機器の条件及び

操作の条件の具体的な展開」の「ⅰ．空気貯槽等から供給する圧縮空

気に同伴する放射性物質の放出量評価」に示すとおりである。 

 ｂ．高レベル廃液等の沸騰後の事態の収束までの主排気筒を介した大気

中への放射性物質の放出量評価 

 (ａ) 貯槽等に内包する放射性物質量 

第7.2－１表に示す貯槽等に内包する高レベル廃液等の放射性物質の

濃度は，１日当たり処理する使用済燃料の平均燃焼度45,000ＭＷｄ／

ｔ・ＵＰｒ，照射前燃料濃縮度4.5ｗｔ％，比出力38ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ，

冷却期間15年を基に算出した平常運転時の最大値とする。 

また，貯槽等に内包する放射性物質量は，上記において算出した放

射性物質の濃度に，第7.2－１表の貯槽等に内包する高レベル廃液等の

体積を乗じて算出する。 

 (ｂ) 高レベル廃液等が沸騰を開始してから乾燥し固化に至るまでの期間

のうち，放射性物質の放出に寄与する時間割合 

高レベル廃液等が沸騰を開始してから乾燥し固化に至るまでの時間

のうち，放射性物質の放出に寄与する時間割合は，貯槽等ごとに算出

する。 

算出方法は，沸騰開始から冷却コイル等への通水により事態が収束

するまでの沸騰継続時間を高レベル廃液等が沸騰を開始してから乾燥



 
 

し固化に至るまでの時間で除して算出する。 

沸騰継続時間は，貯槽等の高レベル廃液等の液量と崩壊熱密度から

高レベル廃液等の潜熱を考慮して算出する。 

貯槽等ごとの設定値を第7.2－29表から第7.2－33表に示す。また，

高レベル廃液等が沸騰に至る前までに冷却コイル等への通水により事

態が収束する貯槽等については，沸騰に至らず，気相中への放射性物

質の移行がないため設定値は０とする。 

また，安全冷却水系の冷却機能が喪失する直前まで，安全冷却水系

が１系列運転されていたものとし，安全冷却水系の冷却機能の喪失か

ら第7.2－１表に示す貯槽等に内包する高レベル廃液等が沸騰に至るま

での時間は，各貯槽等の高レベル廃液等の崩壊熱密度から算出する。 

 (ｃ) 高レベル廃液等の沸騰に伴い気相中に移行する放射性物質の割合 

高レベル廃液等の沸騰に伴い気相中に移行する放射性物質の割合は，

模擬高レベル廃液400ｍＬを蒸気流速が1.1ｃｍ／ｓとなるように沸騰

させ，模擬高レベル廃液が乾燥し固化に至り，乾固物の温度が140℃に

到達するまでの間に，試料容器以降で捕集された物質の割合を測定し

た試験に基づき，積算移行率を0.005 ％
（３）

とする。模擬高レベル廃液を沸

騰させた試験では，ブロアにより流量10Ｌ／ｍｉｎでの吸引及び試験

装置内の圧力を一定に保つためのＮ２ガスの自動供給が実施されるため，

積算移行率には，Ｎ２ガスによる掃気に起因する放射性物質の移行も含

まれる。また，高さ約0.8ｍでは，本来，積算移行率に含まれない粗大

粒子を含むおそれがあるが，安全余裕を見込んだ積算移行率として

0.005％を採用している。 

 (ｄ) 大気中への放出経路における除染係数 

第7.2－１表に示す貯槽等に内包する高レベル廃液等で，事態の収束



 
 

までに沸騰に伴い発生した放射性物質を含む蒸気は，凝縮器による蒸

気の凝縮及び放射性物質の除去を経て，塔槽類廃ガス処理設備からセ

ルに導出するユニットから放射性物質の導出先セルに導出され，可搬

型フィルタ及び主排気筒を介して，大気中へ管理しながら放出する。 

放出経路構造物への沈着による放射性エアロゾルの除染係 数
（４）

は，10

とする。 

凝縮器による放射性エアロゾルの除染係 数
（５）

は，10とする。 

また，可搬型フィルタは，１段あたり10３以上（0.3μｍＤＯＰ粒子）

の除染係数を有し，２段で構成する。可搬型フィルタの放射性エアロ

ゾルの除染係 数
（６）

は，凝縮器による蒸気の凝縮により可搬型フィルタが

設計上の除染能力を発揮できることから10５とする。 

凝縮器下流に設置するセル導出ユニットフィルタの除染係数は，蒸

気によって劣化する可能性を考慮し評価上考慮しない。 

 (５) 判断基準 

蒸発乾固の拡大防止対策の有効性評価の判断基準は以下のとおりと

する。 

 ａ．貯槽等への注水 

   高レベル廃液等が沸騰に至った場合であっても，第１貯水槽から貯槽

等へ注水することで，貯槽等の液位を一定範囲に維持できること。 

 ｂ．冷却コイル等への通水 

高レベル廃液等が沸騰に至った場合であっても，冷却コイル等へ通

水することにより，高レベル廃液等の温度が沸点から低下傾向を示し，

高レベル廃液等が未沸騰状態を継続して維持できること。 

 ｃ．凝縮器への通水 

   事態の収束までに発生する凝縮水の発生量が，凝縮水の回収先セルの



 
 

漏えい液受皿等の容量を下回ること。 

 ｄ．セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 

冷却コイル等への通水による事態の収束までに大気中へ放出される

放射性物質の放出量が，セシウム－137換算で100ＴＢｑを十分下回る

ものであって，かつ，実行可能な限り低いこと。 

 

7.2.2.2.2 有効性評価の結果 

 (１) 有効性評価の結果 

 ａ．貯槽等への注水 

沸騰に至るまでの時間が最も短い貯槽等を有する精製建屋における

可搬型中型移送ポンプによる貯槽等への注水に係る準備作業は，安全

冷却水系の冷却機能の喪失から55人にて９時間で作業を完了するため，

安全冷却水系の冷却機能の喪失から沸騰に至るまでの時間である11時

間以内に注水準備の完了が可能である。 

高レベル廃液等が沸騰に至り液位が低下するが，液位を監視しつつ

貯槽等への注水を高レベル廃液等の蒸発速度を上回る注水流量で適時

実施することにより，高レベル廃液等の液量は貯槽等の事故発生直前

の初期液量の70％を下回ることなく維持でき，液位を一定範囲に維持

できる。 

また，ルテニウムを含む高レベル濃縮廃液を内包する貯槽等におい

て，高レベル濃縮廃液の温度を120℃未満に維持でき，揮発性のルテニ

ウムが生成することはない。 

以上の有効性評価結果を第7.2－９表から第7.2－23表に，対策実施

時のパラメータの推移を第7.2－22図から第7.2－26図に示す。 

 ｂ．冷却コイル等への通水 



 
 

蒸発乾固の発生防止対策が機能しなかった場合に実施する冷却コイ

ル等への通水による貯槽等に内包する高レベル廃液等の冷却は，健全

な冷却配管が１本あれば可能であり，高レベル廃液等が沸騰に至って

から冷却コイル等への通水が実施されるまでの時間が最も長い精製建

屋内部ループ１に属する貯槽等に対して冷却コイル等への通水を実施

する場合，精製建屋における可搬型中型移送ポンプによる冷却コイル

等への通水に係る準備作業は，安全冷却水系の冷却機能の喪失から51

人にて30時間40分で作業を完了できる。 

冷却コイル等への通水実施後は，高レベル廃液等の温度が沸点から

低下傾向を示し，高レベル廃液等の平衡温度が最も高いプルトニウム

濃縮液受槽において約75℃で平衡に至る。 

同様に，上記以外の機器グループである精製建屋内部ループ２に属

する貯槽等に対して冷却コイル等への通水を実施する場合，精製建屋

で安全冷却水系の冷却機能の喪失から53人にて37時間30分で作業を完

了し実施できる。冷却コイル等への通水実施後は，高レベル廃液等の

温度が沸点から低下傾向を示し，高レベル廃液等の平衡温度は最も温

度が高いプルトニウム溶液受槽において約70℃である。 

以上の有効性評価結果を第7.2－９表から第7.2－23表に，対策実施

時のパラメータの推移を第7.2－22図から第7.2－26図に示す。 

 ｃ．凝縮器への通水 

   沸騰に至るまでの時間が最も短い貯槽等を有する精製建屋における可

搬型中型移送ポンプによる凝縮器への通水は，安全冷却水系の冷却機

能の喪失から47人にて８時間30分で実施できるため，安全冷却水系の

冷却機能の喪失から沸騰に至るまでの時間である11時間以内に凝縮器

への通水が可能である。 



 
 

高レベル廃液等の沸騰から事態の収束までの凝縮水の発生量は，漏

えい液受皿の容量に対して凝縮水発生量の占める割合が大きい精製建

屋において約３ｍ３であり，凝縮水の発生量は回収先セルの漏えい液受

皿等の容量を十分下回る。 

事態が収束するまでに発生する凝縮水の発生量の詳細を第7.2－11表，

第7.2－14表，第7.2－17表，第7.2－20表及び第7.2－23表に示す。 

 ｄ．セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応による排気

の実施は，沸騰に至るまでの時間が最も短い精製建屋においても，安

全冷却水系の冷却機能の喪失から63人にて５時間40分で実施できるた

め，安全冷却水系の冷却機能の喪失から沸騰に至るまでの時間である

11時間以内に代替セル排気系による排気が可能である。 

セル導出経路の系統構成，凝縮器への通水，代替セル排気系による

排気により，高レベル廃液等の沸騰から事態の収束までの大気中への

放射性物質の放出量（セシウム－137換算）は，前処理建屋において約

６×10－13ＴＢｑ，分離建屋において約５×10－７ＴＢｑ，精製建屋にお

いて約５×10－６ＴＢｑ，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋において

約３×10－７ＴＢｑ，高レベル廃液ガラス固化建屋において約４×10－６

ＴＢｑとなり，合計で約１×10－５ＴＢｑとなる。 

なお，継続して実施される水素掃気用の圧縮空気の供給により，導

出先セルの圧力が上昇し，平常運転時の排気経路以外の場所から放射

性物質を含む気体の漏えいのおそれがあるが，上記の放出量は，この

寄与分も含めた結果である。 

平常運転時の排気経路以外の場所から放射性物質の放出継続時間は，

最も長い分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋



 
 

で３時間10分であり，大気中への放出に至る建屋内の移行経路を踏ま

えればその影響はわずかである。 

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応は，蒸発乾

固に伴い気相中へ移行する放射性物質に対して各々十分な除染係数を

確保している。また，放射性物質のセルへの導出に係る準備作業，凝

縮器への通水に係る準備作業及び可搬型フィルタ，可搬型デミスタ，

可搬型排風機，可搬型ダクトをセル排気系に接続し，主排気筒を介し

て大気中へ放射性物質を管理放出するための準備作業は，高レベル廃

液等が沸騰に至る前で実行可能な限り早期に完了させ，これらを稼動

させることで，事態が収束するまでの主排気筒を介した大気中への放

射性物質の放出量（セシウム－137換算）は，100ＴＢｑを十分下回る

ものであって，かつ，実行可能な限り低い。 

以上の有効性評価結果を第7.2－９表から第7.2－23表に，対策実施

時のパラメータの推移を第7.2－27図から第7.2－36図に示す。 

各建屋の主排気筒を介した大気中への放射性物質の放出量及び大気

中への放射性物質の放出量（セシウム－137換算）の詳細を第7.2－34

表から第7.2－37表及び第7.2－38表に示す。また，放射性物質が大気

中に放出されるまでの過程を第7.2－37図から第7.2－40図に示す。 

 (２) 不確かさの影響評価 

 ａ．事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 

 (ａ) 想定事象の違い 

   「7.2.1.2.2(２)ａ．(ａ) 想定事象の違い」に記載したとおりである。 

 (ｂ) 実際の熱条件の影響 

沸騰に至るまでの時間に与える影響は，「7.2.1.2.2(２)ａ．(ｂ) 実際

の熱条件の影響」に記載したとおりである。 



 
 

貯槽等への注水の実施間隔に与える影響は，高レベル廃液等の液量

が初期液量の70％に減少するまでの時間が影響する。高レベル廃液等

の濃縮に伴う沸点の上昇は５℃程度であり，例えばプルトニウム濃縮

液１ｍ３の場合，30％分の水の蒸発に消費される熱量が約4.5×10８Ｊな

のに対し，５℃の温度上昇に必要な熱量が約２×10７Ｊであり，崩壊熱

の約５％が顕熱として消費されることが想定される。 

したがって，初期液量から70％の液量に至るまでの時間が数％延び

ることになる。 

以上より，実際の熱条件の下では，高レベル廃液等の液量が初期液

量の70％に至るまでの時間は，全ての高レベル廃液等においてより長

い時間となる可能性があるが，時間余裕が延びる方向の変動であるこ

とから，実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響はない。 

 (ｃ) セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応の有効性評

価に用いるパラメータの不確かさ 

事態の収束までの大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137換

算）は，気相中に移行する放射性物質の移行割合や放出経路における

放射性物質の除染係数に不確かさがある。 

仮に移行した放射性物質に気体状の放射性物質が含まれていた場合，

放射性物質の移行率に変動があった場合及び冷却コイル等への通水ま

での時間に変動があった場合，放出量が１桁程度増加する可能性があ

る。一方，放出量評価に用いた高レベル廃液等の核種組成や放出経路

上での除染係数を評価が厳しくなるよう設定しており，放出量がさら

に小さくなることが想定される。 

この様に不確かさを有するものの，これらを考慮した場合でも判断

基準を満足することに変わりはない。 



 
 

不確かさを考慮した各パラメータの幅を以下に示す。 

  ⅰ．高レベル廃液等の沸騰前の水素掃気用の圧縮空気に同伴する放射性

物質の放出量評価 

    高レベル廃液等の沸騰前の水素掃気用の圧縮空気に同伴する放射性

物質の放出量評価の設定パラメータの不確かさについては，

「7.3.2.2 水素爆発の拡大防止対策の有効性評価」に示すとおりで

ある。 

  ⅱ．高レベル廃液等の沸騰後の事態の収束までの放射性物質の放出量評

価 

  (ⅰ) 貯槽等に内包する放射性物質量 

貯槽等に内包する放射性物質量は，再処理する使用済燃料の燃焼条

件の変動幅を考慮すると，放射性物質量の最大値は，１桁未満の下振

れを有する。 

また，再処理する使用済燃料の冷却期間によっては，減衰による放

射性物質量のさらなる低減効果を見込める可能性がある。 

  (ⅱ) 高レベル廃液等が沸騰を開始してから乾燥し固化に至るまでの期間

のうち，放射性物質の放出に寄与する時間割合 

高レベル廃液等が沸騰を開始してから乾燥し固化に至るまでの期間

のうち，放射性物質の放出に寄与する時間割合は，蒸発乾固の発生が

想定される高レベル廃液等の崩壊熱密度に依存するパラメータであり，

再処理する使用済燃料の燃焼条件の変動幅を考慮すると，崩壊熱密度

の最大値は，１桁未満の下振れを有する。 

また，再処理する使用済燃料の冷却期間によっては，減衰による崩

壊熱密度のさらなる低減効果を見込める可能性がある。 

一方，高レベル廃液等が沸騰を開始してから乾燥し固化に至るまで



 
 

の期間のうち，放射性物質の放出に寄与する時間割合は，冷却コイル

等への通水が実施されるタイミングに依存する。 

冷却コイル等への通水の準備及び実施は，高レベル廃液等が沸騰に

至った後に実施されることから，作業環境が悪化している可能性があ

り，これに伴い冷却コイル等への通水の準備及び実施が遅れる可能性

がある。 

このため，放射性物質の放出に寄与する時間割合は，大気中への放

射性物質の放出量（セシウム－137換算）に対する感度が大きいと考

えられる。この感度を把握するため，冷却コイル等への通水の準備の

計画値である30時間40分に対し，安全側の想定として，冷却コイル等

への通水の準備にさらに24時間の時間を要し，54時間40分後に冷却コ

イル等への通水が開始されたと想定した場合，放射性物質の放出量は

約３倍となり，条件によっては，設定値に対して１桁未満の上振れを

有する可能性がある。 

  (ⅲ) 高レベル廃液等の沸騰に伴い気相中に移行する放射性物質の割合 

高レベル廃液等の沸騰に伴い気相中に移行する放射性物質の割合は，

実験値に基づき安全余裕を見込んで0.005％を設定しているが，実験

体系が実機の体系を全て網羅できていないため，体系に起因した不確

かさが存在する。 

上限値としては，臨界に伴う沸騰時の移行率である0.05％がある。 

また，実験値に対して安全余裕を見込んで設定しているため，１桁

未満の下振れを有する。 

また，設定した移行率は，沸騰開始から乾燥し固化に至るまでの間

の積算移行率を確認した実験に基づき設定しているため，沸騰初期と

乾燥し固化に至る沸騰晩期とでは，高レベル廃液等の性状が異なり，



 
 

性状に応じて移行率が変化する可能性がある。 

これについては，移行率の設定にあたって参照した実験における積

算移行率の時間変化を確認し，沸騰初期と沸騰晩期において有意な差

を確認できなかったことから，高レベル廃液等の性状の差が移行割合

に与える影響は無視できる。 

以上より，設定値に対して１桁未満の下振れを有するとともに，条

件によっては，設定値に対して１桁程度の上振れを有する可能性があ

る。 

  (ⅳ) 大気中への放出経路における除染係数 

大気中への放出経路における除染係数は，設定値に対して，凝縮器

による除去効果として１桁程度の下振れを有するとともに，各建屋の

塔槽類廃ガス処理設備の構造的な特徴並びに放射性物質の導出先セル

及び各建屋のセル排気系の構造的な特徴として，大気中への放射性物

質の放出量は１桁程度の下振れを有する。 

さらに，第 7.2－１表に示す貯槽等から放射性物質の導出先セルま

での放出経路上の塔槽類廃ガス処理設備の配管は，曲がり部が多く数

十ｍ以上の長さがあり，塔槽類廃ガス処理設備は多数の機器で構成さ

れることにより，放射性エアロゾルの沈着による除去が期待できる。 

また，凝縮器による蒸気の凝縮効果により放射性物質を大気中へ押

し出すエネルギの減衰が期待できる。 

また，放射性物質の導出先セルへの導出後においては，放射性物質

を導出先セルへ導出することによる放射性エアロゾルの重力沈降によ

る除去，代替セル排気系 のダクトの曲がり部における慣性沈着及び

圧力損失による放射性物質を大気中へ押し出すエネルギの減衰により

放射性エアロゾルの除去が期待できるため，条件によっては，大気中



 
 

への放射性物質の放出量は１桁程度の下振れを見込める可能性がある。 

一方，条件によっては設定値に対して，凝縮器による除去効果，塔

槽類廃ガス処理設備の構造的な特徴並びに放射性物質の導出先セル及

び各建屋の 代替セル排気系 の構造的な特徴全体で，大気中への放射

性物質の放出量は１桁程度の上振れを有する可能性がある。 

沸騰に伴い気相中へ移行する放射性物質に気体状の放射性物質が含

まれていた場合には，放出経路上の除染係数が期待できず，大気中へ

の放射性物質の放出量は，高レベル廃液ガラス固化建屋の場合で大気

中への放射性物質の放出量は１桁程度増加する可能性がある。 

 (ｄ) 貯槽等への注水による高レベル廃液等の温度低下に起因する不確かさ 

沸騰している高レベル廃液等へ注水することにより，沸騰状態にあ

る高レベル廃液等が未沸騰状態へ移行することで放射性物質の放出量

が低減する可能性がある。 

貯槽等への注水により高レベル廃液等の温度を沸点未満に下げるた

めには，高レベル廃液等が有する崩壊熱に対して，注水される水が沸

点に至るまでの熱量（顕熱）が大きくなければならず，蒸発速度の約

８倍以上の注水速度で注水する必要がある。 

貯槽等への注水では，過剰な量の注水による貯槽等内の高レベル廃

液等のオーバーフローの可能性があり，いかなる条件においても蒸発

速度の８倍以上の注水流量を確保することが困難であることから，貯

槽等への注水による放射性物質の放出量低減に係る不確かさの幅は設

定しない。 

 ｂ．操作の条件の不確かさの影響 

 (ａ) 実施組織要員の操作 

「7.2.1.2.1(２)ｂ．(ａ) 実施組織要員の操作」に記載したとおりであ



 
 

る。 

 (ｂ) 作業環境 

高レベル廃液等が沸騰に至るまでは有意な作業環境の悪化はなく，

貯槽等への注水の準備，セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系

による対応に関する対策の準備及び実施は，高レベル廃液等が沸騰に

至る前までに実施することから，作業環境が実施組織要員の操作の時

間余裕に影響を与えることはない。 

 

7.2.2.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 

 (１) 重大事故等の事象進展，事故規模の分析 

高レベル廃液等が沸騰に至った場合には，拡大防止対策として，第

１貯水槽から貯槽等へ水を注水する。 

   貯槽等への注水は，貯槽等に内包する高レベル廃液等が初期液量の

70％まで減少する前に実施する。 

   さらに，貯槽等に内包する高レベル廃液等の沸騰開始後の事態収束

のため，冷却コイル等への通水を実施し，蒸発乾固を想定する貯槽等

に内包する高レベル廃液等を冷却することで，未沸騰状態に導くとと

もに，これを維持する。 

   以上の拡大防止対策を考慮した時の高レベル廃液等の状態及び高レベ

ル廃液等の状態によって生じる事故時環境は次のとおりである。 

 ａ．高レベル廃液等の状態 

蒸発乾固の発生を想定する貯槽等に内包されている高レベル廃液等

は，溶解液，抽出廃液，プルトニウム溶液（24ｇＰｕ／Ｌ），プルトニ

ウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）及び高レベル濃縮廃液である。 

   蒸発乾固は，平常運転時に貯槽等に内包する高レベル廃液等に対して，



 
 

異なる溶液が混入して発生する事象ではなく，冷却機能の喪失により

発生する事象であるため，高レベル廃液等の組成が変化することはな

い。 

一方，拡大防止対策である貯槽等への注水は間欠注水にて実施する

ため，高レベル廃液等が濃縮及び希釈を繰り返す。 

この過程における高レベル廃液等の状態変化のうち温度は，プルト

ニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）において最大で約120℃まで上昇する。 

また，ルテニウムを内包する高レベル濃縮廃液において約110℃まで

上昇する。 

核燃料物質等の濃度及び崩壊熱密度は，プルトニウム濃縮液（250ｇ

Ｐｕ／Ｌ）において初期値の約1.5倍まで，高レベル濃縮廃液において

初期値の約1.2倍まで上昇する。 

一方，溶解液，抽出廃液及びプルトニウム溶液（24ｇＰｕ／Ｌ）は，

高レベル廃液等が沸騰に至る前に冷却コイル等への通水が開始される

ため，溶解液，抽出廃液及びプルトニウム溶液（24ｇＰｕ／Ｌ）が濃

縮することはない。 

また，高レベル廃液等は温度上昇及び濃縮するのみであり，貯槽等

に内包する放射性物質量及び崩壊熱自体が変わることはない。高レベ

ル廃液等の硝酸濃度は，最大でもプルトニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）

の約９規定であり，高レベル濃縮廃液の場合，約３規定である。また，

冷却コイル等への通水が実施される時間が初期液量の70％に至るまで

の時間より長いプルトニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）は，貯槽等への

注水により希釈され，この時のプルトニウム濃縮液の硝酸濃度は約５

規定となる。 

 ｂ．高レベル廃液等の状態によって生じる事故時環境 



 
 

 (ａ) 温度 

高レベル廃液等の温度は，各貯槽等における冷却コイル等への通水

を開始した時の温度又は高レベル廃液等が初期液量の 70％まで減少し

た時の温度を基に設定しており，「7.2.2.2.3(１)ａ．高レベル廃液等の

状態 」に記載したとおり最大でも約 122℃である。 

高レベル廃液等の具体的な温度は，以下のとおりである。 

 プルトニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ） 

  ：122℃（70％濃縮時の温度） 

 プルトニウム溶液（24ｇＰｕ／Ｌ） 

  ：65℃（冷却コイル等通水開始時の温度） 

 溶解液 ：57℃（冷却コイル等通水開始時の温度） 

  抽出廃液 ：53℃（冷却コイル等通水開始時の温度） 

  高レベル濃縮廃液 ：105℃（冷却コイル等通水開始時の温度） 

 (ｂ) 圧力 

高レベル廃液等が沸騰に至り，貯槽等内及び貯槽等に接続する塔槽

類廃ガス処理設備内が加圧された場合には，水封安全器から圧力が減

圧される設計となっている。 

以上のことから，高レベル廃液等が沸騰に至ったとしても，系統内

の圧力は最大でも約３ｋＰａであり，平常運転時と同程度である。 

 (ｃ) 湿度 

高レベル廃液等が沸騰に至った場合，蒸気により多湿環境となる。 

 (ｄ) 放射線 

高レベル廃液等が沸騰に至ったとしても，高レベル廃液等が濃縮す

るのみであり，貯槽等内の放射性物質量が増加することはなく，また，

高レベル廃液等が濃縮する過程において臨界の発生は想定されないこ



 
 

とから，線量 は平常運転時から変化することはない。 

一方，貯槽等外に着目した場合には，高レベル廃液等に含まれる放

射性物質が蒸気に同伴され，貯槽等外へ移行するため，貯槽等外の 線

量 は上昇する。 

 (ｅ) 物質（水素，蒸気，煤煙，放射性物質，その他）及びエネルギの発生 

高レベル廃液等の沸騰に伴い，水素発生量Ｇ値が上昇し，プルトニ

ウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）の場合には，貯槽等への注水により硝酸

濃度が低下するため水素発生量が増加する。 

また，高レベル廃液等の沸騰に伴い蒸気が発生する。 

一方，高レベル廃液等が沸騰に至ったとしても，高レベル廃液等の

放射性物質の濃度が上昇するのみであり，臨界の発生は想定されない

ことから，新たな放射性物質の生成はない。 

ＴＢＰ等を含む使用済みの有機溶媒は，平常運転時において，分離

建屋一時貯留処理設備の第１一時貯留処理槽，第６一時貯留処理槽，

第７一時貯留処理槽及び第８一時貯留処理槽並びに精製建屋一時貯留

処理設備の第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽及び第３一時貯

留処理槽において，有意量を受け入れる場合があるが，通常状態で受

け入れる可能性のある溶液の混合を考慮しても，総崩壊熱は最大でも

１ｋＷ程度であり，高レベル廃液等の濃縮又は温度上昇が想定されず，

有機溶媒等による火災又は爆発の発生は想定されないことから，これ

らの反応により生成する煤煙及びその他の物質が発生することはない。 

また，上記以外の貯槽等においては，分離設備のＴＢＰ洗浄塔及び

ＴＢＰ洗浄器並びにプルトニウム精製設備のＴＢＰ洗浄器において，

希釈材により除去され，溶媒再生系（分離・分配系）の第１洗浄器，

第２洗浄器及び第３洗浄器並びに溶媒再生系（プルトニウム精製系）



 
 

の第１洗浄器，第２洗浄器及び第３洗浄器において，炭酸ナトリウム

溶液等により，洗浄及び再生されることから，高レベル廃液等の沸騰

が発生する貯槽等には，有意量のＴＢＰ等を含む使用済みの有機溶媒

が含まれることはなく，有機溶媒等による火災又は爆発の発生は想定

されないことから，これらの反応により生成する煤煙及びその他の物

質が発生することは ない。 

 (ｆ) 落下又は転倒による荷重 

高レベル廃液等の温度が上昇したとしても，貯槽等の材質の強度が

有意に低下することはなく，貯槽等が落下又は転倒することはない。 

 (ｇ) 腐食環境 

高レベル廃液等の沸騰により，高レベル廃液等の硝酸濃度は，プル

トニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）の場合は最大で約９規定となり，高

レベル濃縮廃液の場合は最大で約３規定となる。そのため，蒸気及び

凝縮水の硝酸濃度が最大で約８規定となる。 

 (２) 重大事故等の同時発生 

「7.2.1.2.3(２) 重大事故等の同時発生」に記載したとおりである。 

異なる種類の重大事故等の同時発生に対する重大事故等対策の有効

性については，「7.6 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の

対処」にまとめる。 

 (３) 重大事故等の連鎖 

   拡大防止対策を考慮した時の高レベル廃液等の状態及び高レベル廃液

等の状態によって生じる事故時環境を明らかにし，高レベル廃液等の

状態によって新たに連鎖して発生する重大事故等の有無及び事故時環

境が安全機能の喪失をもたらすことによって連鎖して発生する重大事

故等の有無を明らかにする。 



 
 

 ａ．事故進展により自らの貯槽等において連鎖して発生する重大事故等の

特定 

 (ａ) 臨界事故 

   「7.2.2.2.3(１) 重大事故等の事象進展，事故規模の分析」に記載し

たとおり，プルトニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）の濃度が上昇し，

70％濃縮時には約360ｇＰｕ／Ｌまでプルトニウムの濃度が上昇するが，

プルトニウム濃縮液を内包する貯槽等は全濃度安全形状寸法管理によ

り臨界事故の発生を防止しており，また，貯槽等の材質はステンレス

鋼又はジルコニウムであり，想定される温度，圧力，腐食環境等の環

境条件によって貯槽等のバウンダリの健全性が損なわれることはなく，

貯槽等の胴部の外側に設置されている全濃度安全形状寸法管理を担う

中性子吸収材が損傷することはない。 

以上より，臨界事故が発生することはない。 

 (ｂ) 水素爆発 

   「7.2.2.2.3(１) 重大事故等の事象進展，事故規模の分析」に記載し

たとおり，高レベル廃液等が沸騰した場合の水素発生量は，平常運転

時と比べて相当多くなる。 

蒸発乾固の発生が想定される貯槽等は，全て安全圧縮空気供給系か

ら水素掃気用の圧縮空気が供給されており，安全圧縮空気供給系から

の水素掃気用の圧縮空気の供給量は，十分な余裕が確保されているこ

とから，沸騰時であっても貯槽等の気相部の水素濃度がドライ換算８

ｖｏｌ％を超えることはない。 

さらに，プルトニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）の場合には，貯槽等

への注水により硝酸濃度が平常運転時の７規定から５規定に低下し，

これにより水素発生量が増加するが，各々の硝酸濃度における水素発



 
 

生Ｇ値は0.048及び0.059であり，希釈後のプルトニウム濃縮液の水素

発生量は平常運転時の約1.3倍になる程度である。これに対し，安全圧

縮空気供給系からの水素掃気用の圧縮空気の供給量は十分な余裕が確

保されていることから，沸騰時であっても貯槽等の気相部の水素濃度

がドライ換算８ｖｏｌ％を超えることはない。 

   また，高レベル廃液等の沸騰に伴い発生する蒸気により，貯槽等内の

圧力が上昇するが，圧力の上昇は最大でも約３ｋＰａと平常運転時と

同程度であり，貯槽等内の圧力上昇により安全圧縮空気供給系からの

水素掃気用の圧縮空気の供給が阻害されることはない。 

また，安全圧縮空気系の配管の材質はステンレス鋼であり，想定さ

れる温度，圧力，腐食環境等の環境条件によって安全圧縮空気系の配

管が損傷することはない。 

以上より，水素爆発が発生することはない。 

 (ｃ) 有機溶媒等による火災又は爆発 

   「7.2.2.2.3(１) 重大事故等の事象進展，事故規模の分析」に記載し

たとおり，有意な量のＴＢＰ等を含む使用済みの有機溶媒が，高レベ

ル廃液等の沸騰が発生する貯槽等に混入することはない。 

   また，沸騰が発生する貯槽等に接続する機器注水配管，冷却コイル等

の材質は，ステンレス鋼又はジルコニウムであり，想定される温度，

圧力，腐食環境等の環境条件によってこれらのバウンダリの健全性が

損なわれることはないことから，有機溶媒が混入することもない。 

   以上より，有機溶媒等による火災又は爆発が発生することはない。 

 (ｄ) 放射性物質の漏えい 

   貯槽等及び貯槽等に接続する配管の材質はステンレス鋼又はジルコニ

ウムであり，想定される温度，圧力，腐食環境等の環境条件によって



 
 

これらのバウンダリの健全性が損なわれることはなく，放射性物質の

漏えいが発生することはない。 

 ｂ．重大事故等が発生した貯槽等以外の安全機能への影響及び連鎖して発

生する重大事故等の特定 

   貯槽等及び貯槽等に接続する配管の材質はステンレス鋼又はジルコニ

ウムであり，想定される温度，圧力等の環境条件によってこれらのバ

ウンダリの健全性が損なわれることはなく，温度及び放射線以外の貯

槽等内の環境条件が貯槽等及び貯槽等に接続する機器の外へ及ぶこと

はないことから，温度及び放射線以外の環境条件の変化によってその

他の重大事故等が連鎖して発生することはない。 

   温度及び放射線の影響は貯槽等及び貯槽等に接続する機器の外へ及ぶ

ものの，温度は最大でも120℃程度であり，また，放射線は平常運転時

と変わらず，これらの影響が十分な厚さを有するセルを超えてセル外

へ及ぶことはない。 

また，セル内の安全機能を有する機器もこれらの環境条件で健全性

を損なうことはないことから，温度及び放射線の環境条件の変化によ

ってその他の重大事故等が連鎖して発生することはない。 

   貯槽等に接続する配管を通じた貯槽等内の環境の伝播による安全機能

への影響の詳細は次のとおりである。 

 (ａ) 安全圧縮空気系 

安全圧縮空気系からの水素掃気用の圧縮空気の供給圧は，貯槽等内

の圧力より高いことから，安全圧縮空気系配管を通じて貯槽等内の影

響が波及することはなく，高レベル廃液等の沸騰により安全圧縮空気

系が機能喪失することはない。 

以上より，高レベル廃液等の沸騰により安全圧縮空気系が機能喪失



 
 

することはなく，水素爆発 が発生することはない。 

 (ｂ) 塔槽類廃ガス処理設備等 

   貯槽等に接続する塔槽類廃ガス処理設備の配管を通じて，貯槽等内の

環境が塔槽類廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出

するユニット及び凝縮器並びに凝縮水回収配管（以下7.2では「塔槽類

廃ガス処理設備等」という。）に波及する。 

   塔槽類廃ガス処理設備等の材質はステンレス鋼であり，貯槽等内の環

境条件によってバウンダリの健全性が損なわれることはない。 

   一方，塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタは蒸気による機能

低下が想定されるものの，本現象は，蒸発乾固における想定条件その

ものである。 

以上より，高レベル廃液等の沸騰により塔槽類廃ガス処理設備等が

機能喪失することはなく，放射性物質の漏えいが発生することはない。 

 (ｃ) 放射性物質の放出経路（建屋換気設備等） 

導出先セル及び導出先セル以降の排気経路の温度は，塔槽類廃ガス

処理設備からセルに導出するユニット上の凝縮器による蒸気の除去及

び除熱により 50℃以下となり，平常運転時の温度と同程度であるが，

水素掃気用の圧縮空気に溶存する湿分が導出先セルへ導出され多湿環

境となるものの，蒸気に含まれる硝酸成分のほとんどが凝縮水として

回収されることから，導出先セル及び導出先セル以降の排気経路の腐

食環境は，平常運転時と同じである。 

また，導出先セル及び導出先セル以降の排気経路の圧力は，塔槽類

廃ガス処理設備からセルに導出するユニット上の凝縮器による蒸気の

除去及び可搬型排風機の運転により大気圧と同程度となり，平常運転

時の圧力と同程度である。 



 
 

   以上より，高レベル廃液等の沸騰により放射性物質の放出経路（建屋

換気設備）が機能喪失することはなく，放射性物質の漏えいが発生す

ることはない。 

 ｄ．分析結果 

蒸発乾固の発生が想定される５建屋13機器グループ，53貯槽等の全

てにおいて重大事故等が同時発生することを前提として評価を実施し

た。高レベル廃液等が沸騰し，濃縮及び希釈を繰り返す過程において，

放射線分解により発生する水素の生成量が増加するが，安全圧縮空気

供給系からの水素掃気用の圧縮空気の供給量は，十分な余裕が確保さ

れており，沸騰時であっても貯槽等の気相部の水素濃度がドライ換算

８ｖｏｌ％を超えることがないこと等，蒸発乾固の発生によって他の

重大事故等が連鎖して発生することがないことを確認した。 

 

7.2.2.2.4 判断基準への適合性の検討 

  蒸発乾固の拡大防止対策として，蒸発乾固の発生が想定される貯槽等へ

の注水手段，冷却コイル等への通水手段，貯槽等において沸騰に伴い気相

中へ移行した放射性物質をセルへの導出経路の構築及び代替セル排気系

による対応により除去する手段を整備しており，これらの対策について，

外的事象の「地震」を要因として有効性評価を行った。 

  貯槽等への注水は，高レベル廃液等が沸騰に至る前までに貯槽等への注

水に係る準備作業を完了し，沸騰後，沸騰に伴い減少した高レベル廃液等

の液量を回復するため，定期的に貯槽等へ注水することで，蒸発乾固が進

行することを防止している。 

  また，実施組織要員に余裕ができた時点で，貯槽等への注水により蒸発

乾固の進行を防止している状態を維持しながら，冷却コイル等への通水の



 
 

準備に着手し，準備が完了次第実施することで，高レベル廃液等の温度を

沸点未満へ移行させることで，蒸発乾固の事態の収束を図り，安定状態を

維持できる。 

  セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 により放射性

物質を除去する手段は，蒸発乾固に伴い気相中へ移行する放射性物質に対

して各々十分な除染係数を確保し，大気中への放射性物質の放出量を可能

な限り低減している。 

また，セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応 を高レ

ベル廃液等が沸騰に至る前で実行可能な限り早期に完了させ，これらを稼

動させることで主排気筒 を介した 大気中への放射性物質の放出量を低減

できる。 

事態が収束するまでの沸騰による主排気筒 を介した 大気中への放射性

物質の放出量（セシウム－137 換算）は，５建屋合計で約１×10－５ＴＢｑ

であ り，セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応の評価

に用いるパラメータの不確かさの幅を考慮しても，100ＴＢｑを十分下回

る。 

  評価条件の不確かさについて確認した結果，実施組織要員の操作時間に

与える影響及び評価結果に与える影響は無視できる又は小さいことを確認

した。 

  また，外的事象の「地震」とは異なる特徴を有する外的事象の「火山

の影響 」を要因とした場合に有効性評価へ与える影響を分析した。 

  外的事象の「火山 の影響 」を要因とした場合には，建屋外における蒸

発乾固の拡大防止対策の準備に要する時間に与える影響及び蒸発乾固の拡

大防止対策の維持に与える影響を分析し，降灰予報（「やや多量」以上）

を受けて建屋外作業に着手すること及び除灰作業を織り込んだ作業計画を



 
 

整備している ことから ，蒸発乾固の拡大防止対策の有効性へ与える影響

が排除されていることを確認した。 

  以上の 有効性評価は ，蒸発乾固の発生が想定される５建屋 13 機器グル

ープ，53 貯槽等の全てにおいて重大事故等が同時発生することを前提と

して評価を実施し，上述のとおり重大事故等対策が有効であることを確認

した。また，想定される事故時環境において，蒸発乾固の発生が想定され

る貯槽等に接続する安全機能を有する機器が，損傷又は機能喪失すること

はなく，他の重大事故等が連鎖して発生することがないことを確認した。 

  以上のことから，内部ループへの通水が機能しなかったとしても，貯槽

等への注水により放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止

で き，冷 却コイル等への通水により事態を収束できる。また，有効性評

価で示す大気中への放射性物質の放出量は実行可能な限り低く，大気中へ

の異常な水準の放出を防止することができる。 

  以上より，「7.2.2.2.1(５) 判断基準」を満足する。 

 

 

  



 
 

7.2.3 蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に必要な要員及び資源 

  蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に必要な要員及び資源を以下

に示す。 

 (１) 必要な要員の評価 

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策において，外的事象の

「地震」を要因とした場合で，同時に作業する要員が最も多い場合の

要員数は98人であり，待機している要員を含めた場合の蒸発乾固の発

生防止対策及び拡大防止対策に必要な要員は147人である。 

外的事象の「地震」とは異なる環境条件をもたらす可能性のある外

的事象の「火山の影響」を要因とした場合，同時に作業する要員が最

も多い場合の要員数は96人であり，待機している要員を含めた場合の

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に必要な要員は146人である。 

また，内的事象の「長時間の全交流動力電源の喪失」及び「動的機

器の多重故障」を要因とした場合は，外的事象の「地震」を要因とし

た場合に想定される環境条件より悪化することが想定されず，重大事

故等対策の内容にも違いがないことから，必要な要員は合計147人以内

である。 

以上より，蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に必要な要員

は，最大でも147人であるが，事業所内に常駐している実施組織要員は

164人であり，必要な作業が可能である。 

 (２) 必要な資源の評価 

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に必要な水源及び電源を

以下に示す。 

 

 



 
 

 ａ．水源 

 (ａ) 内部ループへの通水，冷却コイル等への通水及び凝縮器への通水に

よる水の温度影響評価 

   第１貯水槽の一区画及び通水経路からの放熱を考慮せず断熱を仮定し

た場合であっても，内部ループへの通水，冷却コイル等への通水及び

凝縮器への通水で使用する第１貯水槽の一区画の水温の上昇は１日あ

たり約 3.1℃であり，実際の放熱を考慮すれば冷却を維持することは可

能である。 

   水の温度影響評価の詳細を以下に示す。 

   内部ループへの通水，冷却コイル等への通水及び凝縮器への通水に使

用した排水は，第１貯水槽の一区画へ戻し再利用する。 

この場合，第１貯水槽の水量は，貯槽等への注水並びに第１貯水槽

及び可搬型排水受槽の開口部からの自然蒸発によって減少するが，第

１貯水槽及び可搬型排水受槽の開口部は小さく，自然蒸発の影響は小

さいことから，貯槽等への注水による減少分を考慮した第１貯水槽の

一区画の温度上昇を算出するとともに，冷却への影響を分析した。 

   第１貯水槽の水の温度への影響の評価の条件は，外的事象の「地震」

又は「火山 の影響 」の想定によらず同じである。 

   第１貯水槽の水温の上昇は以下の仮定により算出した。 

 冷却対象貯槽の総熱負荷 ：1,470ｋＷ 

 第１貯水槽の水量 ：9,970ｍ３※１ 

 第１貯水槽の初期水温 ：29℃ 

 第１貯水槽の水の密度 ：996ｋｇ／ｍ３※２ 

 第１貯水槽の水の比熱 ： 4,179Ｊ／ｋｇ／Ｋ※２ 

※１ 貯槽等に内包する溶液が沸騰することによって消費する蒸発量



 
 

約 26ｍ３を切り上げて 30ｍ３とし，第１貯水槽の一区画分の容

積 10,000ｍ３から減じて設定。 

※２ 伝熱工学資料第４版 300Ｋの水の物性を引用 

 

   貯槽等から回収した熱量はそのまま第１貯水槽の水に与えられること

から，第１貯水槽の１日あたりの水温上昇⊿Ｔは次のとおり算出され

る。 

 

    ⊿Ｔ[℃／日] ＝ 1,470,000[Ｊ／ｓ]×86,400[ｓ／日] 

                ／（9,970[ｍ３]×996[ｋｇ／ｍ３]×4,179[Ｊ／ｋｇ／Ｋ] 

           ＝ 約 3.1℃／日 

 

   なお，上記に示したとおり，自然蒸発による第１貯水槽の水の減少は，

第１貯水槽及び可搬型排水受槽の開口部の構造上の特徴から，有意な

量の水が蒸発することは考え難いが，自然蒸発による第１貯水槽の水

の減少が第１貯水槽の水の温度に与える影響を把握する観点から，現

実的には想定し得ない条件として，冷却対象貯槽等の総熱負荷により

第１貯水槽の水が蒸発する想定を置いた場合の第１貯水槽の水の温度

上昇を評価する。 

   本想定における第１貯水槽の水の蒸発量は約 310ｍ３となる。これを

考慮し，第１貯水槽の水量を 9,690ｍ３と設定した場合，第１貯水槽の

温度上昇は約 3.2℃／日であり，自然蒸発による第１貯水槽の水の減少

が第１貯水槽の水の温度に与える影響は小さいと判断できる。 

 (ｂ) 水の使用量の評価 

   貯槽等への注水によって消費される水量は，冷却コイル等への通水を



 
 

開始し，高レベル廃液等が未沸騰状態に移行するまでの期間を考慮す

ると，外的事象の「地震」又は「火山の影響」の想定によらず，合計

約26ｍ３の水が必要である。また，代替安全冷却水系と第１貯水槽間を

循環させるために必要な水量は，約3,000ｍ３である。 

水源として，第１貯水槽の一区画に約10,000ｍ３の水を保有しており，

これにより，必要な水源は確保可能である。 

   貯槽等への注水によって消費される水量についての詳細を以下に示す。 

    前処理建屋                 約０ｍ３ 

    分離建屋                  約1.4ｍ３ 

    精製建屋                  約2.1ｍ３ 

    ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋      約0.2ｍ３ 

    高レベル廃液ガラス固化建屋         約23ｍ３ 

    全建屋合計                 約26ｍ３ 

 ｂ．燃料 

全ての建屋の蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策を７日間継

続して実施するのに必要な軽油は, 外的事象の「地震」を想定した場

合，合計で約62ｍ３である。また，外的事象の「火山の影響」を想定し

た場合，合計で約63ｍ３である。 

第１軽油貯槽から第８軽油貯槽にて合計約800ｍ３の軽油を確保して

いることから，外部支援を考慮しなくとも７日間の対処の継続が可能

である。 

   必要な燃料についての詳細を以下に示す。  

 (ａ) 内部ループへの通水，貯槽等への注水，冷却コイル等への通水及び

凝縮器への通水に使用する可搬型中型移送ポンプ 

   蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に使用する可搬型中型移送



 
 

ポンプによる各建屋の水の給排水については，可搬型中型移送ポンプ

の起動から７日間の対応を考慮すると，外的事象の「地震」又は「火

山の影響」の想定によらず，運転継続に合計約40ｍ３の軽油が必要であ

る。 

【第１貯水槽から建屋への水供給及び建屋から第１貯水槽への排水】 

 前処理建屋 約12ｍ３ 

 分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

 約14ｍ３ 

 高レベル廃液ガラス固化建屋 約14ｍ３ 

 全建屋合計 約40ｍ３ 

 (ｂ) 可搬型排風機の運転に使用する可搬型発電機 

   蒸発乾固の拡大防止対策に使用する可搬型発電機は，可搬型発電機の

起動から７日間の対応を考慮すると，外的事象の「地震」又は「火山

の影響」の想定によらず，運転継続に合計約12ｍ３の軽油が必要である。 

 前処理建屋 約2.9ｍ３ 

 分離建屋 約3.0ｍ３ 

 精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

  約3.0ｍ３ 

 高レベル廃液ガラス固化建屋 約3.0ｍ３ 

 全建屋合計 約12ｍ３ 

 (ｃ) 代替排気モニタリング設備の可搬型発電機 

   代替排気モニタリング設備の可搬型発電機による電源供給は，可搬型

発電機の起動から７日目までの運転を想定すると，外的事象の「地震」

又は「火山の影響」の想定によらず，運転継続に合計約0.22ｍ３の軽油

が必要となる。 



 
 

 

 (ｄ) 可搬型空気圧縮機 

   代替計測制御設備の可搬型貯槽液位計への圧縮空気の供給に使用する

可搬型空気圧縮機は，可搬型空気圧縮機の起動から７日間の対応を考

慮すると，外的事象の「地震」又は「火山の影響」の想定によらず，

運転継続に合計約5.9ｍ３の軽油が必要である。 

 前処理建屋 約1.4ｍ３ 

 分離建屋 約1.7ｍ３ 

 精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

  約1.4ｍ３ 

 高レベル廃液ガラス固化建屋 約1.6ｍ３ 

 全建屋合計 約5.9ｍ３ 

 (ｅ) 蒸発乾固対応時の運搬等に必要な車両 

   燃料の運搬，可搬型重大事故等対処設備の運搬及び設置並びにアクセ

スルートの整備等に使用する軽油用タンクローリ，可搬型中型移送ポ

ンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車並びにホイールローダは，外的

事象の「地震」を想定した場合，車両の使用開始から７日間の対応を

考慮すると，運転継続に合計約4.7ｍ３の軽油が必要となる。また，外

的事象の「火山の影響」を想定した場合，車両の使用開始から７日間

の対応を考慮すると，運転継続に合計約4.8ｍ３の軽油が必要となる。 

 ｃ．電源 

前処理建屋可搬型発電機の電源負荷は，前処理建屋における蒸発乾

固の拡大防止対策に必要な負荷として，可搬型排風機の約5.2ｋＶＡで

あり，必要な給電容量は，可搬型排風機の起動時を考慮しても約39ｋ

ＶＡである。 



 
 

   前処理建屋可搬型発電機の供給容量は，約80ｋＶＡであり，必要負荷

に対しての電源供給が可能である。 

   分離建屋可搬型発電機の電源負荷は，分離建屋における蒸発乾固の拡

大防止対策に必要な負荷として，可搬型排風機の約5.2ｋＶＡであり，

必要な給電容量は，可搬型排風機の起動時を考慮しても約39ｋＶＡで

ある。 

   分離建屋可搬型発電機の供給容量は，約80ｋＶＡであり，必要負荷に

対しての電源供給が可能である。 

   ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機の電源負荷は，精製

建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における蒸発乾固の拡大

防止対策に必要な負荷として，精製建屋及びウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋の可搬型排風機の約11ｋＶＡである。精製建屋の可搬型排

風機の起動は，冷却機能の喪失から６時間40分後，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋の可搬型排風機の起動は，冷却機能の喪失から15時

間後であり，可搬型排風機の起動タイミングの違いを考慮すると，約

45ｋＶＡの給電が必要である。 

   ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機の供給容量は，約80

ｋＶＡであり，必要負荷に対しての電源供給が可能である。 

   高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機の電源負荷は，高レベル廃

液ガラス固化建屋における蒸発乾固の拡大防止対策に必要な負荷とし

て，可搬型排風機の約5.2ｋＶＡであり，必要な給電容量は，可搬型排

風機の起動時を考慮しても約39ｋＶＡである。 

   高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機の供給容量は，約80ｋＶＡ

であり，必要負荷に対しての電源供給が可能である。 

   代替排気モニタリング設備の可搬型発電機の電源負荷は，主排気筒



 
 

を介した大気中への放射性物質の放出状況の監視に必要な負荷として，

約1.8ｋＶＡであり，対象負荷の起動時を考慮しても約1.8ｋＶＡであ

る。 

   代替排気モニタリング設備の可搬型発電機の供給容量は，約３ｋＶＡ

であり，必要負荷に対しての電源供給が可能である。 
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10. 有機溶媒等による火災又は爆発への対処 



 

 ロ．再処理施設の一般構造 

 

  (７) その他の主要な構造 

  (ⅰ) 安全機能を有する施設 

  (ⅱ) 重大事故等対処施設 

 (ｆ) 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 

セル内において有機溶媒その他の物質を内包する施設において，

有機溶媒等による火災又は爆発の発生を想定する機器は，重大事故

等の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処施設を

設ける設計とする。 

有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備は，「ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための設備」で構成し，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための設備は，

「プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止に使用する設備」，

「プルトニウム濃縮缶の加熱の停止に使用する設備」及び「貯留設

備による放射性物質の貯留に使用する設備」で構成する。 



 

(ロ) 重大事故時プルトニウム濃縮缶供給・加熱停止系 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合において，

プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再

発を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置する。 

重大事故時プルトニウム濃縮缶供給・加熱停止系は，プルトニウ

ム濃縮缶，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン及び蒸気発生器へ一

次蒸気を供給する系統の手動弁で構成する。 

計測制御設備の一部及び安全保護系の一部を常設重大事故等対処

設備として設置する。 

また，プルトニウム精製設備の一部，計測制御設備の一部，制御

室の一部，電気設備の一部及び圧縮空気設備の一部を常設重大事故

等対処設備として位置付ける。 

計測制御設備及び制御室については，「ヘ．計測制御系統施設の

設備」に，電気設備については，「リ．その他再処理設備の附属施

設 (１) 動力装置及び非常用動力装置の構造及び設備 (ⅰ) 電気設

備」に，圧縮空気設備は「リ．その他再処理設備の附属施設 (１) 

動力装置及び非常用動力装置の構造及び設備 (ⅱ) 圧縮空気設

備」に示す。 

重大事故時プルトニウム濃縮缶供給・加熱停止系は，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の発生を検知した場合に，プルトニウム濃縮

缶への供給液の供給停止により事象の拡大を防止するため，検知か

ら１分以内にプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを自動で停止する

とともに計測制御設備の緊急停止系を手動で作動させることでプル

トニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止できる設計とする。 

重大事故時プルトニウム濃縮缶供給・加熱停止系は，プルトニウ



 

ム濃縮缶の加熱の停止により事象の拡大を防止するため，蒸気発生

器へ一次蒸気を供給する系統の手動弁を閉止することにより，一次

蒸気の供給を停止できる設計とする。 

重大事故時プルトニウム濃縮缶供給・加熱停止系は，安全機能を

有する施設として使用する系統構成と同じ系統構成で使用すること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，設計基準事

故に対処するための設備である蒸気発生器へ一次蒸気を供給する系

統の遮断弁とは別の室に設置することで，共通要因によって同時に

機能を損なわない設計とする。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は内的事象を要因として発生を

想定するため，外的事象（地震等）を要因とした設備の損傷は想定

しない。 

蒸気発生器へ一次蒸気を供給する系統の手動弁は，設計基準事故

に対処するための設備である加熱停止のための遮断弁と共通要因に

よって同時に機能を損なわれるおそれがないよう，動作原理の異な

る弁を設けることで，多様性を有する設計とする。 

また，蒸気発生器へ一次蒸気を供給する系統の手動弁は，加熱停

止のための遮断弁と地震に伴う溢水，化学薬品漏えい及び火災によ

って同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，加熱停止のた

めの遮断弁を設置する部屋と異なる部屋に設置することにより，加

熱停止のための遮断弁と位置的分散を図る設計とする。 

重大事故時プルトニウム濃縮缶供給・加熱停止系は，安全機能を

有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 



 

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンは，ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応が発生した場合に論理回路が発する停止信号により自動で

停止する設計とする。 

蒸気発生器へ一次蒸気を供給する系統の手動弁は，プルトニウム

濃縮缶の加熱を停止するために必要な個数を有する設計とする。 

重大事故時プルトニウム濃縮缶供給・加熱停止系は，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応による瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響

を考慮しても機能を維持できる設計とする。 

重大事故時プルトニウム濃縮缶供給・加熱停止系は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる精製建屋に設置し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。 

蒸気発生器へ一次蒸気を供給する系統の手動弁は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量

率の高くなるおそれの少ない場所を選定して設置する。 

蒸気発生器へ一次蒸気を供給する系統の手動弁は，操作し易い構

造とし，確実に操作が可能な設計とする。 

重大事故時プルトニウム濃縮缶供給・加熱停止系は，安全機能を

有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用するため，系統の切替えは発生しない。 

 

   (ロ) 重大事故時プルトニウム濃縮缶供給・加熱停止系 

   １） プルトニウム濃縮缶 １基（設計基準対象の施設と兼用） 

   ２） プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン １基 

（設計基準対象の施設と兼用） 

   ３） 蒸気発生器へ一次蒸気を供給する系統の手動弁 １基 



7.4 有機溶媒等による火災又は爆発への対処 

 (１) 有機溶媒等による火災又は爆発の特徴 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応には，ＴＢＰ等の錯体の存在及びＴ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する温度に至るための加熱源が

必要であるため，ＴＢＰ等の供給源又は加熱源のいずれかを除去するこ

とで，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生は防止できる。 

プルトニウム濃縮缶には，硝酸プルトニウム及び硝酸が既に存在する

ことから，プルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶供給槽（以下 7.4

では「プルトニウム濃縮缶供給槽」という。）からプルトニウム濃縮缶

へ供給される溶液（以下 7.4 では「供給液」という。）からＴＢＰを除

去することにより，ＴＢＰ等の錯体の形成を防止することができる。 

プルトニウム精製設備では，供給液にはＴＢＰが混入しないよう，供給

液からＴＢＰを除去する設計としている。 

また，加熱源の除去として，プルトニウム濃縮缶を加熱する設備に熱

的制限値を設定するとともに，熱的制限値に達した場合に加熱を停止す

るための設備を有する設計としている。 

これらにより，プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応の発生を防止する設計としている。 

ＴＢＰを除去する設備は，ＴＢＰを含む硝酸プルトニウム溶液に希釈

剤を接触させることで水相中のＴＢＰを除去するミキサセトラ，希釈剤

を供給する試薬設備及びＴＢＰを含む硝酸プルトニウム溶液を供給す

る設備で構成する。 

プルトニウム濃縮缶の加熱を停止するための設備は，加熱蒸気の温度

が熱的制限値に至る場合に一次蒸気，加熱蒸気を遮断するための加熱停

止回路及び遮断弁で構成する。 



プルトニウム濃縮缶，プルトニウム濃縮缶等を収納するセル及びセル

を取り囲む建屋は，それぞれ精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系）（以下 7.4 では「塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）」という。），精製建屋換気設備のセルからの排気系（以

下 7.4 では「セル排気系」という。），セル等以外の建屋内の気体を排気

する精製建屋換気設備により換気され，プルトニウム濃縮缶，セル，建

屋の順に圧力を低くできる設計としている。 

動的機器の多重故障及び誤作動並びに運転員等の多重誤操作により，

希釈剤によるＴＢＰの除去機能が喪失し，供給液にＴＢＰが多量に含ま

れる状況で供給液の供給が継続するとともに，プルトニウム濃縮缶への

加熱蒸気の制御にも異常が生じ，熱的制限値によるプルトニウム濃縮缶

を加熱する設備の停止機能が喪失した状態が継続することで，プルトニ

ウム濃縮缶内の溶液の温度がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

する温度を超えた場合にＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が継続する

（以下 7.4 ではＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が継続することを「Ｔ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発」という。）。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生に伴い，プルトニウム濃縮缶

内に存在しているＴＢＰ等から二酸化炭素，水，窒素やりん酸といった

分解生成物が生成
（ 1 ）

されるとともに熱が発生するため，プルトニウム濃縮

缶内及びプルトニウム濃縮缶に接続している塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）の機器へ圧力波が伝播し，圧力及び温度が急激に上昇する。

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の系統内には塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）の廃ガスポット（以下 7.4 では「廃ガスポット」

という。）があるため，一時的に一部の平常運転時に気相中に移行した

放射性物質が廃ガスポットからセルへ導出される可能性がある。また，



プルトニウム濃縮缶では，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴う圧力

波の伝播による溶液の飛散や急激な加圧により発生する放射性エアロ

ゾルが，圧力波の伝播後から遅れて機器外に放出される。ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応が終わると，プルトニウム濃縮缶内の圧力及び温度

は速やかに低下する。 

仮にＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処を行わないとした場

合には，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生によりＴＢＰ等の錯体が

消費され，プルトニウム濃縮缶へのＴＢＰ等の供給及び加熱が継続され

ることによりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が再発し，放射性物質の

放出量が増加する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は，１建屋１機器において発生を想

定する。 

 

 (２) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処の基本方針 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処として，再処理施設の位置，

構造及び設備の基準に関する規則の第二十八条及び第三十七条に規定

される要求を満足するＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対

策を整備する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，「(１) ＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応の特徴」に記載したとおり，放射性物質の気

相中への移行量が増加する。プルトニウム濃縮缶への供給液の供給及び

プルトニウム濃縮缶の加熱が継続した場合には，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応が再発することで放射性物質の放出量が増加する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を防止するためには，ＴＢＰ

等の供給源又は加熱源のいずれかを除去する必要があることを考慮し，



ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策として，ＴＢＰ等の供

給源を除去するためにプルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止す

る対策及び加熱源を除去するためにプルトニウム濃縮缶の加熱を停止

する対策を整備する。 

また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により気相中に移行した放射

性物質の大気中への放出量を低減するため，直ちに自動でＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応が発生した設備に接続される塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の流路を遮断し，放射性物質を含む気体を貯留する

対策を整備する。 

各対策の概要図を第7.4－１図及び第7.4－２図に示す。また，各対策

の基本方針の詳細を以下に示す。 



7.4.1 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策 

動的機器の多重故障及び誤作動並びに運転員等の多重誤操作により，Ｔ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合は，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生を検知し，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を自動

又は手動で停止する。また，プルトニウム濃縮缶の加熱の停止のために，

蒸気発生器への一次蒸気の手動弁を閉止する。これらの対応により，ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を検知した場合には，直ちに自

動で塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮断するとともに，

プルトニウム濃縮缶から廃ガス貯留設備（精製建屋）の廃ガス貯留槽（以

下7.4では「廃ガス貯留槽」という。）への流路を確立し，空気圧縮機を用

いて廃ガス貯留槽に放射性物質を含む気体を導出する。 

廃ガス貯留槽への放射性物質を含む気体の導出完了後，放出経路の切替

えを実施し，プルトニウム濃縮缶気相部に残留している放射性物質を，高

い除染能力を有する塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）から主排気筒

を介して大気中へ放出する。その場合でも貯留タンク前に設けられた逆止

弁により，貯留タンク内の放射性物質を含む気体が逆流することはない。 

その後，廃ガス貯留槽の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止する。 

 



7.4.1.1 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策の具体的内容 

7.4.1.1.1 プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止及びプルトニウム濃

縮缶の加熱の停止 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合は，プルトニウム濃縮

缶液相部温度計，プルトニウム濃縮缶圧力計及びプルトニウム濃縮缶気相

部温度計により異常を検知し，警報を発する。また，論理回路は，上述の

３つの検出器のうち同時に２台以上の検出器においてプルトニウム濃縮缶

の異常を検知した場合に，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したと

判定する。論路回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したと判

定した場合に警報を発報する。 

論理回路がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合は，

供給液がプルトニウム濃縮缶へ連続的に供給されることによってＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応が再発することを防止するため，プルトニウム濃

縮缶への供給液の供給を１分以内に自動で停止する。 

上記操作と並行して，中央制御室からの操作により，緊急停止系を作動

させプルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止する。また，プルトニウ

ム濃縮缶の加熱を停止するため蒸気発生器へ一次蒸気を供給する系統の手

動弁を現場で閉止する。 

対策の概要を以下に示す。また，対策の系統概要図を第7.4.1－１図に，

対策の手順の概要を第7.4.1－２図に，対策における手順及び設備の関係を

第7.4.1－１表に，必要な要員及び作業項目を第7.4.1－３図に示す。 

 

 (１) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の検知，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応への対処の着手及び実施判断 

   論理回路がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定した場



合には，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処の着手及び実施を判

断し，以下の(２)及び(４)に移行する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処の着手判断及び実施判断

に必要な監視項目は，プルトニウム濃縮缶気相部の温度，圧力及びプル

トニウム濃縮缶液相部の温度である。 

 (２) プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止及び状態確認 

論理回路がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定した

場合は，自動でプルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止する。 

並行して，中央制御室からの操作により，緊急停止系を作動させ，プ

ルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止するとともに，プルトニウム

濃縮缶圧力，プルトニウム濃縮缶気相部温度及びプルトニウム濃縮缶液

相部温度の指示値を確認する。 

プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止時に確認が必要な監視項

目は，緊急停止操作スイッチの状態表示ランプ，プルトニウム濃縮缶圧

力，プルトニウム濃縮缶気相部温度及びプルトニウム濃縮缶液相部温度

である。 

 (３) プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止の成否判断 

 プルトニウム濃縮缶供給槽の液位計により，プルトニウム濃縮缶への

供給液の供給が停止したことの成否を判断する。 

プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止の成否判断に必要な監視

項目は，プルトニウム濃縮缶供給槽の液位である。 

 (４) プルトニウム濃縮缶の加熱の停止 

プルトニウム濃縮缶の加熱を停止するため，蒸気発生器へ一次蒸気を

供給する系統の手動弁の閉止操作を実施する。 

 (５) プルトニウム濃縮缶の加熱の停止の成否判断 



プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計により，加熱蒸気温度がＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応が発生する温度未満になったことを確認する

ことで，プルトニウム濃縮缶の加熱の停止の成否を判断する。 

プルトニウム濃縮缶の加熱の停止の成否を判断するために必要な監

視項目は，プルトニウム濃縮缶加熱蒸気の温度である。 

 

7.4.1.1.2 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により気相中に移行した放射性物質

の大気中への放出量を低減するため，廃ガス貯留槽に放射性物質を導出す

る。そのため，廃ガス貯留設備（精製建屋）の隔離弁を自動で開とすると

ともに廃ガス貯留設備（精製建屋）の空気圧縮機を自動で起動し廃ガス貯

留槽に放射性物質を導く。同時に，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の流路を遮断するため，自動で塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の

隔離弁を閉止するとともに，自動で塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の排風機を停止する。 

廃ガス貯留設備（精製建屋）の圧力計により，廃ガス貯留槽が規定圧力

に至ることを確認した場合には，手動で塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ

ム系）の排風機を起動するとともに，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）の隔離弁を開とすることで，高い除染能力を有する平常運転時の放出

経路に復旧し，プルトニウム濃縮缶内に残留している放射性物質を管理さ

れた状態において主排気筒を介して大気中に放出する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生によって，塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の系統内の圧力が瞬間的に上昇することにより，平常

運転時に気相中に移行した放射性物質が廃ガスポットからセルへ導出され

る。その後，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の系統内の圧力は速



やかに低下する。ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い発生する放射性

エアロゾルは，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生後遅れて発生する

ことから，廃ガスポットからセルへ導出される放射性物質には，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応によって発生する放射性物質は含まれない。 

セルへ導出された放射性エアロゾルは，セル排気系のセル排気フィルタ

ユニットの高性能粒子フィルタにより除去された上で，主排気筒を介して

大気中へ放出される。 

対策の概要を以下に示す。また，対策の系統概要図を第 7.4.1－４図に，

対策の手順の概要を第 7.4.1－２図に，対策における手順及び設備の関係

を第 7.4.1－２表に，必要な要員及び作業項目を第 7.4.1－３図に示す。 

 

 (１) 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の着手及び実施の判断 

   「7.4.1.1.1(１)  ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の検知，Ｔ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処の着手及び実施判断」と同様で

ある。 

   論理回路がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定した場

合には，廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の着手及び実施を判断

し，以下の(３)へ移行する。 

 (２) 廃ガス貯留槽への導出 

   ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定された場合には，

廃ガス貯留設備（精製建屋）の隔離弁を自動で開とするとともに廃ガス

貯留設備（精製建屋）の空気圧縮機を自動で起動し，廃ガス貯留槽に放

射性物質を導く。同時に，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の流

路を遮断するため，自動で塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔

離弁を閉止するとともに，自動で塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）



の排風機を停止する。 

(３) 廃ガス貯留槽への導出開始の確認 

廃ガス貯留槽への放射性物質を含む気体の導出完了後，廃ガス貯留槽

内の圧力の上昇及び廃ガス貯留設備（精製建屋）の流量計の指示値の上

昇により，放射性物質を含む気体の廃ガス貯留槽への導出が開始された

ことを確認する。 

 また，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガス洗浄塔入口圧

力計により，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガス洗浄塔入

口の圧力が負圧に維持され，廃ガス貯留設備（精製建屋）による圧力の

制御が機能していることを確認する。 

 廃ガス貯留槽への放射性物質の導出開始の確認に必要な監視項目は，

廃ガス貯留設備（精製建屋）の圧力，廃ガス貯留設備（精製建屋）の流

量及び塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガス洗浄塔入口の圧

力である。 

 (４) 塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）による換気再開の実施判断 

廃ガス貯留槽内の圧力が規定の圧力（0.7ＭＰａ）に達した場合に，

廃ガス貯留設備（精製建屋）への導出を完了することとし，塔槽類廃ガ

ス処理系（プルトニウム系）による換気再開の実施を判断し，以下の(５)

へ移行する。 

廃ガス貯留設備（精製建屋）への導出完了後，塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）による換気再開の実施判断において必要な監視項目は，

廃ガス貯留設備（精製建屋）の圧力である。 

 (５) 塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）による換気再開 

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）による換気再開の実施判断後，

中央制御室において塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の



開操作を行い，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機を再起

動して，高い除染能力を有する平常運転時の放出経路に復旧し，プルト

ニウム濃縮缶内に残留している放射性物質を管理された状態において

主排気筒を介して大気中へ放出する。 

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の再起動後，廃ガス貯留設備

（精製建屋）の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止する。 

 (６) 塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）による換気再開の成否判断 

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）による換気が再開されたこと

を，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の運転表示及び廃

ガス洗浄塔入口圧力計の指示値で確認し，成否を判断する。 

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）による換気の再開の成否判断

において必要な監視項目は，安全系監視制御盤における塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）の排風機の運転表示及び廃ガス洗浄塔入口圧力

である。 

(７) 大気中への放射性物質の放出の状態監視 

主排気筒の排気モニタリング設備により，主排気筒を介して大気中へ

の放射性物質の放出状況を監視する。 

 



7.4.1.2 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策の有効性評価 

7.4.1.2.1 有効性評価 

 (１) 代表事例 

「6.1 設計上定める条件より厳しい条件の設定及び重大事故の想定

箇所の特定」で示したとおり，プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応を代表事例とする。 

 

 (２) 代表事例の選定理由 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応については，重大事故等が発生する

機器がプルトニウム濃縮缶のみであることから，プルトニウム濃縮缶を

代表事例として選定した。 

 

 (３) 有効性評価の考え方 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止するための対策に係

る有効性評価では，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生後，プルト

ニウム濃縮缶への供給液の供給停止又はプルトニウム濃縮缶の加熱の

停止ができることを評価する。ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発

を防止するための対策の有効性評価においては，解析コードは用いない。 

廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に係る有効性評価は, 大気中

への放射性物質の放出量を算出し，これをセシウム－137換算した値（以

下7.4では「大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137換算）」と

いう。）を評価する。大気中への放射性物質の放出量は，廃ガスポット

からセルへ導出され，主排気筒を介して大気中へ放出される放射性物質

及び廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留完了時にプルトニウム濃

縮缶に残留しており，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）による換



気の再開に伴って大気中に放出される放射性物質を評価対象とする。 

この評価においては，機器に内包する溶液の放射性物質量，事故時の

放射性物質の移行率，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能

粒子フィルタ及び放出経路構造物による除染係数並びに廃ガス貯留設

備による放射性物質の貯留の効果により期待される放出低減効果を考

慮する。 

大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137換算）の算出におい

て用いる塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタ

の除染係数は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタの圧力及び温度について，

汎用熱流体解析ソフトウェアであり，航空機の翼周りの流れ，炉内の燃

焼，血流及びクリーンルームの設計等様々な工業用途に対応し，活用さ

れているソフトウェアである解析コードＦｌｕｅｎｔを用いて解析し

た結果に基づき設定する。 

廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の有効性評価においては，解

析コードは用いず，簡便な計算に基づき評価する。 

 

 (４) 有効性評価の評価単位 

「(１) 代表事例」で示したとおり，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

の発生が想定される機器はプルトニウム濃縮缶のみであることから，機

器グループや建屋単位による整理はない。 

 

 (５) 機能喪失の条件 

内的事象を要因とした安全機能の喪失の想定では，ＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応の発生の起因となる異常の発生防止に係る安全機能及



び異常の拡大防止に係る安全機能が喪失することを想定し，それ以外の

安全機能の喪失は想定しない。 

 

 (６) 事故の条件及び機器の条件 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応における事故の条件として，プルト

ニウム濃縮缶内のＴＢＰ量は，ＴＢＰの水への溶解度
（ 2 ）（ 3 ）

，平常運転時の硝

酸プルトニウム溶液のプルトニウム濃度である 250ｇＰｕ／ＬからＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応が発生する温度を沸点とする硝酸プルト

ニウム溶液の濃度である 800ｇＰｕ／Ｌまで濃縮するのに必要な供給液

量及びプルトニウム濃縮缶運転時におけるＴＢＰの液相中の残留率
（ 3 ）

よ

り算出し，約 208ｇとする。 

また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が１分間継続する際に供給さ

れるＴＢＰ量は，ＴＢＰの水への溶解度
（ 2 ）（ 3 ）

及び１分間の供給量より算出し，

約１ｇとする。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策に使用する設備を

第 7.4.2－１表に示す。また，主要な機器の条件を以下に示す。 

 ａ．プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン 

   内部を減圧することで，供給液を汲み上げ，プルトニウム濃縮缶に一

定流量で供給液を供給する設備である。 

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンは，プルトニウム濃縮缶に対して，

約 0.1ｍ３／ｈで供給液を供給する。 

論理回路がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合

に，内部を減圧するための圧縮空気の供給を自動で遮断させることでプ

ルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止する。 

 ｂ．蒸気発生器へ一次蒸気を供給する系統の手動弁 



   蒸気発生器へ一次蒸気を供給する系統の手動弁を閉止することにより，

プルトニウム濃縮缶の加熱が停止する。 

 ｃ．安全圧縮空気系 

   安全圧縮空気系は，プルトニウム濃縮缶に対して，平常運転時に供給

される圧縮空気流量である約 0.4ｍ３／ｈで空気を供給する。 

 ｄ．一般圧縮空気系 

   一般圧縮空気系は，プルトニウム濃縮缶に対して，平常運転時に供給

される圧縮空気流量である約 0.05ｍ３／ｈで空気を供給する。 

 ｅ．プルトニウム濃縮缶 

   プルトニウム濃縮缶は，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンにより供

給液を供給され，蒸気発生器の加熱蒸気により加熱されることで，プル

トニウム溶液を濃縮する。 

プルトニウム濃縮缶に内包する硝酸プルトニウム溶液の放射性物質

の濃度は，１日当たり処理する使用済燃料の平均燃焼度 45,000ＭＷｄ／

ｔ・ＵＰｒ，照射前燃料濃縮度 4.5ｗｔ％，比出力 38ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ，

冷却期間 15 年を基に算出した平常運転時の 大値に，ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応が発生する温度が硝酸プルトニウム溶液の沸点とな

る濃縮倍率を乗じた値とする。 

プルトニウム濃縮缶に内包する硝酸プルトニウム溶液の液量は，プル

トニウム濃縮缶の公称容量とする。 

 ｆ．セルへ導出される放射性物質を含む気体の体積 

   ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生に伴い，標準状態で約 0.8ｍ３

の気体状の分解生成物や熱が発生することでプルトニウム濃縮缶に接

続する塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガスの圧力が上昇す

る。ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する前にプルトニウム濃縮



缶から廃ガスポットまでの間にある放射性物質は，塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の廃ガスの圧力上昇に伴い，廃ガスポットからセル

へ導出されるものと塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒

子フィルタ及び排風機を介して主排気筒につながる流路を流れるもの

に分けられるが，より厳しい条件として放射性物質の全量がセルへ導出

されるものとして評価する。セルへ導出される放射性物質の体積は，プ

ルトニウム濃縮缶の気相部体積及びプルトニウム濃縮缶と廃ガスポッ

トを接続する塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の機器の体積の合

計である約 0.8ｍ３とする。 

 ｇ．電源設備 

   電源設備は，１系列当たり精製建屋で 小約 110ｋＶＡの余裕を有し，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処で１系列を用いる。 

有効性評価においては，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処に

用いる設備が必要な電力を供給できる設計としていることから，以下に

示す必要な電力を供給できる。 

精製建屋のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備 

約 40ｋＶＡ 

 

 (７) 操作の条件 

プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止において必要となる緊急

停止系の操作は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の検知から１分以内

で操作を完了する。 

プルトニウム濃縮缶の加熱の停止において必要となる蒸気発生器へ

一次蒸気を供給する系統の手動弁の閉止操作は，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生を検知してから速やかに開始し，ＴＢＰ等の錯体の急



激な分解反応の検知から25分以内で作業を完了する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により発生した放射性物質の廃ガ

ス貯留槽への導出完了後に実施するプルトニウム濃縮缶からの放出経

路を，廃ガス貯留設備（精製建屋）から平常運転時の塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）に切り替える操作は，中央制御室から行う操作で，

廃ガス貯留設備（精製建屋）の廃ガス貯留槽への放射性物質を含む気体

の導出完了から，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の再

起動完了まで３分で完了し，その後，廃ガス貯留設備（精製建屋）の空

気圧縮機を停止する操作を，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の

排風機の起動操作後，５分で完了する。 

これらの対策の準備及び実施時に想定される作業環境を考慮した必

要な作業と所要時間を，第7.4.1－３図に示す。 

 

 (８) 放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な展開 

主排気筒を介した大気中への放射性物質の放出量の評価は，廃ガスポ

ットからセルへ導出され，セル排気系から主排気筒を介して大気中へ放

出される放射性物質の放出量評価（以下7.4では「セル排気系からの放

射性物質の放出量評価」という。）及びプルトニウム濃縮缶内に残留し，

廃ガス貯留設備への放射性物質の導出完了後に塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）から主排気筒を介して大気中へ放出される放射性物質の

放出量評価（以下7.4では「塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）か

らの放射性物質の放出量評価」という。）に分けられる。 

有効性評価における大気中への放射性物質の放出量のうち，セル排気

系からの放射性物質の放出量評価は，セルへ導出されるプルトニウム濃

縮缶から廃ガスポットまでの廃ガスの放射性物質量に対して，大気中へ



の放出経路における除染係数の逆数を乗じて算出する。また，塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系）からの放射性物質の放出量評価は，プル

トニウム濃縮缶に内包する放射性物質量に対して，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応により影響を受ける割合，濃縮運転に伴い気相中に移行す

る放射性物質の割合，大気中への放出経路における除染係数の逆数を乗

じて算出する。 

また，算出した大気中への放射性物質の放出量にセシウム－137への

換算係数を乗じて，大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137換

算）を算出する。セシウム－137への換算係数は，ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤ

ＯＣ－1162
（8）

に示される，地表沈着した放射性物質からのガンマ線による

外部被ばく及び再浮遊した放射性物質の吸入摂取による内部被ばくに

係る実効線量への換算係数
（ 9 ）

を用いて，セシウム－137と着目核種との比

から算出する。ただし，プルトニウム等一部の核種は，化学形態による

影響の違いを補正する係数を乗じて算出する。 

ａ．セル排気系からの放射性物質の放出量評価 

 (ａ) プルトニウム濃縮缶から廃ガスポットまでの廃ガスの放射性物質量 

   プルトニウム濃縮缶気相部から塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の廃ガスポットまでの廃ガスの放射性物質の全量がセルへ導出された

ことを想定し，セル排気系から大気中への放射性物質の放出量を評価す

る。 

   塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）で平常運転時に処理する廃ガ

ス中の放射性物質の濃度は，１日当たり処理する使用済燃料の平均燃焼

度45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，照射前燃料濃縮度4.5ｗｔ％，比出力38   

ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ，冷却期間15年を基に算出した値とする。 

 (ｂ) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の影響を受ける割合 



セルへ導出される廃ガス中に含まれる放射性物質量のうち，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応により影響を受ける割合は１とする。 

 (ｃ) 平常運転時に気相中へ移行する放射性物質の割合 

平常運転時に塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）へ移行する放射

性物質の割合は，空気１ｍ３当たり10ｍｇが移行する
（ 1 0 ）

こととし，１×10－

８とする。 

 (ｄ) 大気中への放出経路における除染係数 

放出経路構造物への沈着による放射性エアロゾルの除染係数は10と

する。 

セル排気系のセル排気フィルタユニットの高性能粒子フィルタは１

段で，セル排気系のセル排気フィルタユニットの高性能粒子フィルタの

放射性エアロゾルの除染係数を10３とする。 

ｂ．塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの放射性物質の放出量評

価 

 (ａ) プルトニウム濃縮缶に内包する硝酸プルトニウム溶液の放射性物質

量 

   プルトニウム濃縮缶に内包する硝酸プルトニウム溶液の放射性物質の

組成，濃度，崩壊熱密度及びプルトニウム濃縮缶の液量は，事故の条件

及び機器の条件と同様であるため，硝酸プルトニウム溶液の放射性物質

の濃度とプルトニウム濃縮缶の液量を乗じた値とする。 

 (ｂ) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の影響を受ける割合 

プルトニウム濃縮缶に内包する放射性物質量のうち，ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応により影響を受ける割合は１とする。 

 (ｃ) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い機器の気相中に移行する放

射性物質の割合 



ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による発熱量は1,400ｋＪ／ｋｇ・

ＴＢＰ
（ 4 ）

とする。 

プルトニウム濃縮缶内のＴＢＰ量は，「(６) 事故の条件及び機器の条

件」に示すとおり，約208ｇとする。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時における放射性物質の気相

中への移行率
（ 7 ）

は，爆発事象を想定した実験結果を整理した式のうち も

厳しい結果を与えるｕｐｐｅｒ ｂｏｕｎｄとされる計算式から算出し

た値として，約４×10－３とする。 

この値は，より厳しい条件として，3.5ＭＰａを超える圧力をかけた

場合における放射性物質の気相中への移行率の算出式を用いて評価し

た結果であり，安全余裕を見込んだ移行率である。 

また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が１分間継続する際に供給さ

れるＴＢＰ量は，(６) 事故の条件及び機器の条件に示すとおり，約１ｇ

とする。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生後，供給液の供給停止までの１

分間における放射性物質の気相中への移行率
（ 7 ）

は，爆発事象を想定した実

験結果を整理した式の0.35ＭＰａ未満における値とし，５×10－５とする。 

プルトニウム濃縮缶内に存在するＴＢＰ等は，供給液の供給分のみで

あり，ＴＢＰ等の錯体の分解反応が発生した場合の発熱量は小さく，分

解生成物の発生量も少ないため，プルトニウム濃縮缶内の圧力の上昇が

小さいことから，この値とした。 

 (ｄ) 大気中への放出経路における除染係数 

廃ガス貯留槽への導出が完了した後に，塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）を起動することで，プルトニウム濃縮缶内の気相部に残留し

ている放射性物質は，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）から主排



気筒を介して大気中へ放出される。 

放出経路構造物への沈着による放射性エアロゾルの除染係数は10
（5）

と

する。 

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタは２段

であり，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタ

の放射性エアロゾルの除染係数は，解析コードＦｌｕｅｎｔにより塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタの健全性を維

持できることを確認したため，１段目を10３，２段目を10２とする。 

廃ガス貯留槽へ貯留されずプルトニウム濃縮缶内に残留する放射性

物質の割合は，機器に供給される安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系の

圧縮空気により機器外に放射性物質が移行する効果を考慮して求めた

割合である約４％とする。 

 

 (９) 判断基準 

   ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策の有効性評価の判断

基準は以下のとおりとする。 

 ａ．プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止又はプルトニウム濃縮缶の

加熱の停止 

   プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止又はプルトニウム濃縮缶の

加熱の停止により，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を速やかに

防止できること。 

 ｂ．廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留 

   セルへ導出され，セル排気系から放出される放射性物質の放出量及び

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止し，廃ガス貯留槽での貯留

が完了した上で，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を起動して平



常運転時の放出経路に復旧した状況下での大気中へ放出される放射性

物質の放出量がセシウム－137換算で100ＴＢｑを下回るものであって，

かつ，実行可能な限り低いこと。 

 

7.4.1.2.2 有効性評価の結果 

 (１) 有効性評価の結果 

 ａ．プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止又はプルトニウムの加熱の

停止 

   ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止するために必要なプル

トニウム濃縮缶への供給液の供給停止又はプルトニウム濃縮缶の加熱

の停止は，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給をＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応発生の判定後１分以内に自動又は手動にて停止できるた

め，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を速やかに防止できる。 

   また，プルトニウム濃縮缶の加熱をＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

の発生後25分以内に停止できるため，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

の再発を防止できる。プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止及びプ

ルトニウム濃縮缶の加熱の停止の状態を維持することで，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応の再発防止は維持できる。 

 ｂ．廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留 

   セル排気系からの放射性物質の放出量及び塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）からの放射性物質の放出量（セシウム－137換算）は，約

３×10－５ＴＢｑであり，100ＴＢｑを十分に下回る。 

   また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応で発生した放射性物質につい

ては，廃ガス貯留設備（精製建屋）により，可能な限り外部に放出され

ないよう措置することから，大気中への放射性物質の放出量（セシウム



－137換算）は，実行可能な限り低くなっている。 

   具体的な評価結果を第7.4.2－２表から第7.4.2－３表に示す。また，

大気中への放射性物質の放出率の推移の概念図を第7.4.2－１図に示す。 

   放射性物質が大気中に放出されるまでの過程を第7.4.2－２図に，プル

トニウム濃縮缶におけるプルトニウム濃度及びＴＢＰ量の推移を第

7.4.2－３図に示す。 

 

 (２) 不確かさの影響評価 

 ａ．解析コードの不確かさの影響 

解析コードによる高性能粒子フィルタの健全性確認の解析結果にお

いては，系統を断熱とし，蒸気の凝縮，塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）を介した他機器への廃ガスの流出経路並びに機器の内部構造物

を考慮していないことから，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の

高性能粒子フィルタに対し，圧力及び温度が影響を及ぼしやすいモデル

としており，より厳しい結果を与える条件を設定しているため，解析コ

ードの不確かさが高性能粒子フィルタの健全性評価の結果に与える影

響はない。 

 ｂ．事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 

 (ａ) 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留 

廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の評価に用いるパラメータ

は，不確かさを有するため，大気中への放射性物質の放出量に影響を与

えるが，その場合でも，大気中への放射性物質の放出量がセシウム－137

換算で100ＴＢｑを十分下回り，判断基準を満足することに変わりはな

い。 

不確かさを考慮した各パラメータの幅を以下に示す 



  ⅰ．プルトニウム濃縮缶に内包する放射性物質量 

再処理する使用済燃料の燃焼条件の変動幅を考慮すると，放射性物

質量の 大値は，１桁未満の下振れを有する。また，再処理する使用

済燃料の冷却期間によっては，減衰による放射性物質量のさらなる低

減効果を見込める可能性がある。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検知後，プルトニウム濃縮缶供

給槽ゲデオンは自動又は手動にて停止するため，供給液の供給は速や

かに停止することから，供給液の供給が停止するまでの時間には１桁

未満の下振れがある。 

以上より，設定値に対して１桁未満の下振れを有する。 

  ⅱ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の影響を受ける割合 

  沸点がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する温度となるプ

ルトニウム濃度は800ｇＰｕ／Ｌであり，プルトニウム溶液の粘性は

高いと考えられることから，気液分離部から加熱部への流動について

は不確かさが存在する。また，800ｇＰｕ／Ｌのプルトニウム溶液と

供給液の混合液が加熱されることによる分解反応の発生についても

不確かさが存在する。それぞれ，ＴＢＰ等の錯体の全量が急激な分解

反応を引き起こすことを前提とした割合であることから，体系に起因

した不確かさとして１桁未満の下振れを有する。 

  ⅲ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い機器の気相中に移行する放

射性物質の割合 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴いプルトニウム濃縮缶の気相

中に移行する放射性物質の割合を算出する際に使用した式は，ＮＵＲ

ＥＧ／ＣＲ－6410における爆発事象を想定した実験結果を整理した式

のうち も厳しい結果を与えるｕｐｐｅｒ ｂｏｕｎｄとされる計算



式を使用しており，実験結果に対するｂｅｓｔ ｆｉｔの計算式との比

較により，実際には１桁程度の下振れを有する。 

一方，この式ではＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による発生エネ

ルギを算出する必要があり，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による

発熱量は，引用する文献によって発生する単位ＴＢＰ量当たりの発熱

量が１桁未満の上振れを有する。また，ＴＢＰの水への溶解度の幅を

考慮すると，条件によっては１桁未満の上振れを有する可能性がある。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生後，供給液の供給停止までの

間における放射性物質の気相中への移行率は，ＴＢＰ量が少なく，発

熱量及び分解生成物のガス量が小さいことから爆発事象を想定した実

験結果を整理した式の0.35ＭＰａ未満における値を用いているため，

不確かさは考慮しない。 

以上より，設定値に対して１桁程度の下振れを有し，条件によって

は，設定値に対して１桁未満の上振れを有する可能性がある。 

  ⅳ．大気中への放出経路における除染係数 

プルトニウム濃縮缶から塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の

排風機までの経路上のプルトニウム精製設備及び塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の配管は，曲がり部が多く，数十ｍ以上の長い配

管及び複数の機器で構成されることから，放射性物質を大気中へ押し

出すエネルギの減衰や放射性エアロゾルの沈着による除去が期待でき

るため，大気中への放射性物質の放出量は１桁程度の下振れを有する。 

 ｃ．操作の条件の不確かさの影響 

 (ａ) 実施組織要員の操作 

排気経路の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）への切替えの操作

については，切替えの操作に想定よりも時間を要した場合においても，



廃ガス貯留槽と塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）との間に設置す

る逆止弁により，廃ガス貯留槽内の放射性物質が塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）に移行することはない。また，切替えの操作に想定

よりも時間を要した場合には，廃ガス貯留槽内の圧力が空気圧縮機の吐

出圧に達することで，廃ガス貯留槽への放射性物質の導出が困難となり，

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガスポットからセルに放射

性物質が導出される可能性はあるが，それらの放射性物質はセル排気系

の高性能粒子フィルタ（１段）により除去された上で，主排気筒を介し

て，大気中へ放出される。 

その場合の大気中への放射性物質の放出量への影響は，高性能粒子フ

ィルタの除染係数の低下により，設定値に対して３桁未満の上振れとな

るが，その場合でも，大気中への放射性物質の放出量がセシウム－137

換算で100ＴＢｑを十分下回り，判断基準を満足することに変わりはな

い。 

 (ｂ) 作業環境 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，ＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応により発生する放射性物質を内包する機器周辺の線量

率が上昇するが，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処の操作場所

はそれらの線源から離れた位置にあり，セルによる遮蔽を考慮できるこ

と，セルへ導出される放射性物質はセル排気系で換気されるため，アク

セスルート及び作業場所において，有意な作業環境の悪化はないことか

ら，実施組織要員の操作の時間余裕には影響を与えない。 

 

7.4.1.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 

 (１) 重大事故等の事象進展，事故規模の分析 



ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を検知した場合には，プルト

ニウム濃縮缶への供給液の供給停止及びプルトニウム濃縮缶の加熱を

停止する。 

プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止は，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の発生を検知した後，１分以内に実施する。 

プルトニウム濃縮缶の加熱の停止は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の発生を検知した後，25分以内に実施する。 

以上の拡大防止対策を考慮したときのプルトニウム濃縮缶内の硝酸

プルトニウム溶液等の状態及び硝酸プルトニウム溶液等の状態によっ

て生じる事故時環境は次のとおりである。 

 ａ．硝酸プルトニウム溶液等の状態 

  ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は，プルトニウム濃縮缶にＴＢＰ等

が多量に混入したことでＴＢＰ等の錯体が形成された状態において，加

熱蒸気温度の制御機能が喪失することで，プルトニウム濃縮缶内の硝酸

プルトニウム溶液の過濃縮生じ，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発

生する温度を超えることにより発生する事象である。このときのプルト

ニウム濃縮缶内の硝酸プルトニウム溶液の状態は，温度がＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応が発生する温度，硝酸プルトニウム溶液の濃度が

800ｇＰｕ／Ｌ，硝酸濃度は 大で約８規定，ＴＢＰ等の混入量は 209

ｇである。ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により，プルトニウム濃縮

缶内のＴＢＰ等は全量消費されることから，これ以上のＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応は発生しないが，プルトニウム濃縮缶への供給液には

溶存しているＴＢＰ等が含まれており，加熱も継続しているため，プル

トニウム濃縮缶への供給液の供給が継続すると，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応は再発することが想定される。これらのＴＢＰ等の錯体の急



激な分解反応によって二酸化炭素，水，窒素及びりん酸といった分解生

成物が発生する。また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は発熱反応で

あるためエネルギが発生する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴うプルトニウム濃縮液等の状

態変化は，わずかではあるが硝酸量が低下する。ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応については，ＴＢＰに 14 規定の硝酸を作用させた場合に，

ＴＢＰ１モルに対して硝酸 14.4 モルが消費されるという知見があるこ

とから，ＴＢＰ209ｇは約 0.8 モルであり，このＴＢＰ量が分解反応を

した際に消費される硝酸量は約 12 モルとなる。プルトニウム濃縮缶内

の硝酸量は 1,000 モル以上あることを考慮すると，硝酸の減少量による

影響は極めて小さいことから，硝酸量の減少によるプルトニウムの析出

や酸化プルトニウムの生成はない。 

ｂ．硝酸プルトニウム溶液等の状態によって生じる事故時影響 

(ａ) 温度 

拡大防止対策である加熱の停止が実施されるまではプルトニウム濃

縮缶の加熱が継続するため，プルトニウム濃縮缶内の硝酸プルトニウム

溶液はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する温度に維持されて

いる。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により発生するエネルギは約0.3Ｍ

Ｊであり，Ｆｌｕｅｎｔ解析の結果より，プルトニウム濃縮缶気相部は，

瞬間的に約370℃まで上昇するが，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）へ廃ガスが移行することにより温度は速やかに低下し，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応が発生する前の温度に戻る。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により発生するエネルギを全てプ

ルトニウム濃縮缶に与えたとしても，プルトニウム濃縮缶は変形及び損



傷することはない。 

その後，供給液の供給が継続している場合，ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応が再発しても，ＴＢＰ等の量が少ないため分解反応により発生

するエネルギは小さく，気相部の温度はほぼ一定であり，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応が発生する温度に維持される。 

(ｂ) 圧力 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生により分解生成物が生成す

ることを考慮したＦｌｕｅｎｔ解析の結果より，プルトニウム濃縮缶気

相部は平常運転時の圧力に対して瞬間的に約0.9ＭＰａ上昇するが，塔

槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）へ廃ガスが移行することにより圧

力は速やかに低下し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する前の

圧力に戻る。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による圧力の上昇を考慮しても，プ

ルトニウム濃縮缶は変形及び損傷することはない。 

その後，供給液の供給が継続している場合，ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応が再発しても，ＴＢＰ等の量が少ないため分解反応により発生

する分解生成物は少なく，エネルギは小さいため，気相部の圧力はほぼ

一定であり，平常運転時と同程度である。 

(ｃ) 湿度 

プルトニウム濃縮缶は硝酸プルトニウム溶液を蒸発濃縮する設備で

あるため，平常運転時及び事故時においても多湿環境下であり，平常運

転時と同程度である。 

(ｄ) 放射線 

プルトニウム濃縮缶内では，平常運転時（約250ｇＰｕ／Ｌ）よりも

プルトニウム濃度が高いため，線量率は平常運転時よりも高い。放射性



物質は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生に伴い気相中へ移行す

るため，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）における線量率も上昇

する。 

(ｅ) 物質（水素，蒸気，煤煙，放射性物質，その他）及びエネルギの発生 

プルトニウム濃縮缶内では，平常運転時（約250ｇＰｕ／Ｌ）よりも

プルトニウム濃度が高いため，平常運転時と比較すると水素発生量が増

加する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応では，二酸化炭素，水，窒素やりん

酸といった分解生成物及びエネルギが発生するが，ＴＢＰ等はＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応により全量が分解してなくなることから，有機

溶媒による火災は発生しないため，煤煙が発生することはない。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合に，プルトニウム濃

縮缶内の硝酸プルトニウム溶液は約800ｇＰｕ／Ｌと平常運転時（250ｇ

Ｐｕ／Ｌ）と比べてプルトニウム濃度が高い状態であるが，プルトニウ

ム濃縮缶は全濃度安全形状寸法管理により臨界事故の発生を防止して

おり，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応によりプルトニウム濃縮缶は変

形・損傷することはないため，臨界は発生しない。ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応により，硝酸プルトニウム溶液が析出する又は酸化プルト

ニウムとして生成することはなく，硝酸プルトニウム溶液の形で存在し

ているため，臨界は発生しない。したがって，臨界による新たな放射性

物質の生成はない。 

ＴＢＰ等以外の有機溶媒として，ｎ－ドデカンは水へ不溶でありプル

トニウム濃縮缶への供給液には含まれないため，火災が発生することは

なく煤煙及びその他の物質が発生することはない。 

(ｆ) 落下又は転倒による荷重 



ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による発熱量によってプルトニウ

ム濃縮缶の温度が上昇することを考慮したとしても，材質の強度が有意

に低下することはないため，プルトニウム濃縮缶が落下又は転倒するこ

とはない。 

(ｇ) 腐食環境 

プルトニウム濃縮缶内の硝酸濃度は 大約８規定となる。蒸気の硝酸

濃度は１～２規定となる。 

 

 (２) 重大事故等の同時発生 

   ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応については，「5.1 設計上定める条

件より厳しい条件の設定及び重大事故の想定箇所の特定」で示すとおり，

動的機器の多重故障及び誤作動並びに運転員等の誤操作を起因とした

複数の発生防止機能の喪失により発生するものであり，その具体的な発

生の条件は同種の重大事故及び異種の重大事故の要因となる安全機能

の喪失に当たらないことから，重大事故等が同時に発生することは想定

されない。 

 

 (３) 重大事故等の連鎖 

   プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

した場合には，拡大防止対策として，プルトニウム濃縮缶への供給液の

供給を停止するとともに，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する。 

   プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止は，速やかに自動又は手動

にて実施される。また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の検知後，現

場にてプルトニウム濃縮缶への加熱を停止する。 

以上の拡大防止対策を考慮した時のプルトニウム濃縮缶内の硝酸プ



ルトニウム溶液等の状態及び硝酸プルトニウム溶液等の状態によって

生じる事故時環境を明らかにし，硝酸プルトニウム溶液等の状態によっ

て新たに連鎖して発生する重大事故等の有無及び事故時環境が安全機

能の喪失をもたらすことによって連鎖して発生する重大事故等の有無

を明らかにする。 

 

 ａ．事故進展によりプルトニウム濃縮缶において発生する重大事故等の特

定 

 (ａ) 臨界事故 

プルトニウム濃縮缶の材質はジルコニウムであり，ＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応によって想定される温度，圧力，腐食環境等の環境条件

によってプルトニウム濃縮缶のバウンダリが喪失することはなく，プル

トニウム濃縮缶は変形しない。「(１) 重大事故等の事象進展，事故規模

の分析」に記載したとおり，プルトニウム濃縮缶内の硝酸プルトニウム

溶液は約 800ｇＰｕ／Ｌと平常運転時（250ｇＰｕ／Ｌ）と比べてプルト

ニウム濃度が高い状態であるが，プルトニウム濃縮缶は全濃度安全形状

寸法管理により臨界事故の発生を防止しており，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応により，硝酸プルトニウム溶液が析出する又は酸化プルトニ

ウムとして生成することはなく，硝酸プルトニウム溶液の形で存在して

いるため，臨界は発生しない。 

以上より，臨界事故が発生することはない。 

 (ｂ) 蒸発乾固 

プルトニウム濃縮缶は安全冷却水等による冷却はしていない機器で

ある。 

「(１) 重大事故等の事象進展，事故規模の分析」に記載したとおり，



プルトニウム濃縮缶内の硝酸プルトニウム溶液は約 800ｇＰｕ／Ｌと平

常運転時（250ｇＰｕ／Ｌ）と比べてプルトニウム濃度が高い状態であ

り，崩壊熱密度が平常運転時よりも高いが，セルへの放熱を考慮すると，

崩壊熱のみでは沸騰せず，プルトニウム濃縮缶の加熱の停止により硝酸

プルトニウム溶液の温度は沸点を下回る。 

以上より，蒸発乾固が発生することはない。 

 (ｃ) 水素爆発 

「(１) 重大事故等の事象進展，事故規模の分析」に記載したとおり，

プルトニウム濃縮缶内の硝酸プルトニウム溶液は約 800ｇＰｕ／Ｌと平

常運転時（250ｇＰｕ／Ｌ）と比べてプルトニウム濃度が高い状態であ

り，水素発生量が平常運転時よりも多い。プルトニウム濃縮缶には，安

全圧縮空気系から圧縮空気が供給されており，安全圧縮空気系からの圧

縮空気の供給量は，十分な余裕が確保されていることから，ドライ換算

４ｖｏｌ％を超えることはない。 

以上より，水素爆発が発生することはない。 

 (ｄ) 放射性物質の漏えい 

プルトニウム濃縮缶に接続する機器の材質はジルコニウム又はステ

ンレス鋼であり，想定される温度，圧力，腐食環境等の環境条件によっ

て，これらのバウンダリの健全性が損なわれることはなく，放射性物質

の漏えいが発生することはない。 

 ｂ．重大事故が発生した機器以外の安全機能への影響及び連鎖して発生す

る重大事故の特定 

プルトニウム濃縮缶及びプルトニウム濃縮缶に接続する配管の材質

はジルコニウム又はステンレス鋼であり，想定される温度，圧力等の環

境条件によってこれらのバウンダリの健全性が損なわれることはなく，



温度及び放射線以外のプルトニウム濃縮缶内の環境条件が，プルトニウ

ム濃縮缶外へ及ぶことはないことから，温度及び放射線以外の環境条件

の変化によってその他の重大事故が連鎖して発生することはない。 

温度及び放射線の影響は，プルトニウム濃縮缶外へ及ぶものの，塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタの温度は約

50℃であり，放射線は平常運転時よりは高いものの，これらの影響が十

分な厚さを有するセルを超えてセル外へ及ぶことはない。 

また，セル内の安全機能を有する機器も，これらの環境条件で健全性

を損なうことはないことから，温度及び放射線の環境条件の変化によっ

てその他の重大事故が連鎖して発生することはない。 

プルトニウム濃縮缶に接続する配管を通じたプルトニウム濃縮缶内

の環境条件の伝播による安全機能への影響の詳細は次のとおりである。 

 (ａ) 安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系 

安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系は配管長が長いため，安全圧縮空

気系及び一般圧縮空気系の配管を通じてプルトニウム濃縮缶気相部の

圧力上昇による影響の波及はない。 

以上より，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により安全圧縮空気系及

び一般圧縮空気系が機能喪失することはなく，水素爆発が発生すること

はない。 

 (ｂ) 塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）等 

プルトニウム濃縮缶に接続する塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）の配管を通じて，プルトニウム濃縮缶内の環境が各機器に波及する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により発生するエネルギは約 0.3Ｍ

Ｊであり，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による環境条件が塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系）の配管を通じて各機器に波及した場合で



も，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）等の材質はステンレス鋼で

あり，プルトニウム濃縮缶内の環境条件によってバウンダリが喪失する

ことはない。 

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタは，Ｔ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応による温度及び圧力の上昇を考慮して

も，温度は約 50℃，差圧の上昇は約４ｋＰａであるため，温度上昇及び

圧力上昇により健全性を損なうことはない。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による瞬間的な圧力上昇により，プ

ルトニウム濃縮缶及び塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の系統内

の蒸気を凝縮する機能が一時的に喪失し，塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の高性能粒子フィルタに水ミストが到達することが想定され

る。より厳しい条件としてプルトニウム濃縮缶から塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタまでの全ての気体を湿度

100％として，プルトニウム濃縮缶気相部から塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）の高性能粒子フィルタまでの廃ガス量の容量を約６ｍ３，

平常運転時の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）内の廃ガス温度と

して 40℃とした場合に，高性能粒子フィルタにプルトニウム濃縮缶から

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタまでの全

ての気体に含まれる水ミストが付着することを想定した場合において，

水ミスト量は約 300ｇである。プルトニウム濃縮缶凝縮器の冷却機能喪

失時における高性能粒子フィルタの機能維持時間の評価結果（第 15 条 

安全機能を有する施設）より，水ミストが存在する条件下でフィルタ差

圧が 250ｍｍＡｑを超えたところから高性能粒子フィルタのリークが始

まる
（ 6 ）

ため，試験で用いたフィルタの定格風量と実機における定格風量の

比から，高性能粒子フィルタのリークが始まる水ミスト量を 1,300ｇと



評価しており，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い高性能粒子フィ

ルタへ付着する水分による除染機能の低下や喪失はない。 

以上より，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）が機能喪失することはなく，放射性物質の漏えい

が発生することはない。 

 (ｃ) 放射性物質の放出経路（建屋換気設備等） 

廃ガスポットから放出される廃ガス量は約 0.8ｍ３であり，廃ガスが有

するエネルギをセルへ放出したとしても，導出先セル及び導出先セル以

降の放出経路の温度，圧力及び湿度は平常運転時と同程度であることか

ら，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により放射性物質の放出経路が機

能喪失することはない。 

一方，廃ガスポットから導出先セル及び導出先セル以降へ放射性物質

が移行するため，その放出経路では放射性物質量が増加するが，放射性

物質の放出経路は鋼材であり，損傷することはない。また，放射性物質

の放出経路の下流側に設置しているセル排気系のセル排気フィルタユ

ニットの高性能粒子フィルタへの影響が考えられるが，セル排気系のセ

ル排気フィルタユニットの高性能粒子フィルタのろ材はガラス繊維で

あり，放射線によって劣化することはないため，放射性物質の漏えいが

発生することはない。 

以上より，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により放射性物質の放出

経路（建屋換気設備）が機能喪失することはなく，放射性物質の漏えい

が発生することはない。 

 ｄ．分析結果 

プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応につ

いて評価を実施した。安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系は配管長が長



いため，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系の配管を通じたプルトニウ

ム濃縮缶内の環境条件の波及はない。また，プルトニウム濃縮缶への圧

縮空気の供給量は十分な余裕が確保されており，プルトニウム濃縮缶の

気相部の水素濃度がドライ換算４ｖｏｌ％を超えることがないこと等，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生によって他の重大事故等が連

鎖して発生することがないことを確認した。 



7.4.1.2.4 判断基準への適合性の検討 

  ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策として，プルトニウム

濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合における

プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止する手段，プルトニウム濃縮

缶の加熱を停止する手段及び廃ガス貯留設備へ放射性物質を貯留する手段

を整備しており，これらの対策について有効性評価を行った。 

  プルトニウム濃縮缶への供給液の供給は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応を検知後，自動又は手動により速やかに停止することで，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の再発を防止することができる。 

  プルトニウム濃縮缶の加熱の停止は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

を検知後，蒸気発生器へ一次蒸気を供給する系統の手動弁を閉止すること

で，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止することができる。 

セルへ導出された放射性物質をセル排気系のセル排気フィルタユニッ

トの高性能粒子フィルタ及び塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高

性能粒子フィルタで除去し，廃ガス貯留設備（精製建屋）による貯留を講

ずることにより，大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）

は，約３×10－５ＴＢｑとなり，廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の

評価に用いるパラメータの不確かさの幅を考慮しても，100ＴＢｑを十分下

回る。 

評価条件の不確かさについて確認した結果，運転員等操作時間に与える

影響及び評価結果に与える影響は無視できる又はないことを確認した。 

また，想定される事故時環境において，プルトニウム濃縮缶に接続する

安全機能を有する機器が，損傷又は機能喪失することはなく，他の重大事

故等が連鎖して発生することがないことを確認した。 

以上のことから，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合にお



いても，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止又はプルトニウム濃縮

缶の加熱の停止によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止する

ことができる。また，有効性評価で示す大気中への放射性物質の放出量は

実行可能な限り低く，大気中への異常な水準の放出を防止することができ

る。 

  以上より，「7.4.1.2.1(９) 判断基準」を満足する。 

 



7.4.2 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策に必要な要員及び

資源 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策に必要な要員及び資

源を以下に示す。 

 (１) 必要な要員の評価 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対する拡大防止対策として実施

するプルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止，プルトニウム濃縮缶の

加熱の停止，廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に必要な要員は８

人（実施責任者を含む）である。さらに，重大事故等の発生時に実施す

る大気中への放出状況監視等及び電源の確保に必要な要員は 14 人（実

施責任者を除く）である。 

上記より，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策に要する

実施組織要員数は 22 人である。 

これに対し実施組織要員は 41 人であるため，実施組織要員の要員数

は，必要な要員数を上回っており，必要な作業が可能である。 

 (２) 必要な資源の評価 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は，動的機器の多重故障及び誤作動

並びに運転員等の多重誤操作を発生の起因とした内的事象により発生

することから，電源，圧縮空気及び冷却水については平常運転時と同様

に使用可能である。 

 ａ．電源 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処に必要な負荷は， 小余裕

約 110ｋＶＡに対し 大でも廃ガス貯留設備（精製建屋）の空気圧縮機

の約 40ｋＶＡである。また，空気圧縮機の起動時を考慮しても約 80ｋ

ＶＡであり 小余裕に対して余裕があることから，必要電源容量を確保



できる。 

 ｂ．圧縮空気 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処として水素掃気，圧力及び

液位の監視に圧縮空気が必要になる。これらの圧縮空気は，平常運転時

においても継続的に常設重大事故等対処設備に供給されているもので

あり，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処においても平常運転時

と同様に使用可能である。 

 ｃ．冷却水 

冷却水については，平常運転時においても継続的に常設重大事故等対

処設備に供給されているものであり，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

への対処においても平常運転時と同様に使用可能である。 
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第 7.4.1－１表 プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止及びプルトニウム濃縮缶の加熱の停止における手順と設備

の関係 

 
 

 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等 

対処設備 

計装設備 

放射線計測設備 

ａ． ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反

応 の 発 生 の 検

知，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分

解反応への対処

の着手及び実施

判断 

・論理回路がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

が発生したと判定した場合には，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応への対処の着手及び実

施を判断し，以下のｂ．及びｄ．に移行する。 ・プルトニウム濃縮

缶 
－ 

・監視制御盤 

・プルトニウム濃縮

缶圧力計 

・プルトニウム濃縮

缶気相部温度計 

・プルトニウム濃縮

缶液相部温度計 

ｂ． プルトニウム濃

縮缶への供給液

の供給停止 

・中央制御室からの操作により，緊急停止系を作

動させ，プルトニウム濃縮缶への供給液の供

給を停止する。 

・プルトニウム濃縮

缶供給槽ゲデオン 
－ ・緊急停止系 

ｃ． プルトニウム濃

縮缶への供給液

の供給停止の成

否判断 

・プルトニウム濃縮缶供給槽液位計により，プル

トニウム濃縮缶への供給液の供給が停止した

ことの成否を判断する。 
・プルトニウム濃縮

缶供給槽ゲデオン 
－ 

・監視制御盤 

・プルトニウム濃縮

缶供給槽液位計 

  



 

 

 

 

 
（つづき） 

 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処 

設備 

可搬型重大事故等 

対処設備 

計装設備 

放射線計測設備 

ｄ． プルトニウム濃

縮缶への加熱の

停止 

・ 蒸気発生器へ一次蒸気を供給する系統の手

動弁の閉止操作を実施する。 

・蒸気発生器へ一次

蒸気を供給する系

統の手動弁 

－ － 

ｅ． プルトニウム濃

縮缶への加熱の

停止の成否判断 

・ プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計により，

加熱蒸気温度がＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応が発生する温度未満になったことを

確認することにより，プルトニウム濃縮缶の

加熱の停止の成否を判断する。 

－ － 

・安全系監視制御盤 

・プルトニウム濃縮

缶加熱蒸気温度計 

 



 
 
 
 

第 7.4.1－２表 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留における手順と設備の関係 
 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 
可搬型重大事

故等対処設備 

計装設備 

放射線計測設備 

ａ． 廃ガス貯留設

備による放射

性物質の貯留

の着手及び実

施の判断 

・論理回路がＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応の発生を判

定した場合には，廃ガス貯留

設備による放射性物質の貯

留の着手及び実施を判断し，

以下のｂ．へ移行する。 
－ － 

・監視制御盤 

・安全系監視制御盤 

・廃ガス貯留設備

（精製建屋）の圧

力計 

・廃ガス貯留設備

（精製建屋）の流

量計 

・廃ガス洗浄塔入口

圧力計 

  



 

 

 

 

 
（つづき） 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 
可搬型重大事

故等対処設備 

計装設備 

放射線計測設備 

ｂ． 廃ガス貯留槽

への導出開始

の確認 

・廃ガス貯留設備（精製建屋）

の圧力計の指示値の上昇及

び廃ガス貯留設備（精製建

屋）の流量計の指示値の上昇

により，放射性物質を含む気

体の廃ガス貯留槽への導出

が開始されたことを確認す

る。 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔

離弁 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排

風機 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高

性能粒子フィルタ 

・廃ガス貯留設備（精製建屋）の隔離弁 

・廃ガス貯留設備（精製建屋）の空気圧縮機 

・廃ガス貯留設備（精製建屋）の逆止弁 

・廃ガス貯留設備（精製建屋）の廃ガス貯留槽 

－ 

・監視制御盤 

・安全系監視制御盤 

・廃ガス貯留設備

（精製建屋）の圧

力計 

・廃ガス貯留設備

（精製建屋）の流

量計 

・廃ガス洗浄塔入口

圧力計 

 

・塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の圧力計により，

塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の系統内の圧力が

負圧に維持され，廃ガス貯留

設備（精製建屋）による圧力

の制御が機能していること

を確認する。 

  



 

 

 

 

 
（つづき） 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 
可搬型重大事

故等対処設備 

計装設備 

放射線計測設備 

ｃ． 廃ガス貯留槽

への導出完了

判断 

・廃ガス貯留槽内の圧力が規定

の圧力（0.7ＭＰａ）に達した

場合に，導出の完了と判断す

る。 

－ － 

・監視制御盤 

・廃ガス貯留設備

（精製建屋）の圧

力計 

ｄ． 塔槽類廃ガス

処理系（プル

トニウム系）

による換気再

開 

・廃ガス貯留槽への放射性物質

の導出完了後，中央制御室に

おいて塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の隔離弁

の開操作を行い，塔槽類廃ガ

ス処理系（プルトニウム系）

の排風機を再起動して，高い

除染能力が期待できる平常

運転時の放出経路に復旧し，

機器内に残留している放射

性物質を管理された状態に

おいて主排気筒を介して放

出する。 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔

離弁 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排

風機 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高

性能粒子フィルタ 

・廃ガス貯留設備（精製建屋）の隔離弁 

・廃ガス貯留設備（精製建屋）の空気圧縮機 

・廃ガス貯留設備（精製建屋）の逆止弁 

・廃ガス貯留設備（精製建屋）の廃ガス貯留槽 

・主排気筒 

－ 
・監視制御盤 

・安全系監視制御盤 

  



 

 

 

 

 
（つづき） 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 
可搬型重大事

故等対処設備 

計装設備 

放射線計測設備 

ｄ． 塔槽類廃ガス

処理系（プル

トニウム系）

による換気再

開 

・塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の再起動後，廃ガ

ス貯留設備（精製建屋）の隔

離弁を閉止し，空気圧縮機を

停止する。 

・廃ガス貯留設備（精製建屋）の隔離弁 

・廃ガス貯留設備（精製建屋）の空気圧縮機 
－ ・監視制御盤 

ｅ． 換気再開の成

否判断 

・塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の再起動が完了し

たことを，塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）の排風

機の運転表示及び廃ガス洗

浄塔入口圧力計の指示値に

より確認する。 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排

風機 
－ 

・安全系監視制御盤 

・廃ガス洗浄塔入口

圧力計 

 

 



重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 重大事故等対処設備

プルトニウム濃縮缶 ○ ○ ×

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン ○ × ×

蒸気発生器へ一次蒸気を供給する系統の手動弁 × ○ ×

プルトニウム濃縮缶供給槽液位計 ○ × ×

供給槽ゲデオン流量計 ○ × ×

プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計 × ○ ×

廃ガス洗浄塔入口圧力計 × × ○

廃ガス貯留設備の圧力計（精製施設用） × × ○

廃ガス貯留設備の流量計（精製施設用） × × ○

プルトニウム濃縮缶圧力計 ○ ○ ○

プルトニウム濃縮缶気相部温度計 ○ ○ ○

プルトニウム濃縮缶液相部温度計 ○ ○ ○

緊急停止系（精製施設用，電路含む） ○ × ×

監視制御盤（精製施設用） ○ ○ ○

安全系監視制御盤（精製施設用） × ○ ○

隔離弁 × × ○

空気圧縮機 × × ○

逆止弁 × × ○

廃ガス貯留槽 × × ○

高性能粒子フィルタ × × ○

排風機 × × ○

隔離弁 × × ○

廃ガスポット × × ○

セル排気フィルタユニット × × ○

グローブボックス・セル排風機 × × ○

主排気筒 主排気筒 × × ○

低レベル廃液処理設備 第１低レベル廃液処理系 × × ○

主排気筒の排気モニタリング設備 × × ○

環境モニタリング設備 × × ○

放出管理分析設備 × × ○

環境試料測定設備 × × ○

放射能観測車 × × ○

気象観測設備 × × ○

受電開閉設備 ○ ○ ○

受電変圧器 ○ ○ ○

6.9ｋＶ非常用主母線 ○ ○ ○

6.9ｋＶ運転予備用主母線 ○ ○ ○

6.9ｋＶ常用主母線 × × ○

6.9ｋＶ非常用母線 ○ ○ ○

6.9ｋＶ運転予備用母線 ○ ○ ○

6.9ｋＶ常用母線 × × ○

460Ｖ非常用母線 ○ ○ ○

460Ｖ運転予備用母線 ○ ○ ○

第１非常用直流電源設備 × × ○

第２非常用直流電源設備 ○ ○ ○

常用直流電源設備 ○ ○ ○

計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 ○ ○ ○

一般圧縮空気系 ○ ○ ○

安全圧縮空気系 × × ○

冷却水設備 一般冷却水系 × × ○

圧縮空気設備

受電開閉設備・受電変圧器

所内高圧系統

所内低圧系統

直流電源設備

放射線監視設備

試料分析関係設備

環境管理設備

計測制御設備

重大事故時供給停止回路

精
製
建
屋
 
Ｔ
Ｂ
Ｐ
等
の
錯
体
の
急
激
な
分
解
反
応

プルトニウム精製設備

制御室

廃ガス貯留設備（精製建屋）

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）

精製建屋換気設備

第７．４．２－１表　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の対処に使用する設備

機器グループ

設備
TBP等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための設備

プルトニウム濃縮缶へ
の供給液の供給停止

プルトニウム濃縮缶の
加熱の停止

廃ガス貯留設備による
放射性物質の貯留

設備名称 構成する機器



第7.4.2－２表(1) 「精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム

濃縮缶のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」時の放

射性物質の放出量（セル排気系からの放射性物質の

放出量） 

 

核 種 放出量(Ｂｑ) 

Ｐｕ－238 ６×10３ 

 Ｐｕ－239 ６×10２ 

 Ｐｕ－240 ９×10２ 

Ｐｕ－241 ２×10５ 

 

  



第7.4.2－２表(2) 「精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム

濃縮缶のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」時の放

射性物質の放出量（塔槽類廃ガス処理系(プルトニウ

ム系)からの放射性物質の放出量） 

 

核 種 放出量(Ｂｑ) 

Ｐｕ－238 ６×10５ 

 Ｐｕ－239 ６×10４ 

 Ｐｕ－240 ９×10４ 

Ｐｕ－241 ２×10７ 

 



第7.4.2－３表 「精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮

缶のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」時の放射性物質

の放出量（セシウム－137換算値） 

 

評価対象 放出量(ＴＢｑ) 

セシウム－137換算値 ３×10－５ 

 

 

 

 

 



高性能粒子
フィルタ 排風機

隔離弁

①

①

①

①

プルトニウム濃縮缶

プルトニウム濃縮缶
供給槽

プルトニウム濃縮缶
供給槽ゲデオン

一般蒸気系より

①

Ｐ

Ｔ

Ｔ

論理回路

論理回路

①

Ｔ

（建屋境界）

Ｌ

高性能粒子
フィルタ

グローブボックス・セル
排風機

①

①

隔離弁

廃ガスポット

セル

緊急停止操作スイッチ

中央制御室

廃ガス貯留槽

空気圧縮機

①

①

①

逆止弁
Ｆ

Ｐ

主排気筒

常設機器

弁（開）

弁（閉止）

排風機・空気圧縮機

本対応で使用する設備

凡例

信号
（太い実線）

主排気筒

第7.4.1－１図(1) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の系統概要図
（プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止）
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第7.4.1－１図(2) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の系統概要図
（プルトニウム濃縮缶の加熱の停止）



プルトニウム濃縮缶における
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の

発生 ※１

：操作・確認

：判断

：監視

：プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止

：プルトニウム濃縮缶の加熱の停止

：廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留

凡例

プルトニウム濃縮缶供給槽
ゲデオンの停止（自動）

プルトニウム濃縮缶
加熱蒸気温度計の監視

【プルトニウム濃縮缶の加熱の
停止の成否判断】
・安全系監視制御盤において，
加熱蒸気温度がＴＢＰ等の錯
体の急激な分解反応が発生す
る温度未満となっていること
の確認

※１ ３台の検出器のうち，２台以上の検出器においてプルトニウム濃縮缶のＴＢＰ等
の錯体の急激な分解反応を検知し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した
と判定して警報を発する。

【着手判断及び実施判断】
・中央制御室においてＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応の発生を判断

中央制御室において緊急停止
操作スイッチの押下（手動）

【プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止の成否判断】
・監視制御盤において，プルトニウム濃縮缶供給槽の

液位が一定であることの確認

プルトニウム濃縮缶供給槽液位計の監視

【廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への導出完了及び排気経路の切替え実施の
判断】
・廃ガス貯留設備の圧力計が0.7MPaに至る場合

廃ガス貯留設備の隔離弁「閉止」及び空気圧縮機「停止」（手動）

・廃ガス貯留設備の隔離弁「開」及び空気圧縮機「起動」（自動）
・塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁「閉」及び排風機「停止」（自動）

・監視制御盤において廃ガス貯留設備の隔離弁「開」及び
空気圧縮機「起動」確認

・監視制御盤において塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁「閉」及び

安全系監視制御盤において塔槽類廃ガス処理設備の排風機「停止」確認

塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁「開」及び排風機の「起動」（手動）

・廃ガス貯留設備の圧力計及び流量計の監視
・廃ガス洗浄塔入口圧力計の監視

現場へ移動

蒸気発生器へ一次蒸気を供給する
系統の手動弁「閉止」（手動）

【排気経路復旧の成否判断】
・安全系監視制御盤において排風機の運転表示ランプの点灯確認
・安全系監視制御盤において廃ガス洗浄塔入口圧力計の指示値が負圧である
ことの確認

第7.4.1－２図「プルトニウム濃縮缶のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の手順の概要



1

・プルトニウム濃縮缶液相部温度計，プルトニウム濃縮缶圧力計及びプ
ルトニウム濃縮缶気相部温度計のうち２つ以上の計器で同時に警報が
発報したことを検知した場合に，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発
生を判断

0:01

2 ・対策活動の指揮 1:56

3 ・緊急停止系の作動によるプルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止 0:01

4 ・対策の実施、対策作業の進捗管理 1:56

2

放射線対応班長 5 ・放射線監視盤の状態確認及び監視 1 ―

6 ・放射線監視盤の状態確認及び監視 0:10

7
・主排気筒管理建屋ダストろ紙回収及び測定
※初回測定以降、事象継続状況を踏まえ、測定・報告を繰り返す。

―

8 ・放射線監視盤の状態確認及び監視 0:10

9
・建屋周辺サーベイ
※初回測定以降、事象継続状況を踏まえ、測定・報告を繰り返す。

―

5

10 ・プルトニウム濃縮缶供給槽液位等の監視 0:20

11 ・加熱蒸気温度等の監視 0:25

12
・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の操作及び塔槽類廃
ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の起動

0:03

13 ・貯留設備の隔離弁の操作及び貯留設備の空気圧縮機の停止 0:05

建屋内2班 14 ・蒸気発生器へ一次蒸気を供給する系統の手動弁の閉止 2 0:05

建屋内3班 15 ・貯留設備の圧力及び流量の監視 2 1:56

建屋内4班 16 ・精製建屋各工程の運転状態確認 2 0:15

8

17 ・非常用電源建屋の受電状態確認 3 0:10

18 ・制御建屋の受電状態確認 3 0:10

19 ・ユーティリティ建屋の受電状態確認 3 0:10

9

合計 24

第7.4.1-３図　 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止のための措置の作業と所要時間

（プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止，プルトニウム濃縮缶の加熱の停止，貯留設備による放射性物質の貯留）
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第7.4.1－４図 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の系統概要図
（貯留設備による放射性物質の貯留）
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第7.4.2-１図 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時における放射性物質の放出量の推移

1100

貯留設備
に導出された
放射性物質量

貯槽からの放出率

大気中への
放出率

フィルタ等による経路
上の低減効果

廃ガス処理設備への切替え
により貯槽等に残留してい
る放射性物質が放出



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7.4.2－２図(1) プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応の発生による放射性物質の大気

放出過程（セルからの排気系からの放射性物質の

放出量） 

精製施設のプルトニウム精製施設及び塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）の気相部（プルトニウム濃縮缶か

ら塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の 

廃ガスポットまで）に内包する放射性物質量 

 

Ｐｕ－238 ： ６×10７Ｂｑ 

Ｐｕ－239 ： ６×10６Ｂｑ 

Ｐｕ－240 ： ９×10６Ｂｑ 

Ｐｕ－241 ： ２×10９Ｂｑ 

放出経路上の放射性エアロゾルの沈着 

  除去効率 ： 90％ 

精製建屋換気設備のセルからの排気系の 

高性能粒子フィルタによる放射性エアロゾルの除去 

除去効率 ： 99.9％ 

 

放射性物質放出量 

Ｐｕ－238 ： ６×10３Ｂｑ 

Ｐｕ－239 ： ６×10２Ｂｑ 

Ｐｕ－240 ： ９×10２Ｂｑ 

Ｐｕ－241 ： ２×10５Ｂｑ 

主排気筒放出 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7.4.2－２図(2) プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応の発生による放射性物質の大気

放出過程（塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

からの放射性物質の放出量） 

精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶

に内包する溶液中の放射性物質量 

Ｐｕ－238 ： ４×1015Ｂｑ 

Ｐｕ－239 ： ４×1014Ｂｑ 

Ｐｕ－240 ： ６×1014Ｂｑ 

Ｐｕ－241 ： ８×1016Ｂｑ 

放射性物質の気相中への移行 

移行割合 ： 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時     ： 0.4％ 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生～供給停止 ： 0.005％ 

放出経路上の放射性エアロゾルの沈着 

  除去効率 ： 90％ 

塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の高性能フィル

タによる放射性エアロゾルの除去 

除去効率 ： 99.999％ 

廃ガス貯留設備（精製建屋）による放射性物質の貯留

実施時の放出割合：４％ 

放射性物質放出量 

Ｐｕ－238 ： ６×10５Ｂｑ 

Ｐｕ－239 ： ６×10４Ｂｑ 

Ｐｕ－240 ： ９×10４Ｂｑ 

Ｐｕ－241 ： ２×10７Ｂｑ 

主排気筒放出 



 

 

 

【運転状態及び発生を想定する異常】 

①：プルトニウム濃縮缶への液張り及びプルトニウム濃縮工程の立ち上げ 
②：液位制御運転による所定濃度までの濃縮 
③：液位制御から密度制御への切り替え不能（液位制御の継続）及びＴＢＰ等を

含む供給液の供給開始 
④：過濃縮の進展及びＴＢＰ等の蓄積 
⑤：ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生 
⑥：供給液の供給停止（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の検知から１分以内） 

 
第 7.4.2－３図 プルトニウム濃縮缶の運転概要並びに 

        プルトニウム濃度及びＴＢＰ量の推移 
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令和２年３月３１日 R1 

12. 放射性物質の漏えい



 

   (ｆ) 放射性物質の漏えいへの対処 

「 (ⅰ) 重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考え方 

(ａ) 設計上定める条件より厳しい条件の設定及び重大事故の想定箇

所の特定 (ハ) 重大事故の想定箇所の特定結果 ６） 放射性物質の

漏えい」に示すとおり，放射性物質の漏えいは発生が想定されない

ことから，放射性物質の漏えいに対処に関する有効性評価は不要で

ある。 

 




